
- 15 - 

  議 事 日 程 第 ２ 号 

 

平成２５年１２月４日（水）午前９時開議 

 

日程第１ 一般質問 

 

        ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  本日の会議に付した事件 

 

議事日程第２号と同じ 

 

        ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  出欠議員氏名 

出席議員（２４名） 

 １番 木  村  芳  浩 議員  ２番 相  田  克  平 議員 

 ３番 髙  橋  嘉  門 議員  ４番 佐  藤  弘  司 議員 

 ５番 山  田  富 佐 子 議員  ６番 山  村     明 議員 

 ７番 鈴  木  章  郎 議員  ８番 高  橋     壽 議員 

 ９番 白 根 澤  澄  子 議員 １０番 佐  藤  忠  次 議員 

１１番 遠  藤  正  人 議員 １２番 堤     郁  雄 議員 

１３番 工  藤  正  雄 議員 １４番 齋  藤  千 惠 子 議員 

１５番 島  軒  純  一 議員 １６番 海 老 名     悟 議員 

１７番 渋  間  佳 寿 美 議員 １８番 相  田  光  照 議員 

１９番 中  村  圭  介 議員 ２０番 小  島  卓  二 議員 

２１番 佐  藤      議員 ２２番 髙  橋  義  和 議員 

２３番 小 久 保  広  信 議員 ２４番 我  妻  德  雄 議員 

 

欠席議員（なし） 

 

        ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 



- 16 - 

   出席要求による出席者職氏名 

市 長 安 部 三十郎  副 市 長 小 林 正 夫 

総 務 部 長 須 佐 達 朗  企画調整部長 山 口 昇 一 

市民環境部長 赤 木 義 信  健康福祉部長 菅 野 智 幸 

産 業 部 長 夛 田 美佐雄  建 設 部 長 加 藤 吉 宏 

会 計 管 理 者 遠 藤 善 則  総 務 課 長 菅 野 紀 生 

財 政 課 長 後 藤 利 明  総合政策課長 我 妻 秀 彰 

水 道 部 長 細 谷 圭 一  病院事業管理者 芦 川 紘 一 

市 立 病 院 
事 務 局 長 

加 藤 智 幸  
教 育 委 員 会 
委 員 長 

髙 橋 英 機 

教 育 長 原   邦 雄  教育管理部長 神 田   仁 

教育指導部長 土 屋   宏  
農業委員会会長 

職 務 代 理 者 
佐 藤 庄左エ門 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

髙 橋 寿 一  
選挙管理委員会 
委 員 長 

小 林   栄 

選挙管理委員会 
事 務 局 長 

生 田 英 紀  代表監査委員 大 澤 悦 範 

監 査 委 員 
事 務 局 長 

遠 藤 誠 司  
 

 
 

 

        ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

   出席した事務局職員職氏名 

事 務 局 長 近 野 長 美  事 務 局 次 長 高 野 正 雄 

副 主 幹 兼 
議事調査係長 

松 田 順 子  庶 務 係 長 青 木 重 雄 

主 査 堤     治  主 任 我 妻 政 仁 

 

        ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 



- 17 - 

 午前 ９時００分 開  議 

 

○島軒純一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第２号により進めます。 

 

 

 

  日程第１ 一般質問 

 

○島軒純一議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可します。 

  一つ、消費税増税に伴う市民生活や地域経済へ

の影響と対策について外２点、９番白根澤澄子議

員。 

  〔９番白根澤澄子議員登壇〕（拍手） 

○９番（白根澤澄子議員） おはようございます。

日本共産党市議団の白根澤澄子です。 

  ３点について質問いたします。 

  初めに、消費税増税に伴う市民生活や地域経済

への影響と対策についてお伺いいたします。 

  安倍首相は10月１日、来年４月から消費税を

５％から８％に増税すると表明しました。消費税

増税の目的は、社会保障の充実と財政再建という

ことです。安倍内閣は、現在開会中の臨時国会に

社会保障制度を改変する手順を定めるプログラム

法案を提出しています。その内容は、70歳から74

歳の患者負担を１割から２割に引き上げる、介護

保険で要支援認定者向けの訪問・通所介護を保険

給付から外す、一定所得以上の方の利用料を１割

から２割にするなど負担増と利用制限であり、社

会保障制度を改悪するものになっています。消費

税増税は社会保障の充実のためでないことは明ら

かです。 

  政府は、消費税増税と同時に法人税減税を実施

することにしています。一方から税金を取り立て

他方で減税するということでは、財政再建にはな

りません。消費税を増税すれば景気が悪化し、財

政再建どころか財政悪化を招くことは1997年の消

費税増税の経験から明瞭です。 

  消費税は生計費非課税という税制の原則に反す

る不公平税制です。生計費に課税されるとともに

所得の低いほど負担率が高くなる逆進性があり、

このような問題のある消費税を増税することは、

貧しい人をさらに貧しくし、貧困と格差を広げま

す。ですから、世界では富裕層に増税し、社会保

障や財政再建の財源を確保するという政策が主流

になってきています。日本でもこの流れに沿って

消費税増税を中止すべきです。 

  消費税の８％への増税による国民負担は８兆円

と言われています。みずほ総研の試算では、年収

300万円未満の世帯で５万7,529円、400万円から

500万円未満の世帯で７万8,869円の負担増になり

ます。税と社会保障の一体改革でさらに医療保険

や年金保険、介護保険などの社会保険料の負担増、

所得税や住民税への震災復興税の上乗せによる負

担増も加わります。収入がふえる見込みがない、

むしろ年金、生活保護費削減など収入が減る中で

の負担増ですから、生活を圧迫するなど生活に及

ぼす影響は大変大きなものがあります。 

  米沢市は来年４月から消費税引き上げに伴う使

用料等の改定を予定し、今議会に29の条例改正案

を提案しています。市営体育館やコミュニティセ

ンター会議室使用料、上下水道料金等に消費税

３％分を上乗せするものです。年間の市民負担増

は9,386万円です。消費税や社会保険料等の負担が

相当重いものになると見込まれるのに公共料金の

負担増も市民に求めるのでしょうか。市民福祉の

増進を図るという行政の役割を考えれば、使用料

等に消費税増税分は上乗せをしないという選択肢

があってもよかったのではないかと思います。今

からでも見直しを求めたいと思います。一般会計

については消費税法の特例で消費税の申告義務が

ないことから、一般会計の使用料等の改定は撤回

を求めます。いかがでしょうか。 
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  市立病院は、病院の努力と診療報酬の引き上げ

等で黒字経営になってきていますが、来年４月以

降、医療機器や薬品等を購入すれば８％の消費税

がかかり、診療報酬の引き上げや特別な対策がな

ければ経費がふえ、赤字経営に陥り、医療提供に

支障を来す事態も想定されます。消費税３％の増

税分のうち患者に転嫁できず患者負担となる分を

幾らと見込んでおられるのでしょうか。その結果、

病院経営はどうなる見通しでしょうか、お尋ねし

ます。 

  全国自治体病院開設者協議会と全国自治体病院

協議会が連名で「医療機関に対する消費税制度の

改善について」という消費税増税による病院への

影響に対する対策を求める要望書を政府に提出し

ています。安倍首相は診療報酬の引き上げに消極

的なようです。民間病院などとも協力して、さら

に強力に政府に診療報酬引き上げなどを働きかけ

ていく必要があると思いますが、どうでしょうか。 

  消費税増税は、市内企業・業者、地域経済に相

当大きな影響を及ぼすと考えられますが、どう見

ておられるでしょうか。全国商工団体連合会の付

属機関である中小商工業研究所がことし６月に調

査した2012年下期の営業動向調査によれば、現在

の５％の消費税を価格に完全に転嫁できない事業

所は54.1％です。税率10％になった場合、完全に

転嫁できないは72.6％、利益・売り上げが減るは

49.7％、廃業を考えざるを得ないは13.9％です。

現在でも消費税負担が重いのに、８％に増税にな

れば完全に価格転嫁できず、事業者の努力だけで

はどうにもならずに倒産・廃業が相次ぎ、市内事

業所の減少を加速させることになるのではないで

しょうか。地域経済も冷え込ませることになると

思いますが、見通しをお伺いします。 

  消費税増税で苦境に追い込まれる市内中小企業

者等への積極的な支援が必要ではないかと思いま

す。何か検討しておられるでしょうか。 

  群馬県高崎市はことし４月から、「まちなか商

店リニューアル助成事業補助金」制度を実施して

います。住宅リフォーム助成事業に対して商店版

リフォーム助成事業と言っていい事業です。商店

とはなっていますが、小売り、宿泊、飲食サービ

ス、生活関連サービス業と幅広く支援し、市内の

施工業者や販売業者を利用して店舗等の改装や備

品購入を行う場合、費用の２分の１を補助するも

ので、上限は100万円です。米沢市でもこのような

事業を実施していただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

  次に、森林・林業の現状と林業の振興について

お尋ねします。 

  日本の森林面積は、この40年間ほぼ横ばいで、

減少していません。しかし、1960年の丸太の輸入

自由化、1964年の製材品を含む木材の全面自由化

により、現在日本の木材需要の７割強を外国産が

占め、2012年の木材自給率は27.9％です。森林が

減少していないのに木材の需要が大幅に減ってい

るということは、森林の整備・活用がなされず、

森林が荒廃してきているということになります。

人工林の多くが間伐などの手入れが不足し、太陽

の光が差し込まず、質的に脆弱な森林も少なくな

いということです。土砂災害や洪水が起きやすい

環境になっていると言えます。まきの利用がなく

なって放置されている里山は野生動物が活動する

温床になってきており、山村の過疎化も相まって、

鳥獣被害を拡大させています。 

  水資源涵養や国土保全などの多面的機能があり、

低炭素社会構築に寄与する森林を再生し、雇用確

保や山村振興につながる林業振興を図ることが、

ますます重要になってきています。 

  2009年、農林水産省は森林・林業再生プランを

発表し、木材自給率を平成20年の24％から10年後

に50％以上にするという目標を定めました。その

ために林業、木材産業を地域産業として再生し、

木材の安定供給体制を構築するとしています。国

産材の価格が外国産材より安く、林業経営が成り

立たない現状にあることから、政府には木材の受

給と価格を安定させる政策が求められます。 
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  まず、米沢市の森林の現状がどうなっているか

を把握されているのか、お聞きします。 

  また、どのような森林に整備するのか、森林の

あるべき姿をどのようにお考えなのか、お尋ねし

ます。 

  山形県は、「やまがた緑環境税」を活用した森

林環境緊急保全対策事業で、保全上重要な森林を

対象に３つのタイプで整備してきています。杉人

工林を広葉樹が入り交じった森林へ誘導、杉人工

林をいろいろな樹齢からなる森林へ誘導、病害虫

などで荒廃した里山林の再生の３つです。この事

業による整備は民有林のほんの一部ですが、今す

ぐ手を入れることができなくても、森林全体の現

状把握と、それをどのように整備するのかという

全体像を描いていくことが大切ではないかと思い

ます。 

  木材資源の活用が減り、木の伐採が停滞してき

ていることから、木材として利用可能な森林が増

加しきています。それらの森林を利用していくた

めには、地元産木材の需要を拡大する方策が必要

です。建材としての利用では、2010年に「公共建

築物の木造推進法」ができ、公共施設建設や改装

で木材利用が拡大してきています。より一層の推

進を求めます。一般住宅では米沢市でも山形県で

も地元産木材使用を推奨し、補助事業を実施して

います。多くの人に知らせる宣伝を行っていただ

きたいと思います。 

  木質バイオマスとしての活用は、これからの拡

大が必要な課題です。山形県における平成20年の

人工林の間伐材のうち運び出されずに林内に放置

された割合は約80％だということです。林道など

が整備されていないなどの課題解決が必要ですが、

バイオマスとして利用できる材料があるというこ

とです。 

  バイオマスとしての利用は、熱利用と発電利用

があります。そのうち熱利用のペレット製造事業

を米沢地方森林組合が計画しています。実施まで

には課題があるようです。市として森林組合とと

もに課題解決に取り組むなど後押しをしていただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  山形県は、住宅、事業所、農業用のペレットや

まきストーブ設置の補助事業を実施していますが、

米沢市も補助事業を実施すればペレットストーブ

などの利用が促進されると思います。市独自のペ

レットストーブ等の購入補助事業を実施できない

でしょうか。 

  来年４月開校する米沢栄養大学でペレットボイ

ラーを導入しました。公共施設から民間の事業所

や農業用にもペレットやチップボイラーの導入が

広がるよう、バイオマスボイラー設置の補助制度

を米沢市として設けられないでしょうか。県もま

だ設けていませんので、バイオマスの需要拡大の

ためには必要だと思います。 

  ペレットの原料となる間伐材を安定的に収集す

るには、仕組みをつくらなければなりません。市

民参加型でできないでしょうか。西川町が「軽ト

ラ林業支援事業」をことし６月開始しています。

西川町内の山林の持ち主が杉の間伐材を軽トラッ

クに積める長さに切って製材所に持ち込むと、西

川町内で使える商品券と交換するというものです。

このような仕組みが必要だと思います。森林組合

などと協議検討をしていただきたいと思いますが、

どうでしょうか。 

  林業の担い手の育成はどうなっているでしょう

か。山形県の1960年度の林業就業者は約１万人で、

そのうち半数は若手就業者でしたが、2010年度に

は就業者が1,000人以下に減少しており、若手就業

者もそのうちの１割以下になっています。新規林

業就業者を確保し、計画的に林業の技能者を育成

することが必要ですが、進んでいるでしょうか。 

  国民健康保険制度の改善についての質問に移り

ます。 

  国民健康保険加入世帯の平均所得は年々減少し

ており、一方で国民健康保険料は上昇し続け、1990

年度の世帯当たりの負担率が5.64％だったのに対

して2010年度には10.11％と倍近くまで高くなっ
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ています。滞納世帯がふえるのは当然です。国庫

負担をふやし、払える保険料にしていくことが求

められます。 

  米沢市の滞納世帯に対して発行している資格証

明書等の推移を見ると、昨年９月の資格証明書発

行25世帯に対し、ことし11月は22世帯と少し減っ

ています。短期保険証発行のほうは、昨年９月は

781世帯でしたが、ことし11月は835世帯と54世帯

ふえています。国保税を払うことが困難な世帯が

ふえているのではないかと思います。子供や高齢

者、障がい者等への自治体による医療費助成に対

し国は国保の調整交付金を減額するなどしていま

すが、米沢市は今年度減額された分として約2,000

万円を一般会計から繰り入れしています。国保改

善に努力されていることを評価しますが、現状か

らもう一段の努力を求めたいと思います。 

  国保税には平等割と均等割に７割、５割、２割

の法定減免がありますが、米沢市の独自の減免と

して、18歳未満の子供、高齢者、障がい者の均等

割を３割減免できないでしょうか。とりわけ、収

入がない子供の分の均等割については全額免除で

もいいくらいですが、せめて３割減免を実施して

はどうでしょうか。 

  米沢市は、2011年12月から国保一部負担金の減

免制度を施行していますが、現在まで適用があり

ません。広報よねざわで制度紹介をするとともに

チラシを作成し、医療機関、薬局、ハローワーク

などに置いてもらい、制度を周知していただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。減免適用に

よる費用については、ぜひ一般会計での負担とさ

れるよう要望します。 

  以上、質問いたします。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの白根澤澄子議員の御

質問にお答えをいたします。 

  私からは、消費税増税に伴う市民生活や地域経

済への影響と対策について、市立病院関係以外に

ついてお答えをいたします。その他の項目につき

ましては部長よりお答えをいたします。 

  消費税法では、国内において資産の譲渡等を行

う個人事業者及び法人を納税義務者としており、

地方公共団体も国内で資産の譲渡等を行う限り、

消費税の納税義務があります。このようなことか

ら、上水道事業を初め下水道事業、病院事業等の

公営企業は消費税を納税しなければならず、仮に

消費税率引き上げの転嫁を実施しなければ事業の

収支に多大な影響を与えることから使用料を改定

しようとするもので、この点を御理解いただきた

いと思います。 

  一般会計について申し上げますと、消費税法の

規定により特例制度が設けられており、申告義務

はないものとなっております。しかしながら、歳

出面である公の施設の維持管理費には当然に消費

税が課税されております。今回条例改正を行う公

の施設の維持管理費について、消費税率引き上げ

による影響額を平成24年度決算をもとに試算しま

すと、約2,300万円の歳出増が見込まれます。これ

に対し使用料の改定により歳入は230万円の増と

なると試算しております。使用料は公の施設を使

用した場合の受益者負担として使用者からいただ

いているものであり、施設の維持管理費に充当さ

れているものであります。 

  また、使用料の額は、もともと使用者の負担が

過大にならないように低価格に設定しているとこ

ろでもあります。さらに、10月８日付総務省自治

財務局からの通知において、各地方公共団体にお

いては、消費税率の引き上げに伴う公共料金の改

定について、税負担の円滑かつ適正な転嫁を基本

として適切に対処するようにと示されたところで

もあります。 

  このようなことを踏まえ、確かに一般会計では

申告義務はありませんが、このような歳出増に対

して適正な転嫁を図る必要があると判断し、消費

税率引き上げに係る使用料改定の改正案を上程い

たしましたので、御理解を賜りたいと思います。 
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  次に、市内企業や地域経済への影響について申

し上げます。 

  消費税は最終消費者が税を担う間接税でありま

すので、基本的には事業者は売り上げのときに受

け取った消費税から仕入れで支払った消費税の差

額のみを納めることになります。しかしながら、

御指摘のように価格競争が激しい業種や中小零細

事業者においては完全には消費税を価格に転嫁で

きず、結果として利益を削って消費税を負担して

いる実態があることは関係機関の調査からもわか

ります。そのような点から、消費税増税は中小零

細企業の経営を圧迫するのではないかと懸念して

おります。 

  続いて、中小企業への支援策の現状と今後の支

援策についての御質問でありますが、国では平成

元年の消費税導入時や平成９年に消費税率が３％

から５％に引き上げられた際の事例等を考慮して、

今回の消費税率の引き上げに際し、新たに「消費

税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の

転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置

法」、略して「消費税転嫁対策特別措置法」を定

め、さらに「消費税引き上げに伴う経済政策パッ

ケージ」と称する設備投資減税の拡充や所得拡大

促進税制、創業・ベンチャーを支援する税制、研

究開発や企業の防災を支援する税制措置を図って

います。 

  本市としましては、県や商工会議所を初めとす

る支援機関と連携を図りながら、これらの情報提

供に努め、経済活動への悪影響が極力出ないよう

対処してまいりたいと考えております。 

  また、現在本市では中小企業支援策として米沢

市商工業振興資金融資制度や信用保証制度を設け

ておりますが、県、金融機関、米沢商工会議所と

連携しながら、地域内の経済情報の収集と中小企

業経営相談などに取り組んでおります。 

  なお、今回の支援策として群馬県高崎市のまち

なか商店リニューアル助成事業を例に本市でも実

施できないかとの御質問でありますが、まず本市

の事業者の皆様から要望を伺ってみたいと考えて

おります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 加藤市立病院事務局長。 

  〔加藤智幸市立病院事務局長登壇〕 

○加藤智幸市立病院事務局長 私からは、消費税引

き上げに伴う市立病院経営への影響についてお答

えいたします。 

  初めに、市立病院の費用負担はどの程度かとい

うことでございますが、現行の消費税制度におき

ましては病院の費用については一般の企業と同様

に５％の消費税を負担しておりますが、病院収入

の大半を占めております医療費に係る消費税はお

おむね非課税とされており、さらに診療報酬とい

う形で全国一律の料金となっておりますので、病

院は費用に係る５％分を患者さんの支払う医療費

に転嫁できないことから、制度上、控除できずに

病院負担となる消費税分が生じております。 

  御質問にもございますこのたびの消費税率の引

き上げに伴う市立病院の費用負担の増加でありま

すが、平成24年度決算を例に申し上げますと、費

用に係る消費税額のうち控除できずに病院負担と

なった金額としましては約１億2,000万円を計上

しております。この金額をもとにしまして消費税

率の引き上げの影響を単純に計算しますと、８％

であれば約7,000万円の増加となり、10％であれば

約１億2,000万円の増加となります。 

  なお、現在、収入に関しましては政府内におい

て診療報酬引き下げの議論もあることから、診療

報酬の改正にあわせて消費税の改正分について加

算した対応がなされるものなのか、現時点では不

明となっております。 

  次に、市立病院の経営状況への影響でございま

すが、さきに申し上げましたとおり多額の費用負

担を伴いますことから、仮に消費税率10％であれ

ば平成23年度の黒字額約１億3,000万円のほとん

どが消費税分でなくなる計算になりますので、こ

のたびの増税が市立病院の経営に与える影響は非
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常に深刻なものであると考えております。 

  次に、全国自治体病院等の要望についてでござ

いますが、医療費に係る消費税制度につきまして

は、病院の費用負担が大きいことから税率の引き

上げよりも以前から全国自治体病院協議会、公立

病院と私立病院で構成しております全国公私病院

連盟、日本医師会など医療関係団体から抜本的改

革が要望されてきておりますが、いまだに実現さ

れておりません。市立病院としましては、引き続

き加入団体を通じて改革の実現に向けて努めてま

いりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

  〔夛田美佐雄産業部長登壇〕 

○夛田美佐雄産業部長 私からは、２番の森林・林

業の現状と林業振興についての御質問についてお

答えします。 

  初めに、本市の森林の現状はどうなっているの

かについてでありますが、本市の森林は総面積５

万4,874ヘクタールの77％を占める４万2,031ヘク

タールを有しており、そのうち民有林面積は３万

2,262ヘクタールと森林面積の77％を占めており

ます。杉を主体とした人工林は8,107ヘクタールで、

人工林率は25％と県平均の39％に比べ低い状況に

なっております。 

  また、本市の森林は山形県の最南端で最上川の

最上流部に位置することから、木材生産等の経済

的機能のみならず、国土保全、水源涵養、保健休

養等の公益的機能発揮の面からも地域住民の生活

に欠かせない重要な役割を果たしていると認識し

ております。 

  しかしながら、木材価格の低迷などから林業を

取り巻く環境は依然として厳しく、林業の全般的

な停滞、造林の減少、間伐・保育等が適正に実施

されていない森林の増加や森林病害虫の被害等に

より森林の荒廃が危惧されております。そのため、

平成24年４月から10年間の地域の実情に即した森

林整備を推進するための長期的な視点に立った森

づくりのマスタープランである「米沢市森林整備

計画」を策定しております。その中で、地域の目

指すべき森林資源の姿として、水源涵養機能、山

地災害等の防止機能、快適環境の形成機能、保健

文化機能、木材等の生産機能の５つに区分し、そ

れぞれの機能の高度発揮を目指すこととしており

ます。 

  人工林においては、作業道の整備や高性能林業

機械の導入による労働生産性の向上と適正な管理

により健全な人工林を造成してまいります。また、

人工林として適切な生育が見込めないところや生

産性の向上を図ることが困難なところは、針葉樹

と広葉樹とがまじって生育するように誘導してま

いります。 

  天然林については、ナラ枯れなどの森林病害虫

対策の一環としてまきなどのエネルギー資源や木

質バイオマスの利用を促進し、若返りを図りなが

ら低炭素社会の実現に貢献する森林づくりを目指

してまいります。 

  このように、森林のあるべき姿は、私たち一人

一人が森林の働きを理解し、その恩恵を享受する

ための人と森林の理想的なかかわりと、そうした

人の営みや絶えない努力を通じて初めて実現され

る多様で豊かな森林の姿として描いていきたいと

考えております。 

  次に、地元産木材の需要を拡大する方策につい

てでありますが、議員御指摘のとおり、公共建築

物の木材利用の基本的方針により、関係課と連携

を図りながら積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。このたびの新文化複合施設の外壁

のほか、計画されております道の駅や各コミュニ

ティセンター建設においては、構造材として地元

産木材を積極的に使用するよう検討してまいりた

いと考えております。 

  また、現在、地産木材使用住宅に対する補助金

につきましても、実績としまして平成23年度は予

算額上限の住宅７件で210万円、平成24年度も住宅

８件とごみ収集所５件で275万円、本年度は住宅９
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件とごみ収集所３件で291万円となっております。 

  建築用材として利用できないものは、合板やチ

ップ材、そして木質バイオマスエネルギーとして

使用するよう取り組んでまいります。 

  木材は、太陽エネルギーと木の生命力によって

繰り返し再生産することができる持続可能な資源

です。資源の持続性が維持される循環型社会の実

現が切望される現代においては、化石資源から生

物資源に移すことが必要だと考えております。木

材の生産と利用が支障なく効率よく回転を始め、

我々の生活基盤の一部がこのシステムで支えられ

るようになることで、森林を活用した循環型社会

の構築の実現につながるものと考えております。 

  ペレット工場の建設については、米沢地方森林

組合で構想を練っている段階であり、建設場所や

コスト等の課題もありますので、今後、関係する

１市２町とも連携し、実現に向けた検討を進めて

いきたいと考えております。 

  また、ペレットストーブは各家庭単位でのさら

なる普及が期待できることから、間伐材の有効活

用を促進するための検討をしてまいりたいと考え

ており、ペレットボイラーについても今後、公共

木造建築物建設時の導入の検討や化石資源に頼ら

ない園芸施設の暖房用として冬期間における農業

生産への活用についても研究してまいりたいと考

えております。 

  次に、間伐材の収集を市民参加型でできないか

でありますが、議員からお話があったとおり、西

川町では新エネルギー利用戦略における町民を対

象としたアンケート調査の結果、産業振興のため

に利用するべき新エネルギーとして最も要望が多

かったのが森林・木材であったことから、山林の

持ち主が間伐した丸太を町内の製材所に持ち込み、

町内で使える商品券と交換するという「軽トラ林

業支援事業」を今年度から展開されております。 

  また、鶴岡市の温海町森林組合でも間伐した杉

丸太を現金で買い取る制度が行われておりますが、

これは新潟県の民間の集成材を生産する大規模木

材加工施設への供給体制が整っているため、長さ

が２メートルの丸太を原料とする製材施設を森林

組合が整備し、組合員からの現金での買い取り制

度に取り組んでいるものであります。 

  本市といたしましては、ペレット工場建設とあ

わせて、同様な支援事業ができないかを検討して

まいりたいと考えております。 

  次に、林業担い手の育成についてでありますが、

林業就業者数は、森林所有者の経営意欲の低下に

より林業生産活動が停滞してきたこと、人手を要

する植えつけや下刈りなどの造林作業が減少して

きたことなどから長期的に減少傾向で推移し、高

齢化も進行している現状であります。そのため、

米沢地方森林組合では国の事業である緑の雇用担

い手育成対策事業や次代を担う林業従事者育成事

業等により、将来的に森林整備に従事する担い手

の育成・確保に取り組まれております。 

  本市といたしましても、公共建築物や住宅への

地産木材の利用促進やペレットストーブの普及等

による間伐材の利用を促進するためのさまざまな

施策を推進することにより、林業担い手の育成並

びに雇用の確保を支援してまいりたいと考えてお

ります。 

  また、林業担い手育成とあわせて、地域での指

導的な役割を担っていただいている林業士や専門

機関による研修会の開催により、森林・林業に関

する技術の継承を行っていく必要があると考えて

おります。 

  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 赤木市民環境部長。 

  〔赤木義信市民環境部長登壇〕 

○赤木義信市民環境部長 私からは、国民健康保険

制度の改善についてお答えいたします。 

  初めに、市独自に均等割の３割減免をできない

かとの御質問でありますが、国民健康保険の加入

者の職業構成が全国的に大きく変化し、自営業者

や農家などが中心だったものが無職や被用者保険

に加入していない被用者などの割合が増加してい
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ます。低所得者が多く加入する中で、国民健康保

険税の負担の軽減を図るため、国民健康保険加入

世帯の所得が所得基準額以下の場合は均等割額、

平等割額の７割、５割または２割を軽減する制度

があります。 

  本市の状況を申し上げますと、今年度11月賦課

時点で、国民健康保険税の課税世帯は１万2,622

世帯ありますが、そのうち７割軽減が3,705世帯、

５割軽減が920世帯、２割軽減が1,851世帯の合計

6,476世帯で、51.3％の世帯が軽減されております。

軽減相当額については、保険基盤安定制度により、

４分の３を県が、４分の１を市が負担することに

なっております。 

  一方、国では、社会保障と税の一体改革に伴い、

低所得者の保険税軽減措置の拡充などの低所得者

対策などに着実に取り組むとしております。具体

的には、５割軽減・２割軽減世帯の所得基準額を

引き上げることによる対象世帯の拡大を図るとし、

来年度の実施に向け準備を進めております。対象

世帯が拡大されますと、11月賦課世帯で試算をし

た場合、軽減対象世帯は5.1％増加すると見込まれ

ます。この場合、本市の負担が約1,000万円ほど増

加すると予測されるところであります。 

  このように、軽減対象世帯の拡大が予定されて

いることから、市独自の均等割３割減免について

は考えていないところであります。 

  次に、一部負担金減免制度の周知についてお答

えします。 

  「米沢市国民健康保険一部負担金の減額、免除

及び徴収猶予に関する要綱」は、平成23年11月に

制定しました。この制度は、一部負担金の支払い

義務を負う世帯主または被保険者が過去１年以内

に震災、風水害、火災、その他これらに類する災

害により死亡あるいは障がい者となり、または資

産に重大な損害を受けたときや事業または業務の

休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

などに該当し、一時的にその生活が困難となった

場合において、あらかじめ申請することで一部負

担金の減額、免除、徴収猶予を受けることができ

ます。なお、入院療養を受ける被保険者の属する

世帯で、かつ世帯主などの預貯金総額が基準額の

３カ月分以下である場合に限り行うものとしてお

ります。 

  基準額の算出方法及び減免の要件については、

一部負担金の全額を免除する場合は国庫補助の対

象となるため国の通知と同様の内容としています

が、減額や徴収猶予に関しては認定基準を緩和し

ております。 

  制度については、市広報紙を活用した国保だよ

りで周知を図っていますが、これまでこの要綱に

基づく利用実績がないことから、議員お述べのと

おり、市広報紙で周知するほか、チラシを作成し、

医療機関や薬局などへの掲示などにより周知を図

ってまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） まず、消費税でお伺い

したいと思います。市の消費税増税になったとき

の維持管理費等の負担が2,300万円ほどふえると

いうことです。そういうふうな負担がふえるとい

うのは大変なことですけれども、ただ使用料につ

いてはもう少し検討していただきたいなと思った

ところです。一般会計のほうなんですけれども、

その多くが社会教育施設の使用料になっていると

思います。社会教育施設については生涯学習のほ

うで生涯学習の推進を図っていまして、平成24年

３月策定の第２次米沢市生涯学習振興計画、これ

を立てていまして、生涯にわたって、いつでも、

どこでも、誰でも学習できる環境づくり、これを

行っていくということを基本理念で定めておりま

すし、基本方針では「気軽により深く学習できる

環境づくりを大切にします」とうたっているとこ

ろなんです。使用料というのも、この生涯学習振

興に大いにかかわってくるのではないかと思いま

すが、消費税増税だから上げなくてはいけないと

いうふうに単純にそのようにしたと思いませんけ
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れども、生涯学習振興計画との関係で生涯学習の

振興を図っていくという観点から、使用料の改定

について十分に検討されたのかどうか、お伺いし

たいと思います。 

○島軒純一議長 神田教育管理部長。 

○神田 仁教育管理部長 このたびの消費税の増税

に伴う使用料の改定でございますが、この件につ

きましては市全体の考えという部分で進める中で、

生涯学習の振興、また生涯スポーツの振興など、

さまざまな部分がございます。そういった部分で、

若干ではございますが、使用料の改定に伴って受

益者の方の負担がふえるという部分はございます

が、そういった施設を維持管理する部分での歳出

の増等もございますし、また社会教育関係団体等

におきましては減免されている部分もございます

ので、そういった部分も勘案しながらこのたびの

改正に至った経緯もございますので、御理解いた

だきたいと思います。 

○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） 生涯学習の振興という

ことであれば、使用料についてはだんだんと逓減

して減らしていって振興を図る、こういうことも

考えるべきではなかったのかなと思います。確か

に2,300万円ほど、全体ですけれども、ふえます。

社会教育施設の維持管理費などについても大きく

なっていくのは当然かと思いますけれども、せめ

て一般会計分については、米沢市の負担といいま

すか、市民に負担をさせないというような方策を

もっと検討してほしかったなと思います。その金

額、市長もおっしゃいましたけれども230万円ほど

なわけですよね。こういうような負担を米沢市が

して生涯学習、社会教育の振興を図っていくとい

うようなことをされてもよかったのではないかな

と思います。現在でも社会教育施設、公民館等に

してみましても使用料等は取っていないという自

治体もあるところです。つまり、一般会計には消

費税分は上乗せをしていない、使用料等に上乗せ

をしていないという自治体も数少ないながらある

わけなので、米沢市としてもせめて３％分は上乗

せをしないという選択をしていただきたかったな

と思っているところです。 

  現在の５％の消費税分でも大変重い市民負担に

なっているわけで、これが８％という負担になれ

ば生活への負担、非常に重いですし、事業者の負

担も大変ということであれば、ここで米沢市がで

きるだけ市民負担をふやさないという方策をとっ

ていただきたかったと思うんです。 

  中でも重いのは水道とか下水道なわけです。ラ

イフラインでもありますし、この辺は本当に値上

げしないでいただきたいものだなと思ったんです

が、せめて一般会計の分だけでもと思ったところ

なんですが、生涯学習、社会教育との関係もあり

ますけれども、市長としてのお考えをお聞かせい

ただきたいと思います。 

○島軒純一議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 理念としては確かにごもっとも

な面があると思っています。しかしながら、現実

的な対応としてはやむを得ないものと考えたとこ

ろです。 

○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） 大変残念です。 

  中小業者の支援ということですけれども、高崎

市の例を申し上げましたが、市の事業者から要望

などを伺って今後検討してみるということなんで

すが、高崎市の事業ですけれども、紹介しました

が、産業部長としてはどういうふうにこの事業を

捉えていらっしゃるのか、お伺いいたします。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 議員仰せのとおり、群馬県

高崎市の商店リフォーム助成事業につきましては

大変有効な事業であるなと思っておりますが、た

だ事業者意識、企業意識、これが一番重要な課題

であるわけでございますので、その状況を的確に

把握した上で、本当にできるのかも含めまして検

討すべき課題であるということで、研究していか

なければならないというふうな気持ちでおるとこ
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ろでございます。 

○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） 有効ではないかという

ふうに評価されているわけですね。事業者のほう

から要望があるかどうかとか、この事業とほかに

もお伺いするということなんですけれども、でき

るだけそれを早く実施していただきたいと思うん

です。もう来年の４月に消費税増税が決まってい

るわけですよね。事業者の方の経営がますます大

変になる中でこういう事業を実施するということ

ではなくて、できるだけ悪化しない前に早くから

実施するということが事業実施の効果も上がるの

ではないかと思いますので、要望を聞く、あるい

は調査というようなことに余り時間をかけずにや

っていただきたいなと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 十分その点は承知しており

まして、私どもも一つの課題としてテーマとして

内部で検討しているところでございますので、議

員仰せのとおり、前向きに研究してまいりたいと

思っておるところでございます。 

○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） では、よろしくお願い

いたします。 

  森林関係のほうなんですけれども、現状のこと

から考えて２つのことが今重要かなと私としては

思っているところです。一つは、米沢地方森林組

合がペレット製造事業について構想段階であると

いうことなんですが検討しておられるということ

なんですけれども、この事業の実施を実現させる

ということです。もう一つについては、間伐材の

収集体制の確立ということだと思っているところ

なんです。ペレット製造の工場の設置の場所、こ

こで現在とどまっているということですので、で

きるだけ米沢市が２市２町の中でも森林が一番多

いのではないかと思いますので、米沢市に設置で

きるように、ぜひ協力、相談をしていただきたい

なと思っています。 

  間伐材などの収集体制の確立ということなんで

すけれども、これについては西川町の例などにつ

いて研究していくということですので、ぜひこの

辺も早目に検討していっていただきたいなと思っ

ています。 

  お伺いしたいのは、需要のほうなんですが、需

要の拡大ということでは各家庭、事業所等でペレ

ットストーブやボイラーなどを使っていただくと

いうことが必要だと思うんです。米沢市として、

ペレットストーブ等の設置の補助について検討し

ていくという答弁だったと思いますが、これを実

施していきたいので検討しているということでよ

ろしいんでしょうか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 第５期実施計画の見直しの

中でも我々としてはテーマとして上げております

が、ペレットストーブの普及については十二分有

効な策として捉えておる中で、具体的にどの程度

の予算をもって対応していくのかについて検討し

ている段階でございますので、今後、来年度に向

けても検討してまいりたいと考えております。 

○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） 来年度から実施できる

ように要望していくというようなことではないの

でしょうか。来年度検討して実施するかどうかと

いうことなんでしょうか。それでは非常に残念だ

なと思います。ペレットの使用ということ、チッ

プボイラーなどもあるんですけれども、ペレット

というふうにまとめさせていただくと、非常に使

用等が広がってもきているし、周知も広がってき

ているのではないかなと思います。ですので、ぜ

ひ米沢市としても県にあわせて補助事業を実施し

ていただいて、需要拡大をしていくというふうに

していただきたいなと思います。そうすることで

森林の循環ということも進むのではないかと思い

ますので、前向きの検討をよろしくお願いいたし

ます。 
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○島軒純一議長 以上で９番白根澤澄子議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時００分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１０時１０分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、米沢八幡原中核工業団地について外２点、

10番佐藤忠次議員。 

  〔１０番佐藤忠次議員登壇〕（拍手） 

○１０番（佐藤忠次議員） おはようございます。

自民クラブの佐藤忠次です。 

  まず最初に、前参議院議員の渡辺孝男先生がこ

のたび市立病院の院長の要職をお引き受けくださ

いまして、本当にありがとうございます。市立病

院の建てかえ事業に大いに御期待を申し上げたい

と思っております。 

  それでは、質問に入ります。 

  八幡原工業団地ができてから半世紀を経過しよ

うとしています。国の中小企業基盤整備機構の見

直しを受けて、このたび米沢市が未販売地を一括

して買い入れを決めたことは、今後の市の発展に

大変よかったと思っております。この団地は、約

50年前、故田中角栄首相の日本列島改造論の政策

として第１号の指定を受けたと聞いております。

当時の建設大臣は米沢出身の木村武雄先生でした。

当時の市長は故吉池慶太郎氏だったと思います。

いかに国と地方の連携が強かったかがうかがわれ

ます。 

  それでは、質問に移ります。八幡原工業団地に

ついてです。未造成地の今後の取り扱いについて

です。この地は平成６年に地域整備公団より市に

移管されております。また、公団に買収される前

は木和田部落の共有地であり、山林の一部は学校

林として松の植栽や管理をしてまいりました。山

林は民地もあり、我が家の所有地もありました。

当時を知っている方々は大分少なくなりましたが、

この地の開発を待ち望んでいる人はまだたくさん

おられます。 

  平成７年、私が初めて議員にさせていただき初

めての質問が、この地の開発でした。造成するに

はまず道路建設が最初と思い、当初計画の道路新

設を訴えましたが、前市長には、いつ誘致できる

かわからない企業のために市単独の予算は使えな

いと全く冷たい答弁でした。その後、前市長が全

信頼をもって誘致した三菱マテリアル、現在はサ

ムコと変わりましたが、この会社は広大な敷地と

水と電力を求めて佐賀県伊万里市に分工場を設立

されました。この未造成地が開発されておれば、

とめることもできたのだと思います。非常に残念

でした。 

  ２回目の質問は、チェルノブイリ原発事故の恐

ろしさや、新潟から仙台への天然ガスの配管が終

了し六郷地区に分岐点がつくられましたので、天

然ガスによる火力発電所と冷却水の蒸気を利用し

た冬期間の農家のハウス栽培を訴えましたが、誰

も賛同してくれませんでした。 

  ３回目の質問は、悪臭問題が浮上したころです。

悪臭を出さない畜産工場を誘致しようとしました

が、この件は地元からも反対があり、頓挫しまし

た。工業団地には下水道が完備されておるので、

汚水は下水道へというのが私の発想です。工業専

用地域でも、においや下水の基準値をクリアすれ

ば、畜舎建設も可能ではないでしょうか。 

  15年ほど前、私は東大の科学技術研究所に勤務

されており定年後は万世の山奥に奥さんと２人で

隠遁生活をされておった故深谷敏雄博士の師事を

受けたことがあります。当時、博士のおっしゃる

ことは夢物語のように聞いておりましたが、今、

海洋都市計画や自動車の自動運転機能の開発、ま

た太陽光による自然エネルギーの開発などが実現

しようとしております。東日本大震災以来、私は
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原発の恐ろしさが身にしみてわかってまいりまし

た。政府は原発の時代に終止符を打ち、自然エネ

ルギーによる開発をすべきと思います。今国では

減反政策を取りやめようとしていますが、国が管

理しなければ山間地の農地はますます荒廃するで

しょう。山間部の農家の減反地にメガソーラーを

設置することによって、管理料を農家に支払い、

そうすることによって農地を手放すこともなく、

原発も廃止できるし、農家も維持できるのではな

いでしょうか。 

  まずは、この未造成地にメガソーラーを米沢市

が設置したらどうだろうか、御検討ください。 

  ２つ目、緑地と民地の境界整備は万全でしょう

か、お伺いします。当団地は、環境に配慮して緑

地を十分に残しているのが特徴です。民地を未買

収のまま緑地の網をかけておるところがあります。

今後の管理はどのようになさいますか、お伺いし

ます。 

  ３つ目、市が購買した土地の用途変更と販売方

針についてお伺いします。当団地の今回分譲区画

は９区画が予定されておるようです。全ての区画

を工業専用用地として販売なされるのでしょうか。

大きい区画については分筆販売などもあり得るの

でしょうか、お伺いします。 

  米沢市として今やらなければならない大きな事

業がたくさんあります。市立病院の建てかえなど

も早急に決めなければならない事項ではないでし

ょうか。新しく建てかえするには何ヘクタールの

敷地が必要かはわかりませんが、工業団地にはヘ

リポートも完備されています。また、前参議院議

員、このたび病院長に就任なされた渡辺孝男先生

はドクターヘリ就航には大変御尽力をなされたと

聞いております。今回の物件には３ヘクタール以

上が２件あります。Ａ－１－４、６ヘクタール、

Ｆ－５は3.4ヘクタール、場所は米沢駅東口より約

３キロ、道路は４車線、上下水道は完備です。当

団地を工業専用地域から準工業地域に用途変更は

できないものでしょうか、お伺いします。 

  また、病院の建てかえ計画がはっきり決まるま

で、この物件の売買を保留できないものか、お伺

いします。 

  参考に申し上げます。八幡原工業団地と一緒に

１号指定を受けた京都府福知山市では、10年ぐら

い前に斎場と葬儀場を工業団地の中央に建設され

ておりました。 

  質問をかえます。オフィス・アルカディアにつ

いてお伺いします。 

  この団地は、市長も特別な思い入れがあると思

います。準工業地域に指定されておりますが、最

初の目的は研究所や事務所の誘致でした。安部市

長が初めて就任されたとき前市長からの引き継ぎ

で、ある病院が浮上してきましたが、安部市長が

かたくなに断ったことを覚えております。最初の

誘致から目的外を入れることに抵抗を感じられた

のだと思います。あれから数年、山大工学部の城

戸教授のおかげで、この団地にも有機エレクトロ

ニクス関係の研究機関、イノベーションセンター

がことしの４月に立ち上がりました。間もなくリ

チウム電池の研究所が完成するでしょう。 

  お伺いします。団地の西側を山大工学部を主に

したサイエンスパークに指定できないものでしょ

うか、お聞きします。 

  ２番目、新しい事業を立ち上げるには初期投資

が大変です。土地または建物の賃貸計画は考えて

おられますか、お伺いします。 

  ３つ目、市民バスの乗り入れと物販店の開設で

す。当団地には通勤者は自家用車が大半かと思い

ます。しかし、山大工学部とイノベーションセン

ターは外来者が多いと思われます。市民バスの乗

り入れなどのお考えはあるのでしょうか。また、

集積が高まれば、コンビニなども必要かと思われ

ます。１区画を市で保留する考えはありませんか、

お伺いします。 

  今までの日本の地域振興策は、高速道路のよう

な大規模公共投資を行い、企業を誘致すれば、地

域が活性化するものでした。しかし、高度成長期
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以来繰り返されてきたこのような政策は、今回の

経済危機による工場閉鎖を挙げるまでもなく、地

域経済の持続的発展にはつながりませんでした。

逆に、この失敗から学ぶならば、地域経済の圧倒

的部分を占め地域に根差して再投資を繰り返し、

地域に雇用と所得を生み出す中小企業や農家、協

同組合、ＮＰＯ、そして地方自治体が、量的にも

質的にも地域内で再投資をする力量をつけていく

こと、そのためには地方自治体が系統的に地域に

おける連携体制を強めていくことが何よりも大切

だと思います。この地域内再投資力を高めていく

方策の一つとして注目されるのが、地方自治体に

よる中小企業（地域経済）振興基本条例です。 

  一つ、山形県でも去年、山形県中小企業振興条

例が制定されております。県の条例と米沢市のか

かわりはどのようになっておりますか、お伺いし

ます。 

  かつて米沢市の工業出荷高は東北でも第３位に

なったことがありましたが、大手企業の工場閉鎖

などが重なり、現在どの位置にあるかは第２質問

でお聞きしますが、行政で支援できることは何だ

ろうか。まず、中小企業振興条例の制定が先決だ

と思います。今、全国で市区町レベルで制定され

ている市区町は19の市区町があるようですが、米

沢市独自の条例を設定する考えはありませんか、

お伺いします。 

  企業誘致も大切ですが、地元で頑張っている中

小企業にもっと手厚い支援が必要かと思われます。

まず、今米沢市の中小企業振興の総合ビジョンは

どのように考えておられますか、お伺いします。 

  以上で壇上からの質問は終わりますが、細部に

ついては質問席よりお伺いさせていただきます。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの佐藤忠次議員の御質

問にお答えをいたします。 

  私からは、米沢オフィス・アルカディアについ

てお答えをします。その他につきましては部長よ

りお答えします。 

  まず、オフィス・アルカディアのサイエンスパ

ーク構想についてお答えをします。オフィス・ア

ルカディア西側に山大工学部の研究開発を中心と

する施設の立地を促進し、その集積を目指して今

後の企業誘致を進めていきたいと考えております。 

  先日、山大工学部と市の関係者総勢20名ほどが

鶴岡市先端研究産業支援センターを視察してまい

りました。慶應義塾大学先端生命科学研究所バイ

オラボ棟と隣接する施設は満室で、そこから立ち

上がったベンチャー企業が大手企業とのパイロッ

トプラントをつくり、世界的な企業にまで成長し

ようとしている事例を目の当たりにしてきたとの

ことであります。 

  私も数年前、石川県羽昨市の石川ソフトリサー

チパークを視察し、団地の約半分が地元金沢工業

大学の先端研究所で埋まっているのを見てまいり

ました。 

  このような先進事例を考えますと、本市として

も山大工学部を初めとする関係機関とさまざまな

形で連携すればサイエンスパーク構想も実現の可

能性は十分あると思いますので、勉強会を重ねな

がら検討していきたいと思っております。 

  次に、土地または建物の賃貸借の計画について

ですが、土地に関しましては、このたびの産業用

地の取得に伴い、新たに米沢市産業用地賃貸借制

度、仮称でありますが、を設ける予定をしており

ます。適用は、市外から新規に立地される企業の

うち市が両団地に誘導しようとする業種に限って

おります。オフィス・アルカディアの場合は、企

業立地促進法に基づく基本計画における指定集積

業種または研究開発機能を新たに立地する企業と

いうことになりますが、固定資産をふやさないと

いう企業や初期投資の軽減を図る企業が多くなっ

ていることから、土地分譲価格の２％相当額を年

額にする賃貸借制度を新たに設定する予定をして

おります。 

  なお、市が賃貸借を目的とした工場やオフィス
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等の建設をすることについては、現段階では考え

ておりません。しかしながら、オフィス・アルカ

ディアにおいては有機エレクトロニクスイノベー

ションセンターが稼働し、蓄電デバイス開発研究

センターが建設中でありますので、これらのこと

を考えますと、今後の状況に伴い必要に応じて需

要を調査するなど、山大工学部との勉強会におい

ての検討課題としておきたいと考えております。 

  続いて、山大工学部とオフィス・アルカディア

を結ぶ市民バスの運行についてでありますが、先

ほど述べましたように、石川ソフトリサーチパー

クにおきましては金沢工業大学の第２キャンパス

のようになっておりましたので、本部キャンパス

と石川ソフトリサーチパークの間、車で15分ぐら

いの距離でありますが、シャトルバスが出ており

ました。そのようなことを考えますと、オフィス・

アルカディアの進展状況によって、市民バスとは

また別な形になると思いますが、そのようなバス

の運行ということも考えていかなくてはならない

と思っております。 

  最後に、コンビニエンスストアなどの小規模小

売店の必要性についてですが、オフィス・アルカ

ディア内に山大工学部の有機エレクトロニクスイ

ノベーションセンター、蓄電デバイス開発研究セ

ンター、そしてそのほか企業も集積をするように

なってきますと、団地内に勤務する研究者や従業

員が当然ふえてまいります。その結果、利便施設

の需要が高まってくることが予想されますので、

いずれ時期が来た時には、そのような施設が必要

になってまいりますので、場所とともに検討しな

ければならない課題と考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

  〔夛田美佐雄産業部長登壇〕 

○夛田美佐雄産業部長 私からは、１番の米沢八幡

原中核工業団地についてのうち、（１）未造成地

の取り扱いと（３）の用途変更と販売方針、３番

の中小企業振興条例についての御質問についてお

答えします。 

  初めに、米沢八幡原中核工業団地北側の未造成

地についてでありますが、この区域は湿地帯であ

り、地盤が非常に軟弱であるため、現地に向かう

ためのアクセス道路としてトンネルも必要となり、

整備するには膨大な費用がかかることなどから、

当時の地域振興整備公団は造成を断念し、緩衝緑

地とすることで市に移管した経過がございます。

したがって、メガソーラーなどを設置するにして

も、御指摘の未造成地を整備するに当たってはア

クセス道路を初め膨大な費用がかかることなどか

ら、現時点では緩衝緑地としての利用以外は考え

ていないところであります。 

  次に、米沢八幡原中核工業団地の未分譲の９区

画について用途変更及び分筆販売の予定について

でありますが、米沢八幡原中核工業団地は都市計

画法の用途指定で工業専用地域と準工業地域があ

るわけですが、団地造成に際して、周囲が緑地に

囲まれた工業専用地域、住宅地等に隣接する区域

を準工業地域として整備されたもので、これまで

の分譲はその用途制限を基準に製造業を中心とす

る工場を誘致してきたところであります。 

  このたび、市が未分譲地を取得することに伴い

助成金制度や優遇措置、賃貸借制度などを新たに

設け、企業誘致を推進するための施策を検討して

おり、今後の誘致につきまして、団地造成により

整備された用途地域に基づいて新たな企業誘致方

針に定める誘導業種を中心に企業誘致に努めてま

いります。立地しようとする企業が希望する面積

に応じて、それに見合った未分譲地を紹介するこ

とを原則として、用途を変更しての分譲や分筆の

分譲は、現時点では考えていないところでありま

す。 

  次に、中小企業振興条例についてでありますが、

御存じのとおり、昨年12月に山形県では中小企業

振興条例を制定しました。その冒頭には、中小企

業が果たしてきた役割や重要性、また中小企業が

置かれている厳しい経営環境などを踏まえて、経
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済的、社会的環境の変化に対応して中小企業の振

興に関する施策を総合的に推進する必要を明示し

ております。その上で、中小企業振興についての

基本理念を定め、県の責務を明らかにするととも

に施策の基本事項を定める内容となっております。 

  市のかかわりとしましては、条例の第３条にお

いて、市町村は県、中小企業者、中小企業団体、

金融機関等、中小企業の振興にかかわる全てのも

のとともにその基本理念を共有し、中小企業の振

興を図っていくことが求められております。本市

といたしましても、本市の事業者の９割を超える

中小企業の振興のため、さまざまな施策を企画立

案し、中小企業が経済の社会的環境の変化に応じ

て経営の向上が図られるように、必要に応じて情

報の提供や経費の助成を行い、中小企業の振興を

実効あるものに推進していかなければならないと

考えておるところでございます。 

  次に、独自の条例の必要性についてであります

が、中小企業の振興を図る上で中小企業振興条例

の制定は大変意義があるものと考えておりますが、

制定に当たってはさまざまな方の意見をお伺いし

ながら制定すべきものと考えておるところでござ

います。 

  なお、県内では山形市が昭和59年に制定し、平

成19年に全面改正をしております。また、尾花沢

市が平成13年に制定しており、その他の10市は制

定の予定がない状況でございます。この２市の条

例は県の条例と異なり中小企業支援策を定めた内

容となっており、こうした施策型の条例と県のよ

うな理念型の条例それぞれの特徴やメリット・デ

メリットを含め、中小企業の振興に効果的な条例

のあり方について研究を行ってまいります。 

  また、近隣市町では、ことし３月に飯豊町が中

小企業振興条例を制定しております。町民、企業、

行政が協働するまちづくりを目指しており、本市

においても参考にしながら市民の幸せや将来を考

え、持続的な政策が可能となるよう取り組んでま

いりたいと考えております。 

  次に、本市の中小企業振興に当たってのビジョ

ンについてでありますが、本市には多くの中小企

業がありますが、この中には創業から100年を超え

る、いわゆる老舗企業も多数あります。こうした

企業の多くは、地域のさまざまな資源を有効に活

用し、伝統を守るとともに新たな技術の開発や新

たな分野への挑戦などを行いながら企業が存続し

てきたものと思っております。こうした地域に根

差した息の長い持続可能な企業を育成してまいり

たいと考えております。 

  また一方、本市はものづくりのまちとして発展

する中で、米沢織物関係から情報・電機・電子産

業に基幹産業が転換してきており、産業構造の変

化に対応して企業の転換が図られてきました。さ

らに、現在は山形大学工学部を中心として有機エ

レクトロニクス関連技術の開発が行われており、

新たな地域産業の創出を目指しています。 

  こうした中で、中小企業の振興に当たっては、

企業の自主的な努力と創意工夫を尊重しながら、

企業が環境の変化に対応し持続していくために必

要な多様で優秀な人材の育成やすぐれた技術の活

用の支援などを行うことが基本であると考えてお

ります。こうした施策により、企業が体質を強化

し、自主性と創造性を最大限発揮することができ

る環境を整備してまいりたいと考えております。 

  また、地域内の企業の連携の強化が中小企業の

振興において大変重要であると考えており、情報

交換や相互補完によって地域内経済の循環を図る

とともに、販路の開拓や技術の融合による新たな

分野への挑戦を支援するなど、地域が一体となっ

た企業活動の範囲の拡大を目指してまいりたいと

考えております。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 加藤建設部長。 

  〔加藤吉宏建設部長登壇〕 

○加藤吉宏建設部長 私からは、米沢八幡原工業団

地についてのうち、緑地と民地の境界整備につい

てお答えいたします。 
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  八幡原緑地につきましては、自然環境の保全や、

主に工業専用地域と周辺との大気汚染、騒音、振

動、悪臭などの影響を緩和することを目的とした

緩衝緑地として位置づけておりますが、議員仰せ

のとおり、現在、未買収の場所で緑地に用途指定

しているところも多くある現状でございます。 

  この未買収の緑地は、当時の地域振興整備公団

が地権者とのさまざまな事情から計画どおり買収

できなかった部分であります。本市におきまして

も、現段階では具体的な買収の計画はないところ

でございますので、八幡原緑地を全体的にどのよ

うにすべきかも含めて今後検討してまいりたいと

考えております。 

  また、市有地も含めた緑地の管理についてであ

りますが、特に松枯れにつきましては、平成21年

から平成23年にかけて、当時の緊急雇用創出事業

によりまして民地につきましても所有者の承諾を

得ながら全面的に松枯れの伐倒処理を行ったとこ

ろでございます。今後につきましても、引き続き

倒木や枯損木の処理など、所有者の方とも相談を

しながら適切に管理をしてまいりたいと考えてお

ります。 

  私から以上でございます。 

○島軒純一議長 佐藤忠次議員。 

○１０番（佐藤忠次議員） １回目の答弁、ありが

とうございました。 

  今悪臭問題でやり玉に上がっているＭ養豚場で

すか、ことし飼育頭数を3,000頭ほど減頭されたと

聞いております。しかし、まだ解決には至ってい

ないようでございます。市ではどのような指導を

なされておるのかお伺いしますが、悪臭の原因は

汚物の処理だと思います。八幡原工業団地には下

水道が完備しております。悪臭ゼロとはいかなく

ても、許容範囲であるならば団地内に誘致しては

いかがなものでしょうか、お伺いします。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 悪臭問題については、やは

り悪臭とその周辺における影響の課題があり、大

変難しい問題があるのかなと思っておりまして、

八幡原中核工業団地内に移転とか畜舎の設置とか

という問題でございますが、工業団地は今まで先

端産業を中心としてきた製造業51社が現在操業し

ております。製造品出荷額が県内随一の工業団地

でもありますので、企業に対する影響、先端産業

を中心とする工業団地で操業している企業に対す

る影響とかイメージが著しく阻害されることなど、

畜産業等の農林水産業は米沢八幡原中核工業団地

にはなじまないのかなと考えておって、畜舎の立

地等については考えていないというふうに思って

いるところでございます。 

○島軒純一議長 佐藤忠次議員。 

○１０番（佐藤忠次議員） 今返答なかったんです

が、それでは悪臭問題の解決策として農林課から

は何かその代替地というか、現状として何か考え

はあるんでしょうか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 農林課としましては、移転

を考えながら検討しておるところでございますが、

数候補地を今検討しておるところでございますが、

一番は事業者自体の考え方、そして米沢市がどれ

だけ移転に関しての支援ができるかどうか、そう

いったものも含めまして、双方と話し合いながら

検討している段階でございます。 

○島軒純一議長 佐藤忠次議員。 

○１０番（佐藤忠次議員） 今八幡原工業団地は準

工業地域となっておるんですが、畜舎などは建て

ることはできないんですか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 八幡原中核工業団地につき

ましては２種類の用途地域がございまして、工業

専用地域と準工業地域、この２つがございます。

八幡原中核工業団地の中の専用地域については建

てられないというふうに考えておるところでござ

います。工業専用地域内には建てられないという

ふうに考えております。 

○島軒純一議長 佐藤忠次議員。 
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○１０番（佐藤忠次議員） 今私の手元にある資料

によりますと、畜舎など15平米を超えるものにつ

いては工業専用地域にも可能となっておりますよ。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 考えている規模にもよりま

すが、15平米以上の畜舎については、15平米以上

のものについては建てられないと考えております。 

○島軒純一議長 佐藤忠次議員。 

○１０番（佐藤忠次議員） それは反対ですよ。畜

舎15平米を超えるものについては、準工業団地と

かそういうところではだめなんだけれども、工業

専用地域では可能ですよ。 

  そんなこともありまして、いいんですけれども、

畜産だって、養豚業だって、本当に一つの大きな

企業です。まして、今あるＭ養豚場なんかは、従

業員が十五、六名おるんですか。そして、それに

関係する家族たちを含めれば、50名以上の家庭と

いうか、経済を及ぼしております。そんなことも

ありまして、ぜひこの養豚場については、是が非

でも工業団地内で、できる範囲で応援してやるこ

とによって、この企業も伸びると思います。養豚

業だから山奥にあるということは、これまた従業

員が通うにしても大変だし、除雪とかいろいろな

面を考えれば非常に経費がかかります。そんなこ

とで、これからの産業を山奥にやったり、そして

またしたのでは、どんどん畜産業がしぼんでしま

うと思います。 

  だから、私も振興条例をぜひつくってもらいた

いというのは、そういった意味においても全体で、

何も工業だけでなく、農業もあります。そういっ

たいろいろな面での開発を考えてもらいたいとい

うようなことを兼ねて、私はあの振興条例を言っ

ているわけでございます。まず、それはいいとし

て、では次に移ります。 

○島軒純一議長 佐藤忠次議員、ちょっとお待ちく

ださい。 

  当局、数字の捉え方かな。夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 ただいまの答弁について御

訂正させていただきたいと思います。八幡原中核

工業団地の準工業地域及び工業専用地域について

は、畜舎については15平米以上は建てられるとい

うふうになっております。私の認識不足で大変申

しわけございませんでした。訂正させていただき

たいと思います。 

  ただ、政策的に畜舎を設置するにはなじまない

のかなというふうに思っているとお話しさせてい

ただきたいと思います。 

○島軒純一議長 佐藤忠次議員。 

○１０番（佐藤忠次議員） いや、そんなことです

ので、工業団地内にも建てられるんだということ

だったならば、ぜひ前向きに考えられたほうがい

いと思いますので、よろしく御検討を願いたいと

思います。 

  それでは、次に移ります。かつて八幡原工業団

地より流れ出た雨水により、近隣の養魚池のコイ

や雑魚というか魚が死滅した事故が２回ほどあり

ました。それ以来、近隣の私の近くの上竹井とか

木和田部落などで今も週１回の団地内の見回りを

しています。もちろん市からの助成もいただいて

おりますが。私も月に１回ぐらい行っております

が、巡回してとにかく目につくのは操業を停止し

ている会社です。それで、当団地ではどの程度の

閉鎖している会社があったり、今どのような現況

か、それをちょっとお聞きしたいと思います。 

  固有名詞を出してはいかがかと思いますが、立

て看板もありますのであえてお伺いしますが、ミ

リケン・ジャパンですか、この会社は今、看板で

は売りに出されておるようですが、どのような現

況になっているのかお聞きしたいと思います。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 八幡原中核工業団地の状況

でございますが、閉鎖した企業がこれまでに７社

ほどありますので、固有名詞は避けさせていただ

きますが、７社ほどあるというふうに考えており

ます。 

○島軒純一議長 固有名詞が出ていたけれども、質
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問。 

  では、お続けください。佐藤忠次議員。 

○１０番（佐藤忠次議員） それでは、７社も、そ

のミリケン・ジャパンもこれに含まれているとい

うことですね。はい、いいでしょう。 

  それでは、時間もないので次に移ります。今米

沢市では企業誘致報奨金制度を考えておりますが、

発想は大変いいことだと思います。しかし、情報

提供者が宅地建物取引業者に限定しているのはい

かがなものでしょうか。お伺いします。 

  また、報奨金制度を設けている自治体の実態な

ど、わかったらお願いしたいと思います。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 報奨金制度については、不

動産業者を限定して取り扱うことが一番効果があ

るものと考えております。これからも企業あっせ

ん等についてもいろいろな情報を仕入れるために、

立地センター等のアクセスも必要であるとも思っ

ておりますので、いろいろな切り口から検討して

まいりたいと考えております。 

  他自治体については、今手持ち資料がございま

せんので、御了承をお願いしたいと思います。 

○島軒純一議長 佐藤忠次議員。 

○１０番（佐藤忠次議員） 山形新聞にはこう書か

れていますよ。報奨金制度を設けている、東北で

は会津若松市のみと書かれておりますが、全国で

は10程度の自治体が導入されていると。実際に報

奨金が支払われたケースは１件しかないというこ

とで、なかなか。だけど全国だから、これまたし

ようがないとは思いますが、ぜひ米沢の報奨金制

度は１件ばかりでなく何件もあってほしいものだ

と思っております。 

  それでは、次に移ります。産学官ネットワーク

ですか、米沢新産業創出協議会の事業として、ド

イツザクセン州のザクセン有機エレクトロニクス

協議会とビジネス交流や市場拡大に向けた覚書を

交わされたようです。米沢市として今後どのよう

な支援を考えておられるのかお聞きしますが、ま

た今はグローバル社会です。米沢市としてもザク

セン州との交流を深めるため友好都市の提携など

のお考えはありませんか、お伺いします。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 ドイツのザクセン州との覚

書協定についてでございますが、これは産業振興

を図っていく上で必要なことであると考えており

まして、そのための交流振興をさらに深めるため

の施策については現時点では考えていないところ

でございます。 

○島軒純一議長 姉妹都市、いいですか。佐藤忠次

議員。 

○１０番（佐藤忠次議員） 海外との友好都市です

か、アメリカのモーゼスレイク市との交流が今も

深まっているわけでありますが、ぜひ、こういう

時代ですので、ドイツというか、エレクトロニク

ス関係のザクセン州との友好提携などもぜひ考え

ていただきたいと思っております。 

  それから、次に移ります。中小企業振興条例の

制定に当たっては、市内在住者の新規採用に雇用

奨励金についても１人当たり30万円を支払うとい

うようなことを盛り込まれておりますが、これは

八幡原工業団地とオフィス・アルカディア団地の

みにこだわった考え方でしょうか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 はい、そのとおりでござい

ます。 

○島軒純一議長 佐藤忠次議員。 

○１０番（佐藤忠次議員） やはり中小企業を考え

れば、振興を考えれば、工業団地やオフィス・ア

ルカディアばかりでなく全企業を対象にした考え

方を持っていただきたいと思っております。そん

な意味からも、中小企業振興条例というのは非常

に大切かと思います。とにかく市長なり、市長が

かわれば施策も変わってくる、それを防ぐために

もやはり条例でちゃんとした制定をしておくこと

によって、市長がかわったりしてもそれが持続す

るのではないかと思われますので、ぜひ振興条例
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をつくる計画を進めていただきたいということを

申し上げて、私からの質問を終わります。 

○島軒純一議長 以上で10番佐藤忠次議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時１０分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、誰もが安心して安全に暮らせるまちづく

りについて、５番山田富佐子議員。 

  〔５番山田富佐子議員登壇〕（拍手） 

○５番（山田富佐子議員） 皆さん、こんにちは。

公明クラブ、山田富佐子です。師走に入り、本年

も残すところあと28日となりました。本日はお忙

しい中、傍聴に来ていただきました市民の皆様に

深く感謝申し上げます。 

  最近、米沢市にとって明るいニュースがありま

した。今月15日には米沢市と三重の縁でつながっ

ている愛知県西尾市との友好都市の締結がありま

す。そして、キャロライン・ケネディ駐日大使が

先月27日、東京都内の講演で父ケネディ元大統領

が上杉鷹山を称賛していたとの一言が話題となっ

ております。 

  今から21年前、去る平成４年１月７日付の新聞

に、ケネディ元大統領が最も尊敬した日本人の一

人として上杉鷹山の名前を挙げていることが大き

く取り上げられていました。その記事を読み、米

沢藩９代藩主上杉鷹山の「伝国の辞」と呼ばれる

君主の心得３項目について知り、私は大変感動し

たことを今でも忘れることができません。その新

聞は既に赤茶色に変色していますが、私の宝物と

して額縁に入れて保存しております。 

  キャロライン・ケネディ駐日大使が決定したと

き、17歳の若き年齢で米沢の地に自身の使命を定

め、藩を改革、再興した上杉鷹山の心が脈々と受

け継がれているこの米沢の地に、ぜひ来ていただ

きたいと切に希望しておりました。先日、新聞、

テレビでも安部市長が招聘に意欲的であることを

聞き、大変うれしく思い、私もぜひ実現に向けて

積極的に推進していただきたいと考えております。 

  例えば、３月着物議会に合わせてキャロライン

駐日大使にも米織を着ていただき講演をしていた

だくなど、米織のＰＲなどにもつながると思いま

すが、どうぞ御検討をお願いしたいと思います。 

  それでは、質問に入ります。誰もが安心して安

全に暮らせるまちづくり、３点について質問をい

たします。 

  本市は、特別豪雪地帯に指定されております。

３年続きの大雪で、連日、雪との戦いでした。「こ

としは雪が少ないといいね」「雪要らねなあ」「カ

マキリの巣、高いところにつくっているから大雪

だな」などと誰もが挨拶がわりに開口一番に話を

されています。 

  １、高齢者等除雪援助員派遣事業についてお伺

いいたします。この事業は、単身及び夫婦のみ世

帯の高齢者に対し、冬期間においても支障なく自

立した生活が営めるよう除雪援助員を派遣する事

業です。公道から玄関先までの通路の除雪を12月

１日から３月31日までの期間において最高10回ま

で利用できる派遣事業です。利用者の負担金は、

手作業の場合、１回270円です。しかし、３日も４

日も降り続けることがあり、除雪も１日１回では

間に合わないことは誰しもが経験しているところ

です。４カ月間で最高10回の回数は、本市米沢に

とって少ないと考えます。ぜひ回数をふやすこと

を要望いたしますが、本市の考えをお伺いいたし

ます。 

  次に、昨年のこの除雪援助員派遣事業登録者339

人中、訪問介護、訪問看護など介護サービスを受

けている高齢者の人数についてお伺いいたします。 

  2012年４月から始まった24時間地域巡回型サー
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ビスは、介護が必要な高齢者の自宅での生活を支

えるため、また病院などの施設から在宅への移行

を促し、住みなれた地域で暮らし続けられるよう

にするための介護政策の大きな柱です。24時間地

域巡回型サービスを利用できる施設は、本年９月

末時点で全国1,580の市町村のうち10.5％、166自

治体にすぎません。人口密度の高い、また雪の心

配がない地域では可能ですが、雪国米沢では大変

厳しく、私も訪問看護師をしていましたので、そ

の苦労は十分理解できます。夜間の呼び出し対応

では、雪の中をこざいてでも１分１秒でも早く利

用者宅へ訪問しなければ命の危険のおそれもあり

ます。病状の急変、ベッドからの転落、床ずれを

防ぐため時間ごとに体位をかえたり、水分補給、

定期的な排せつの介助、点滴管理や飲み薬の確認、

鎮痛剤、麻薬管理など、時間との戦いでもありま

す。ぜひ、訪問介護や訪問看護のサービスを受け

ている世帯の除雪派遣回数を特例で10回から段階

的にふやすことを強く要望しますが、本市の考え

についてお伺いいたします。 

  次に、高齢者雪下ろし助成事業についてお伺い

いたします。この制度は、自力で雪おろしができ

ない高齢者に対し、12月から３月までの間、年３

回、一部地域は４回までとし、雪おろしに要した

費用のうち9,000円を上限として助成金を交付す

る事業です。25年度より、利用者の利便性を図る

ため、また申請手続の簡素化と雪おろし実施者の

確保のため、手続が変更となりました。昨年度は

943人が登録され、延べ1,914回の実績がありまし

た。今回の改正で、近隣住民による雪おろしも助

成対象となりました。今後も、ひとり暮らしや夫

婦のみの世帯がふえていく中で、昔からの「向こ

う三軒両隣」の関係を復活させ、地区の方々が、

自助、共助、公助とはよく耳にしますが、近くの

助け「近助」により地域活動の輪やつながりによ

い影響をもたらすのではないかと考えられ、大変

期待しているところです。 

  しかし、この改正には１つ問題があると考えま

す。アベノミクス効果で景気は回復傾向にあると

言われますが、地方においてはまだまだ実感でき

ていないのが現実ではないでしょうか。まして、

冬は灯油代、電気代など家計の出費がふえ、高齢

者にとっては来年４月から始まる消費税増税につ

いても不安であり、心細い限りだと思います。で

きれば少しでも出費を抑えたいと考えるのは、誰

しもが同じことです。 

  例えば、今まで作業員１人で雪おろしを行った

場合、１回の雪おろしの代金の費用１万5,000円の

うち、助成費の9,000円を差し引いた6,000円の支

払いで済んでいました。しかし、今回の改正では、

１万5,000円全額を支払った後に利用者の口座に

助成費が振り込まれることになりました。２カ月

に１回の年金支給の中で、後で戻るとはいえ、一

旦全額支払うことは大変なことなのではないでし

ょうか。 

  また、市役所で雪おろし助成金を口座に振り込

む制度は、高齢者にとっては勘違いしやすいので

はないでしょうか。「還付金があります、お金を

振り込むので口座番号を教えてください」などと

いう悪質な振り込め詐欺にだまされる可能性があ

るのではないでしょうか。きのうのニュースでは、

振り込め詐欺事件の総被害額は400億円を超えて

います。テレビ、ラジオ、ポスターなどを使い、

だまされないための啓発活動もしていますが、一

向に減りません。逆に、巧妙な手口で年々ふえて

おります。やはり高齢者が戸惑うようなやり方は

避けるべきと考えます。このような、領収書を届

ける、郵送する、一時的に出費が多くなる制度は、

高齢者の立場に立っているとはとても考えにくい

と思います。私にも市民からの問い合わせや意見

等も来ております。このことについてどのように

検討されたのかをお伺いいたします。 

  ３、子供たちが遊ぶことのできる屋内施設の充

実についてお伺いいたします。 

  このことについては、昨年平成24年６月にも質

問をいたしました。米沢は１年の約３分の１近く
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雪に覆われ、雪の楽しみもありますが、寒く暗い

冬は家に閉じこもりがちになり、母子ともにスト

レスが蓄積しやすくなります。実は、私も子育て

中、天気の悪いときや、特に冬は、どこで子供を

遊ばせたらよいのか大変苦労しました。今、市内

には屋内で自由に遊べる場所がないと思います。

東日本大震災で避難されているお母さんから、屋

内で子供を安心して遊ばせるところはどこですか

と問い合わせもたびたびあったとお聞きしました。 

  東根市総合保健福祉施設「さくらんぼタントク

ルセンター」は前回も御紹介いたしましたが、も

う一度話をさせていただきます。東根市の人口は

米沢市の約半分で、４万7,000人です。市全体が「子

育てするなら東根市」のキャッチフレーズのもと、

東根市のシンボル、オオケヤキのモチーフを施設

の中央に配置し、150メートルのスロープは圧巻で

す。幼児から高齢者まで世代を超えた人々が集ま

り、交流する場をつくっております。さらに、本

年は自由にどろんこ遊びができる屋外の公園整備

も行っています。さくらんぼタントクルセンター

は平成17年にオープンし、市外、県外からの来館

者も多く、７年間で入場者の総累計は246万4,698

人です。名前のとおり、「たんと」人が来る施設

に発展しています。平成22年の国勢調査では、県

内35市町村の中で唯一人口がふえ、直近のデータ

では昨年10月から本年10月までの１年間で411人

人口がふえています。 

  本市の児童館、すこやかセンター、子育て支援

センター等の利用状況や検討課題なども含め、現

状をお伺いいたします。 

  まちづくり総合計画は市の計画の中で最上位に

位置する計画であり、まちづくりの目標とそれを

実現するためのものであります。現在、計画の第

４期に当たり、来年度の予算とともにまちづくり

総合計画にも着手しなければならない時期に来て

いるのではないでしょうか。今後のまちづくり総

合計画の中に、子供たちが自由に遊ぶことのでき

る屋内施設の整備を計画に入れることを要望いた

しますが、このことについてどのように考えてい

るかお伺いいたします。 

  次に、子供・女性電話相談の電話直通化につい

てお伺いいたします。 

  平成23年、県の男女共同参画計画が新しくなり、

基本の柱Ⅳ、安心できる生活の確保の政策に、女

性に対するあらゆる暴力の根絶の達成が上げられ

ております。毎年11月12日から25日までの２週間、

女性に対する暴力をなくす運動を実施しておりま

す。地方公共団体、女性団体、そのほか関係団体

との連携・協力のもと意識啓発を行い、女性に対

する暴力をなくす取り組みの一層の強化を図って

います。 

  本市においても、先月18日から１週間、米沢市

役所１階ロビーにおいてパネル展示、リーフレッ

トの配布、また今私が身につけているパープル、

この紫色のリボンブローチを配布し、暴力のない

世界を目指し、理解・支援の輪を広げる活動を行

いました。 

  国や県の計画を参考に、米沢市まちづくり総合

計画や男女共同参画計画を見直しされていますが、

進捗状況についてお伺いいたします。 

  次に、ＤＶ、ドメスティック・バイオレンスと

は、一般的には配偶者や恋人など親密な関係にあ

る人から加えられる暴力をいいます。平成24年４

月、内閣府の男女間における暴力に関するアンケ

ート調査によると、４人に１人は配偶者からの被

害を受けたことがあると返答、そして10人に１人

は何度も被害を受けています。また、被害を受け

た女性の約４割は、家庭内のことをほかの人に言

うのは恥ずかしい、私さえ我慢すればいい、どこ

に相談したらよいかわからないなどの理由で、相

談していないとの返答があります。 

  山形県においても相談件数は年々増加し、過去

３年間、400件を超えております。しかし、被害を

受けた女性の約４割はどこにも相談していないと

の調査から、この数字は氷山の一角にすぎないと

思います。 
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  本市の相談窓口はこども課が担当していますが、

しかしこの電話は直通とはなっておりません。電

話相談される方は勇気を振り絞って、また加害者

に気づかれないようになど、わらにもすがる思い

で電話をかけるわけです。しかし、直通でないた

め、市役所の電話番号に電話をかけ、電話交換手

に電話の相談の内容を話し、こども課相談係につ

ながります。担当相談員が話し中や不在であれば

別の職員もしくは男性職員が電話をとり、そこで

また相談の内容を話すことになります。何回も同

じことを説明しなければならない状況や対応では、

相談する人の立場に立っていないと思います。 

  県内５カ所の相談機関、窓口は全て直通でつな

がりますが、米沢市だけが市役所代表の電話番号

であります。ＤＶ被害の多様化、複雑化する中、

一人一人の状況に応じてきめ細かな切れ目のない

支援や被害者からの相談を迅速に受けることが最

も大切であり、市民の身近な窓口である市町村の

取り組みの充実が求められます。その第一歩とし

て、ぜひ相談窓口の電話の直通化を要望いたしま

すが、返答をお願いいたします。 

  最後に、一言つけ加えたいと思います。セブン

イレブンを業界トップのコンビニに押し上げた鈴

木会長は、サービスについて、「お客様の立場で」

と「お客さまのために」という違いについて、自

分の著書の中でこのように書かれております。こ

れを市民サービスに置きかえると、「市民のため

に」は、行政の立場で市民への思いをめぐらすこ

と。しかし、そこには思い込みや押しつけが生ま

れる。一方、「市民の立場で」とは、市民が何を

求めているか、答えはいつも市民の中にあります。

その答えを見つけ続けることの大切さを語ってお

られました。まさしく、きょう私が指摘及び提案

させていただいたことは、このことに通じるので

はないでしょうか。あくまでも市民が主役である

と思います。誠意ある御返答を期待し、以上、壇

上からの質問を終わります。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの山田富佐子議員の御

質問にお答えをいたします。 

  私からは、子供たちが季節を問わず遊ぶことが

できる屋内施設の充実についてお答えします。そ

の他につきましては部長よりお答えします。 

  雨天時や冬期間の子供の遊び場としては、児童

会館、すこやかセンター、各コミュニティセンタ

ーのプレイルーム、地域子育て支援センターなど

があります。このうち児童会館では、平成24年度

の年間来館者数が８万1,869人、すこやかセンター

のプレイルームでは１万275人の利用となってお

りますが、設置遊具の不足や低年齢児の遊具しか

設置されていないなどの課題を抱えております。

また、児童会館では小学生の使用が中心であるた

め、小さい子供を遊ばせるには危険であるなどの

問題もあります。また、地域子育て支援センター

につきましては、平成13年４月に認可保育所プチ

ハウス内に開設しました「くれよん」を皮切りに、

ことし４月には市内６カ所目となる「つむぎ」が

西部乳児園内に開設されました。現在、その６カ

所全体で400世帯強の登録があり、各施設の特色を

生かした事業を展開しております。地域子育て支

援センターでは、遊びの場の提供のほか育児相談

や育児講座を実施したり、子育て中の保護者に寄

り添った支援を行っております。 

  このような状況の中で多くの親から子供が遊べ

る屋内施設の要望が出ておりますので、現在、町

なかの既存の建物を活用しての設置を検討し始め

たところです。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

  〔菅野智幸健康福祉部長登壇〕 

○菅野智幸健康福祉部長 私からは、誰もが安心し

て安全に暮らせるまちづくりについてのうち、ま

ず高齢者等除雪援助員派遣事業についてお答えい

たします。 

  本市で行っております高齢者等除雪援助員派遣
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事業は、現に居住の用に供する住居の除雪を自力

で行うことが困難な高齢者に対し除雪援助員を派

遣するもので、条件としましては65歳以上の単身

またはそれに準ずる高齢者のみの世帯で、かつ世

帯に属する全ての方の市民税課税額が３万円以下

の世帯を対象としております。 

  御質問いただきました高齢者等除雪援助員派遣

事業の利用者339人の中で訪問介護・訪問看護を利

用していらっしゃる方の人数は、50人となってお

ります。約15％の方が該当者となっている状況で

あります。 

  次に、高齢者等除雪援助員派遣事業を利用して

いる人で、かつ訪問介護・訪問看護を利用してい

る方について、除雪援助員の派遣回数をふやすこ

と、これができないかについてでありますが、こ

の事業の趣旨は、高齢者が冬期間でも自立した生

活が営めるよう支援するための事業であります。

訪問看護・訪問介護事業者の皆様の冬期間の御苦

労は承知しており、医療頻度の高い重度の高齢者

が雪により必要なサービスを受けることができな

いという最悪の事態は避けなければなりません。

そこで、冬期間を含めた駐車場の確保について、

サービス担当者会議などにおいて近隣の空き地や

公共施設を利用するなどの話し合いを持って、サ

ービスを行っていただいております。 

  市としましても、高齢者等除雪援助員派遣事業

を利用されている方につきましては、土木課と連

携をとりながら、除雪の押雪軽減を行っておりま

す。除雪の際に全く雪を置いていかないというわ

けではありませんが、玄関先の雪の量を少なくし

ていただくような配慮を除雪作業実施者に依頼し

ているところであります。 

  また、昨年のように豪雪対策本部が設置された

場合、上限回数を10回から12回にふやしたり、さ

らに一昨年の豪雪の際は上限回数を10回から14回

にふやすなど、降雪の状況に合わせた必要な支援

を今後とも行ってまいりたいと考えております。 

  次に、高齢者等雪下ろし助成事業についてであ

ります。昨年度までの雪下ろし援助員派遣事業の

場合は、雪おろし業者を利用者が事前に登録して

いただく方法で実施しておりました。しかし、昨

年のような豪雪の場合、雪おろしを行う時期が集

中することから、雪おろしを行う業者を御紹介し

ても対応できず苦労したり、利用者が何回も業者

の登録変更手続を行ったり、雪おろしを行うため

に大変な御苦労をおかけした経緯があったところ

であります。そこで、今回の援助員派遣事業から

助成制度への変更により、雪おろし業者を変更し

た場合でも変更手続が不要になったものでありま

す。 

  さらに、公助だけでなく共助という考えから、

これまでできなかった近隣住民の方による雪おろ

しも助成の対象にするなど、利用者が雪おろし作

業を選ぶ上で選択の拡大につながったと考えてい

るところであります。 

  この事業の趣旨は、あくまでも雪おろしなどの

作業に要する費用の全部または一部を助成し、高

齢者世帯等の費用負担を軽減するための助成事業

であります。市が雪おろし援助員を派遣するので

はなく、利用者の方が主体的に雪おろし業者を選

定していただくことができるようにすることで、

より利用しやすい制度になったものと考えており

ます。 

  また、助成事業対象者のほとんどの方は年金受

給者と思われます。助成事業期間中に年金が支給

される日は今年度は12月13日と２月13日の２回あ

りますので、雪おろし作業のお金につきましては

事前に準備していただくようお伝えしているとこ

ろであります。なお、昨年までは雪おろし業者へ

お金を振り込む制度でありましたが、今年度から

は登録していただいた利用者御本人の銀行口座な

どへ振り込む制度になりましたので、入金の事務

処理につきましても速やかに行ってまいりたいと

考えているところです。 

  また、屋根の広い家など高額な雪おろし代金に

なる場合には、利用者と雪おろしを行っていただ
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く業者との話し合いにはなりますが、業者への支

払いを分割払いでも助成金の交付は可能であるこ

ともお話ししているところであります。 

  また、制度の変更による申請登録や請求の手続

の大変さにつきましては、登録申請と助成申請を

同時にしたことにより、申請手続の簡素化につな

がるものと考えているところであります。 

  今回の助成事業は今年度からの事業であり、こ

れからでございますので、今後とも利用者の皆様

の状況をお聞き取りするなどの把握を行いながら、

必要な支援を行ってまいりたいと考えております。 

  次に、子供・女性電話相談の直通電話設置につ

いてであります。ＤＶの具体的な相談対応につき

ましては、健康福祉部こども課で行っております。

現在、電話による御相談は、まず電話交換手が電

話に出て、そこで内線番号や係の名前、用件をお

伝えいただいて、担当につないでおります。この

方法ですと、議員お述べのとおり、相談の担当部

署がわからない方が電話をかけた場合、急いで相

談したいにもかかわらず、このような内容の相談

をしたいのですがなどと電話交換手に伝えてから

担当につないでもらうということもあろうかと思

います。このことは、直通電話を設置して電話交

換手を通さず、すぐ担当の電話につながれば解決

できることでありますので、直通電話でありなが

ら、なおかつ代表電話からもつなぐこともでき、

また内線電話としても使用できるなど従来同様の

利便性も考慮しながら、導入を検討してまいりた

いと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

  〔山口昇一企画調整部長登壇〕 

○山口昇一企画調整部長 私からは、男女共同参画

基本計画の進捗状況についてお答えをさせていた

だきたいと思います。 

  御指摘のように、本市の男女共同参画基本計画

については県の計画を踏まえながら、昨年の12月

に改定をさせていただきました。その中でＤＶ防

止対策について明文化させていただいたという特

徴がございます。この計画に掲載しておりますＤ

Ｖ対策のための施策の内容といたしましては、４

つを掲げております。１つ目は、ＤＶ等に関する

相談窓口の周知と、相談者にスムーズに対応でき

るよう市役所内の連携強化を行っていくことであ

ります。２つ目は、相談担当職員の資質向上のた

めの研修機会の確保。３つ目としては、ＤＶの防

止と被害者保護のための関係機関とのネットワー

ク化。４つ目としては、関係機関、女性団体等と

連携して、あらゆる世代の人に対するＤＶ防止に

ついての普及啓発の強化であります。 

  施策の実施状況でありますが、１点目のＤＶ等

に関する相談窓口の周知については、ポスターの

掲示、パンフレットの窓口での配布、また市役所

庁舎の１階と２階の女性用のトイレでありますが、

ＤＶ相談ナビカードを設置いたしております。市

役所内の連携強化では、庁内の相談窓口のある部

署、秘書広報課、社会福祉課、こども課、高齢福

祉課、環境生活課、商工観光課などが集まり、担

当者会議を開催しながらお互いの情報交換などを

行い、スムーズな相談ができるように連携を図っ

ております。 

  ２点目の相談担当職員の資質向上については、

山形県男女共同参画センターが主催の相談機関実

務者研修会などの研修会に参加することで、その

資質の向上を図っております。 

  ３点目の関係機関とのネットワーク化について

は、置賜地域ＤＶ被害者支援連絡協議会との連携

や関係する各研修会、会議等への参加などによっ

て各団体との連携を密にしながら、問題解決のた

めの速やかな対応ができるように努めております。 

  ４点目の啓発事業につきましては、ポスターの

掲示やパンフレット配布を行うほか、議員からも

御指摘がありましたが、市庁舎１階の市民ホール

において女性団体と共催でＤＶ防止パネル展を開

催しております。さらには、高校生を対象に、三

友堂看護専門学校との連携で、デートＤＶ防止講
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座を開催させていただいております。また、今年

度からになりますが、市内女性団体と連携をしな

がら、本市独自の男女共同参画の啓発リーフレッ

トを今作成しており、年度内の完成を目指してい

るところであります。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） 答弁ありがとうござい

ます。 

  それでは、最初に高齢者の除雪援助員派遣事業

についてお伺いしますが、先ほど部長の返答の中

に、訪問介護とかサービスを受けている世帯とい

うか人数は50人というお話を伺いました。そして、

そのときに自立した生活が在宅で送れるようにと

いう御返答もありましたが、介護サービスとか訪

問看護を受けている人は、なかなか自立できてい

ないがためにヘルパーさんや看護師が派遣されて

行っているわけです。そして、先ほども言いまし

たように、緊急呼び出し等では本当に命にも危険

の及ぶような事態もあるわけです。そういうとき

に駐車場の確保、また押雪軽減も大切ですが、市

内の中心ならいいんですが、少し一歩市街から離

れると、公道から玄関先までかなり遠い場所もあ

って、ヘルパーさんからも本当に大変なんだと。

雪をかき分けて行かないと大変なんだなんていう

話も。それが、例えばお家の方がいらっしゃれば

何も問題はないんです。高齢者だけの世帯だから

こそヘルパーや看護師が行かなくてはならない、

そういう状況の中で、在宅で、住みなれた場所に

住み続けるというのは本当に大変なことなんです。 

  あるケアマネジャーさん、またヘルパーさんに

も伺ったところ、最近は冬期間だけ施設に入所す

ることもあると言うんです。そうしたら、全然こ

れは本末転倒ではないですか。在宅で住みなれた

場所で住み続けられるようになどと建て前では言

っていても、全然そうではない。こういう状況を

少しでも解決したい。また、お年寄りの方は、住

む場所が変わったりすると認知症がすごく進むこ

とがあるんです。そういうことを考えると、元気

で暮らすためには、自宅で少しでも住み続けられ

るようにするために、例えば10回の回数のところ

を特例で10回からその部分だけ20回にするとか、

そういうことを私は強く要望しているわけでして、

ぜひそこのところを酌み取っていただいて、再度

御返答をお願いしたいと思います。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 除雪につきましては、先

ほども申し上げましたとおり、やはり高齢の方が

自立した生活を送られるようにというところがま

ず目的になってございます。議員お述べのとおり、

実際介護を必要とされている方もいらっしゃると

いうことではございますけれども、その中でも、

先ほど壇上での答弁でも申し上げましたように、

まずはそういうケアマネジャーをしていただく方

皆様方で、そういった車の駐車場の確保というと

ころでも連携を図っていらっしゃるということも

ございます。 

  それと、10回という回数でございますけれども、

雪の降り方という状況もあるかと思います。現実

には10回という回数を設定しておりますが、通常

ですと、この回数を全部使っていらっしゃるとい

うお宅もございません。ですから、その辺の状況、

もうちょっと研究させていただいて、こちらのほ

うは対応させていただきたいと思うところであり

ます。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） ありがとうございます。 

  私は、今部長おっしゃったように、10回全部丸々

使っていないところもあるというのであれば、介

護サービスを受けている人たちに例えば10回を12

回にするとか、段階的でいいんです。10回から100

回にしろなんて私は何も言っておりません。段階

的に派遣回数をふやしていただければなと思うと

ころですが。部長、10回というのは、どこから出

た根拠なんですか。ちょっとそこを教えていただ

きたいと思います。 
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○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 恐れ入ります、この10回

につきましては、これに至った経過が手持ちの資

料にございませんので、今ここで御答弁はできな

い状況です。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） わかりました。それで

は、後で御返答いただきたいと思います。 

  もう一つ、先ほど私は雪おろしの助成事業につ

いて、高齢者が一時的に全額支払うことの負担と

か、あと詐欺事件の被害に遭うおそれなどをお話

ししました。それで、例えば、雪おろしの日当代

というのは平均１万5,000円くらいなんだそうで

すけれども、大きな広いお家であれば２人で作業

するとなれば３万円なわけですよね。そうすると、

前は３万円から9,000円引いた２万1,000円を支払

えばよかったのが今度は３万円丸々支払わなけれ

ばならないんです。12月と２月の年金支給ではあ

りますけれども。ことしはまだ雪が降らないので

12月は今のところ大丈夫なのかなと思いますが、

この米沢ですから中旬過ぎにどかっと降る可能性

もあるわけですし、お正月も迎えるわけですので、

少しはお正月くらいおいしいものも食べたいなと

思う家庭も皆さんあると思います。そう考えると

きに、３万円支払うのと２万1,000円支払うのでは

全然違うのではないかなと思います。高齢者だけ

でなく私自身も、もしそうなったときには、すご

くつらい思いをする、寂しい思いをするんじゃな

いかなと思うところですが。やはりそういうとこ

ろを私は言いたいのであって。 

  例えば、口座振替になるとおっしゃいましたけ

れども、領収書を市のほうに届けて、どれくらい

の日数で9,000円は振り込まれるわけですか。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 通常ですと２週間なり３

週間なりの時間は要するのかなと。会計処理もご

ざいますので、通常の業務ですと、そのような時

間は必要になるかと思います。 

  ただ、議員お述べのとおり、確かに支払う額、

利用者の側から見て支払う料金の増加というとこ

ろがかかわってきますので、先ほども申し上げま

したとおり、極力早いペースでこちらのほうは、

それぞれの利用者の方への口座振り込みをできる

ように事務の改善などを図っていきたいと思いま

す。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） わかりました。まずは

今回改正されたということですので、今冬の使用

回数とか、また評価をしていただいて、次年度に

生かしていただければいいかなと考えるところで

す。 

  ただ、私もう一つ懸念していることは、振り込

め詐欺の件については、どのように部長お考えで

すか。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 振り込め詐欺につきまし

ては、先ほど議員もお述べになったとおり、私ど

もがこれから行おうとする雪おろしの振り込みば

かりではないと思います。もちろん、今回の雪お

ろしの振り込みも含めてでありますけれども、そ

ういったものがあるということで、特に今回の雪

おろしで申し込みなされる方に関しましては、議

員お述べのとおり、そういった被害に遭わないよ

うにということで窓口でのお話をすることができ

ますので、直接、御利用の方には注意を申し上げ

るような形で御利用していただきたいと考えてお

ります。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） ありがとうございます。

ぜひよろしくお願いしたいと思います。幾らそう

いうふうにだまされてはいけないと言っていても、

こんなに被害額が出るわけですので、ましてや高

齢者などは還付金があるなんていうと、すぐにね。

お正月も来るしなんて思うと、そういうふうに言

われていても、やっぱり「あれ」なんて思ってし

まうのかなと思いますので、ぜひそこは窓口でも
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御指導をお願いしたいと思います。 

  あと、本市は数々の高齢者の在宅福祉サービス

を本当にきめ細かにやっていらっしゃると思いま

す。先ほど高齢者の除雪援助員派遣事業とか雪下

ろし助成事業などありますけれども、全てにおい

て正確には比較できないとは思いますが、除雪や

雪対策全般に関して、県内の他市の状況などに比

べて米沢市のサービスというのは差があるのでし

ょうか。劣っているのかすぐれているのか、どう

いう状況なのか、ちょっとそこら辺を。米沢だけ

が豪雪地帯ではありませんので、他市の状況など

と比べてどうなっているか、ちょっと教えていた

だきたいと思います。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 他市の状況については、

ちょうど資料がございますので、お答えしたいと

思います。本市、豪雪地帯でございますので、本

市の雪の量に近い置賜地域の状況ということで御

紹介申し上げたいと思います。 

  本市以外の２市５町全ての市町でも、同様の支

援は行っております。共通するのは、65歳以上の

ひとり暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯と

いうことになっております。そのほかの条件とし

ましては、米沢市は市民税課税額が３万円以下の

世帯を対象としておりますけれども、こちらのほ

う、２市５町のうち１市４町では非課税世帯に対

する支援、そのほかの１市２町については世帯収

入の上限を設けているという状況です。具体的に、

ある市では、ホームヘルパーの訪問時のみ駐車ス

ペースの確保を行っているようですけれども、一

般高齢者世帯の除雪の制度は行っていない。雪お

ろしの支援については、１回の限度は6,000円くら

いで、２回まで。また、ある町では、中心部が年

間２万8,000円で、山間部については４万2,000円

を上限に、これは雪おろしと除雪にかかった費用

の全額の支援を行っているようです。 

  このように、ほかにもあるんですけれども、本

市も除雪の場合、例えばお金のほうで御紹介申し

上げますと、除雪に関しましては、仮に全部使っ

ていただいたとしますと、手作業、機械それぞれ

半分ずつで４万7,000円ほど。それから、雪おろし

を全部使っていただいて、標準の場合ですと２万

7,000円。合計で雪にかかる高齢者の支援としては

７万4,000円という額です。 

  そういったことから、他の市町では対象世帯が

市町民税が非課税であるといったことを考え合わ

せていきますと、本市の雪おろし関係の支援とい

うのは、置賜圏内においては優秀なほうではない

のかなというふうに考えているところであります。

以上です。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） ありがとうございます。

今の部長のお答えだと、対象者を非課税世帯から

市民税課税額３万円以下の世帯になっているとい

うことは、それだけ広く多く対象者を支援できる

ことにつながるのかなとも考えられます。本市の

高齢者の雪対策のサービスについては、今のお話

を聞くと、ほかの市のサービスに比べ大いに評価

できるのではないかなと思いますが、先ほどの訪

問介護のサービスを受けている人については、先

ほど部長は研究と言いましたけれども検討をぜひ、

研究だとちょっと弱いので、ぜひ検討していただ

き、来年度に向けて検討していただくことを要望

したいと思います。 

  次に、屋内施設についてお伺いいたします。 

  先ほど市長のほうから、町なかの既存の建物を

利用して、今検討を始めたという御返答もいただ

いたところですが、私も例えばすこやかセンター

の整備とか、また図書館移動後の置賜総合文化セ

ンターの使用なんか、そういうのもいいのかなと

も考えてはおりましたが、中心市街地活性化の一

つとして新文化複合施設の近くの空き店舗を活用

して、子供たちが遊ぶことのできる施設とか、あ

と高齢者が多く、また市民が行き交うような、そ

ういう交流の場をつくっていけたら、本当ににぎ

わいを創出できて、また空き店舗の活用にもなる
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のかななんて思っているところですので、ぜひに、

ぜひに検討を早急に進めていただきたいと思うと

ころです。このことについては、一日も早くでき

ることを要望して終わりにしたいと思います。 

  ただ、１つ、参考までなんですけれども、先ほ

どの東根市の例ですが、東根市の土田市長は、「少

ない人口や予算の中で創意工夫、知恵を出し、特

色を出すことができるか、地域間競争は自治体同

士の知恵比べだと思います。遊びという視点で子

育て支援をやっている自治体は東根のほかにはあ

りません。これが東根市の特色です。大事なこと

は」、ここが大切だと思います、「大事なことは

説明責任と説得力である」と。先頭に市長が立っ

てリーダーシップを発揮されて取り組んでおられ

る姿がすごく出ていると思います。だからこそ、

県内35市町村の中で唯一、また東北全228市町村の

中でも第11位の人口増加率なんです。やっぱりそ

れは結果としてあらわれていると思いますので、

ぜひに子育て支援のほうについてもよろしくお願

いしたいと思います。 

  次に、電話相談の直通化についてお伺いしたい

と思います。 

  先ほど前向きに検討したいというお話もありま

した。実際、電話を直通化するのには、設置費用

とか経費はどれくらいかかるのか。もしわかれば

お伺いしたいと思います。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 概要でしか聞いていない

ところではありますけれども、今の庁内の電話シ

ステムを変えた場合ということで、月額で800円ほ

どというふうに今のところは聞いております。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） 月額800円ということは、

12カ月掛けると何ぼでしょうか。そんな値段でで

きるなんて。それは月の経費ですので、配線を延

ばしたりとかするともう少しお金もかかるのかも

しれませんが、それくらいでできるのであれば早

急にぜひにしていただきたいと思うんです。 

  先ほど山口部長からリーフレット作成の話があ

りました。年度内に作成したいというお話も伺っ

ておりますので。実は、県内のリーフレットには

全て電話相談の窓口が直通になっていて、番号が

全部書いてあるんです。今回米沢市も特注のリー

フレットを作成するわけですので、ぜひにそのリ

ーフレットに米沢市の電話番号が直通化なるよう

に、年度内とおっしゃっていますので、部長のほ

うも前向きに検討されるということでもあります

ので、せっかくつくるリーフレットに後で紙を張

って「直通」なんて書かなくてもいいように、最

初から「直通」と印刷できるように、ぜひに御検

討をお願いしたいなと思います。 

  あとは、電話のつながり方とかは先ほどお話も

しましたのでやめますが、ただ今後の課題として

すごく私は要望したいことがあります。相談を受

ける場所のことです。今、こども課で相談を受け

ているんですが、相談を受ける場所というのは比

較的静かな場所での対応が望ましいのではないか

と思います。現在はこども課の来客対応テーブル

の隣です。周りの声が聞こえる場所なので、相談

者の心の叫びに担当者は集中して耳を傾けること

ができるでしょうか。相談室の場所というのも一

つ大切なのではないかと思いますので、その検討

もお願いしたいと思います。 

  もう一つ、相談員は、私が伺ったところによる

と、嘱託職員であるというふうに伺いました。そ

して、それは５年契約であるということで。ただ、

私は相談業務というのは、先ほど部長からもあり

ましたけれども、とりわけ専門的な知識とか法律

とか、またカウンセリングの技術、そういうスキ

ルアップが今後も必要な分野であります。そうい

うふうに考えたときに、せっかくお金を出して学

んでも、５年後に離職しなければならないのでは、

どうなんでしょう。例えば、５年契約して、その

後また再雇用で５年契約する、そういう契約はで

きるのでしょうか。御返答をお願いしたいと思い

ます。 
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○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 議員仰せのとおり、相談

員につきましては嘱託の方ということで、やはり

５年ということで、その範囲の中でお願いをして

いかなければならないものと考えております。た

だしなんですけれども、この方を専門に張りつけ

てお願いしている一方で、専門の職員を１名、そ

れから担当の上司になる者が課長補佐ということ

で、職員が２名、実際この業務を担当してござい

ます。ですから、もちろん嘱託の方の働きという

ものは大きい部分はございますけれども、事案の

つながりとかケースの持ち越しなどにつきまして

は、専門の職員がございますので、相談案件につ

いては遺漏のないように取り扱っていけるという

ふうに考えております。 

  それから、相談室でございますけれども、まず

一旦は議員お話しになったこども課のフロアのと

ころでお話は聞きます。その内容に応じて今度、

こども課の奥に個室がございますので、当然こう

いったＤＶ関係に関しましてはほかの人の目に触

れてはいけないわけなので、そちらのほうに移っ

ていただく。さらに場合によっては別の場所とい

うことで、場所も考えながら相手様の相談に対応

させていただいているところです。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） 今部長のお話では別室

に相談室があるということですが、そこには電話

はあるのでしょうか。例えば、そこに電話があれ

ば、ちょっとお待ちください、ちょっと場所を変

えますからと言って、そこに行って電話をとって、

そこでゆっくりお話しできるという態勢ができる

のかどうかについて伺いたいと思います。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 こちらのほうについては、

内線の電話があるだけです。ここは常に職員が常

駐しているわけでなくて、こども課とすぐ行き来

できるところにございますので、そのような連絡

事態が発生したとしても、通常の会話で済むよう

な距離ですので、その心配はないというふうに考

えております。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） 来所されての相談はや

はり別室でではありますが、電話での相談でも静

かな環境の中で、例えば相談されている方の悩み

が子供のことの悩みだったりしたときに、あそこ

の相談窓口にはたくさんのお母さんが子供さん連

れで相談にも来ていますね、こども課に。そうす

ると子供の鳴き声が聞こえていたりすると、それ

をかえって気にされる相談者も電話の受話器の向

こうにはいらっしゃるのかもしれません。そうい

うふうに考えたときに、私は相談室はやはり静か

な環境がよいのではないかということも思うわけ

です。 

  もう一つ、私、今回この電話相談については、

直接交換手の方にもお話を聞いてまいりました。

そうしたときに、交換の方も丁寧に対応されてい

るなとすごく感謝申し上げてきましたが、相談の

内容を何回も言わなくてはならないのは本当にし

のびないと。そういう意味では、申しわけないけ

れども今話し中なので、もう一度電話をしていた

だけませんかと、丁寧にそういうふうに説明して

いるなんていうことも聞かせていただいて、すご

く私は安心したところでした。先ほども言いまし

たが、その立場に立って、きめ細かな支援という

のが私たち市民にとって、私たちがやっていくこ

とが第一だと思いますので、今後も検討していた

だきたいと思います。 

  これで終わります。 

○島軒純一議長 以上で５番山田富佐子議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 

午後 ０時０５分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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午後 １時００分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここで、産業部長より午前中の佐藤忠次議員に

対する答弁で訂正の申し出がありますので、発言

を許可します。夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 午前中の佐藤忠次議員の御

質問の中で、中小企業支援策としての新規就業支

援策に関して、このたびの産業用地分譲に係る新

たな助成金制度として検討している雇用奨励金制

度の適用範囲についての質問があり、米沢八幡原

中核工業団地とオフィス・アルカディア団地に限

定されますとの答弁をしましたが、この雇用奨励

金制度につきましては市外からの新規に立地する

企業で所定の条件を満たす企業であれば、米沢八

幡原中核工業団地とオフィス・アルカディア団地

に限らず、市内全域で該当するように制度設計を

行っているところでございます。以上、訂正させ

ていただきます。 

○島軒純一議長 佐藤忠次議員、よろしいですか。 

○１０番（佐藤忠次議員） はい、了解。 

○島軒純一議長 それでは、次に進みます。 

  一つ、市道除雪にかかわることについて外１点、

13番工藤正雄議員。 

  〔１３番工藤正雄議員登壇〕（拍手） 

○１３番（工藤正雄議員） 一新会の工藤正雄です。

本日も傍聴に来ていただきまして大変ありがとう

ございます。きょう初日で、午後から３人の方が

演壇に立たれるわけですが、これから一新会が続

くということで口火ということで、ただいま会派

室を出てくるときに拍手をもって出てまいりまし

た。これから頑張りたいと思います。これから雪

も降るということで、この雪に関する質問でござ

いますが、当局におかれましては、熱い答弁、市

民の方、傍聴席の方が喜ばれるような答弁をお願

いいたしたいと思います。 

  今回の質問は、市道除雪と建設業に関連するこ

とです。このことについて今までにも何度か質問

をしていますが、さまざまな方策があり、これで

よしという答えはないと思います。まだ気がつい

ていないところを見つけ出し、よい方向を目指し

て取り組むほかないと思います。 

  市道除雪についての質問は、米沢の雪道を安全

で円滑な道路確保によって日常生活に支障を来さ

ないための一つの取り組み策です。また、もう一

つの建設業についての質問は、現在、建設業界の

喫緊の課題を状況判断し、将来に持続可能な施策

への取り組み策です。 

  それでは、質問に入ります。 

  １の市道除雪にかかわることについての（１）

市民モニター制度の導入はできないかです。 

  ことしは例年より早く初雪が降りました。その

分、雪囲いや車のタイヤ交換など雪対策の準備で

忙しくされた方が多かったと思います。関係する

行政当局はもちろんですが、市民の方も豪雪に向

かい、しっかりと克雪に臨まなくてはなりません。

先ほども申しましたが、市民が日常生活を支障な

く過ごすには、安全と円滑が確保された道路が不

可欠です。そのために、今まで本市では市道除雪

に多大な労力と経費をかけて、行政当局と路線除

雪の委託業者によって取り組んでこられました。

しかし、市民からの苦情・要望等が１シーズンに

千五百数件あると聞いています。このことを少し

でも緩和するための方策が必要だと思います。そ

のために、雪道に対しての苦情・要望を積極的に

受け入れる体制とその支援策を構築してはどうで

しょうか。 

  除雪の場合の苦情・要望内容には、同じ問題が

同時に発生し、即対処しなければならないことも

あると思います。それとは違い、地域住民の方の

協力によって解決できるような問題もあると思い

ます。除排雪が特に必要なところや雪で見通しが

悪くなり危険になったところ、また除雪に必要な

空き地を探していただくなど、地域住民の情報提

供によって問題を解決できることがあると思いま

す。その受け皿となる体制を当局、委託業者、地
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域住民の３者で設定し、苦情・要望の問題に対応

してはどうでしょうか。 

  また、地域の事情に詳しい地域住民の方に市道

除雪対策市民モニターとして地域を見守っていた

だく活動ができるような市民モニター制度の導入

を図ってはどうでしょうか。昨年３月にも同様の

質問をしています。 

  また、市道の路線除雪は厳しい深夜の仕事です。

その尽力をねぎらい、路線除雪業者と直接作業を

されているオペレーターの方に対し表彰制度を考

えてはどうかとも提案しました。このことについ

てもどのようになっているか、あわせてお聞きし

ます。 

  市民モニター制度設定の目的は、市道除雪に対

して市民からの苦情件数を減らし要望を可能にす

るため、地域を見守っていただく役づくりです。

それには市民の方の協力を得て問題解決を検討し

ていただけるような体制づくりと市民モニター制

度のシステム構築ですが、当局はどうお考えかお

伺いします。 

  次に、同じく市道除雪にかかわることについて、

（２）除雪が不十分で狭隘になった道路の交通渋

滞解消策はないかです。 

  道路除雪は、基準の降雪のときに実施されます。

それが繰り返されることで道端に押された雪が

徐々にふえ、道路の幅を狭くしていきます。降雪

の自然条件は同じですから、市内の至る所で見受

けられるようになります。雪のないときの道路状

況と違い、ドライバーは車の運転に細心の注意を

払い、低速走行運転になり、自然渋滞が発生しや

すい状態となります。道幅が狭くなっても車同士

がすれ違える余裕のある道路では問題ありません

が、道路の幅が狭くなり、雪ですり鉢状態になっ

た道路では、不可抗力的な接触事故にならないよ

うに、交差するお互いの車が牽制し合い、動けず

に渋滞が発生することが多々あります。雪のない

ときでも道路事情により渋滞のしやすいところで

は、さらに雪による渋滞発生が多くなります。 

  毎年、降雪時になると同じ問題で苦労している

周辺道路の方がおられます。当局は、雪による交

通渋滞を把握しているのか、また除雪による交通

渋滞の解消策をどのように考えているのか、お伺

いします。 

  次の質問に入ります。建設業に関連することに

ついて。 

  （１）建設労働者の減少をどう考えているかで

す。 

  全国的に見ても、建設労働者の減少は明らかで

す。大規模な鉄骨建築、鉄筋コンクリート建築に

必要な職種の鉄筋工や型枠工の減少だけでなく、

身近な住宅建築工事にかかわる大工、左官、板金、

塗装、電気、機械設備等の専門技能士にも建設労

働者の減少があらわれています。人間が生活を営

むに大切な衣食住があります。その住の部分で、

建設するになくてはならい職種の専門技能士です。

このことに対し、平成21年の12月に一般質問で技

能士養成の支援方法を提案しました。現場で活躍

できる専門技能士を養成するには一定の時間がか

かります。建設労働者の減少に影響を与える大き

な歯どめにはなりませんが、技能士養成の支援は

将来に技術・技能を承継するための一つの施策だ

と思います。当局は、この専門技能士育成の支援

を充実する提案をどう考えられるか、また喫緊の

課題の建設労働者の減少にどのように対応される

か、お伺いします。 

  次に、（２）公共工事設計労務単価は建設労働

者の賃金に反映されているのかです。 

  国土交通省の資料によると、建設投資及び就業

者数の推移は、民間、政府ともの建設投資額のピ

ークのときが平成４年度で84兆円、就業者数が619

万人でした。昨年の24年度見通しですが、建設投

資額は45.3兆円、就業者数が503万人でした。ピー

ク時との減少比は、建設投資額が46％、就業者数

が19％のダウンです。公共建設投資の減少に伴っ

て低価格入札のダンピング受注が激化し、労働者

の賃金に影響があらわれました。また、若手の建
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設技能労働者が入職しない原因として、収入の低

さ、仕事のきつさ、休日の少なさ、作業環境の厳

しさ、社会保険等福利の未整備が挙げられます。

反対に、離職する原因としては、収入の低さ、仕

事のきつさ、作業環境の厳しさ、休日の少なさ、

社会保障等福利の未整備が挙げられ、入職しない

原因と離職する原因が共通し、中でも収入の低さ

がともに大きい割合を占めています。建設業男性

労働者の年間賃金総支給額と全産業支給額平均と

の比較では、約26％も下回る給与水準の低さです。 

  国土交通省では技能労働者の減少傾向を一時的

なものではないと判断し、今適切な対策を講じな

ければ将来の建設産業の存続が危惧され、災害対

応やインフラの維持・更新に支障を及ぼすものと

見ています。技能労働者の適切な賃金水準の確保

は喫緊の課題であり、適切な価格での契約及び技

能労働者への適切な水準の賃金支払い等を促進す

るように、都道府県知事、建設業の団体の長、民

間発注者団体宛てにお願いをしています。 

  また、平成25年度公共設計労務単価は、技能労

働者減少等の対策に反映させるため、社会保険等

への加入徹底の観点から必要な法定福利費相当額

が設定されております。ダンピング受注により下

請企業へのしわ寄せが技能労働者の賃金低下や社

会保障への未加入にならないように、適切な賃金

が支払われることが重要と示しております。下請

契約が相当額を含んだ額で締結されたときに、支

払い状況の確認を図るようにお願いするともして

います。 

  このように、国土交通省による平成25年度公共

設計労務単価の設定は、賃金や社会保障の経費が

含まれ適切に反映されるように通達を出していま

す。本市の公共工事では、これにのっとり、工事

契約された物件が国土交通省のガイドラインに沿

って建設労働者への賃金に反映されているのかお

伺いします。 

  以上で壇上からの質問を終わります。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの工藤正雄議員の御質

問にお答えをいたします。 

  私からは、市道除雪のうちの市民モニター制度

導入等についてお答えします。その他につきまし

ては部長よりお答えします。 

  市民モニター制度を平成24年３月議会において

工藤議員より御提案いただきましたが、その後の

取り組みの様子を紹介させていただきます。昨年

度より、市内各地区のコミュニティセンターに除

雪モニターの協力をお願いし、道路パトロールで

は一度に確認し切れていない各地域の最新状況を

把握する試みを行っております。この除雪モニタ

ーによる情報収集は、各地区の路面状況や強風に

よる吹きだまり発生の有無、特に下校時の歩道の

状況を市に連絡していただくことで適時適切な除

排雪を実施することができ、大変有効であったと

考えております。また、要望や苦情等につきまし

ても、できるだけコミセンを通していただくこと

で情報の共有化にもつながっております。 

  そのようなことから、市民によるモニター制度

として広げていくことも視野に入れながら、現段

階では、各コミセンによるモニター制度の充実を

図り、より丁寧な除雪を進めていきたいと考えて

おります。 

  また、オペレーターに対する表彰制度でありま

すが、御指摘のように、オペレーターの方々は大

雪になれば早朝の作業に加え、日中の除排雪作業

と寝食も二の次となるような状況で作業に当たら

れ、御本人を初め御家族の方々にも大変御苦労を

おかけしていることに市といたしましても大変感

謝をしているところです。そのような作業環境の

中、オペレーターの方々の意欲向上を図り、また

持続をしていくためにも、本市が毎年実施してい

る優秀建設工事技術者表彰のようなことができな

いかとの御提案ではないかと思っておりますが、

功績に対して表彰制度を設けるとなると除雪路線

ごとに条件がそれぞれ違う除雪作業において客観
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的な表彰基準をどう設定していくかなど難しいも

のがありますので、冬期間の除雪作業に携わり、

安全安心な道路確保のため日夜御尽力いただいて

いるオペレーターの方々に対し、感謝を込めた対

応が何かできないかどうか検討をして、早く実施

できるようにしたいと思います。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 加藤建設部長。 

  〔加藤吉宏建設部長登壇〕 

○加藤吉宏建設部長 私からは、１番目の（２）除

雪が不十分で狭隘になった道路の交通渋滞解消策

はないかについてお答えいたします。 

  ここ数年は降雪量が多く、また気温が低い日が

続いたため、懸命な除排雪作業にもかかわらず除

雪をした雪が両側に堆雪していき、幅員が狭くな

り、また圧雪で路面がかまぼこ状態になるなど、

道路を通行する皆様には大変な御苦労をおかけし

たと考えておりまして、より有効な対策が必要な

ことを痛感しているところでございます。 

  御質問の雪による交通渋滞の状況把握につきま

しては、道路パトロール業務を市内４ブロックと

八幡原ブロックを加えた５ブロックに分け、それ

ぞれ業者に委託し、降雪量によって刻々と変わっ

ていく道路状況を的確に把握できるように努めて

いるところでございます。さらに、土木課におい

ても２台体制でパトロールを行っており、特に渋

滞の発生しやすい路線も含め、道路全体の通行状

況などの情報収集に努めております。 

  また、交通渋滞の解決策をどのように考えてい

るかとの御質問でございますが、雪道での交通渋

滞の解消を図るには、まずは幹線道路における道

路幅員の確保と凹凸を解消し良好な路面状態を保

持していくことが重要だと考えております。その

ためにも、道路パトロールによって路側や交差点

などの堆雪状況や路面の段差発生状況を迅速に把

握し、路線の排雪実施時期を見きわめるともに、

排雪順番や路線に適した機械導入など、効率的に

排雪が行われるように努めてまいります。 

  さらに、短期的に多くの降雪量に見舞われ、路

線の排雪作業に時間を要するような場合には、ロ

ータリー除雪機で路側への切り上げによる幅員確

保や部分的にすれ違い場所をまず確保するなどの

緊急的な対策もあわせて講じてまいりたいと考え

ております。 

  通行状況は日々の降雪量や気温などによって大

きな影響を受けるところでありますが、少しでも

交通渋滞を軽減し、冬期間でも良好な道路環境の

確保に努めてまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

  〔夛田美佐雄産業部長登壇〕 

○夛田美佐雄産業部長 私からは、２の建設業に関

連することについてお答えします。 

  初めに、鉄筋工や型枠工、さらには大工、左官、

電気、機械設備の専門技能士の育成につきまして

は、本地域では現在、職業訓練法人米沢高等技能

専門校において、木造建築科、左官・タイル施工

科、塗装科、建築板金科の４課程が開設されてお

り、それぞれ２年ないし３年間の課程で専門技能

の習得による育成を行っております。 

  本市では、議員御指摘のこうした建築関係の後

継者育成並びに専門技能者の確保の必要性を十分

認識しており、県とともに高等技能専門校に対し

て支援を行っているところであり、また昭和59年

から技能功労者表彰制度を設け、すぐれた技能者

表彰をすることにより技能者の社会的・経済的地

位の向上を図るとともに技能尊重の気風を培い、

技能者の育成を図っているところでございます。

こうした事業を継続しながら技能者の育成を図っ

てまいりたいと考えております。 

  次に、建設労働者の減少にどのように対処する

のかとの御質問でありますが、建設業では公共工

事の減少などを受けて、ここ数年受注が減少して

きていたことから人員を減らしてきた経過があり、

加えて就労環境が他産業に比べて厳しいことなど

から若手労働者が少なくなり、高齢化が進んでい
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るなどの状況にあります。 

  しかしながら、東日本大震災の復興事業を初め

各地での公共工事の増加や景気の回復傾向を受け

て、建設関係の労働者が不足している状況にあり

ます。10月の山形労働局による求人、求職の状況

を見ますと、全産業の有効求人倍率は全体で0.95

でありますが、建設、採掘の職業は求人数が1,519

人に対して求職者数が422人と求人倍率は3.60と

なっており、前年同月と比べても求人数が263人増

加したのに対し求職者数が48人減少し、求人倍率

が0.93ポイント上昇しております。 

  本市といたしましては、全体的な景気回復傾向

を受けて雇用環境の改善傾向にありますが依然と

して多くの方が就職先を求めていらっしゃいます

ので、職業の幅を持って就職先を検討できるよう

ハローワークなどとも連携しながら取り組んでま

いりたいと考えております。 

  次に、公共工事設計労務単価が建設労働者の賃

金に反映されているのかとの御質問でございます

が、議員御承知のとおり、労働単価については公

共工事の発注に際し定める予定価格の算定に使用

するため、国土交通省ホームページにおいて各種

情報が公開されているところであります。ことし

の３月29日付の国土交通省土地・建設産業局が発

表した「平成25年度公共工事労務単価について」

によりますと、労務単価を決定するために毎年、

公共事業等に従事した建設労働者等に対する賃金

の支払い実態を把握して労務単価を決定している

とあり、賃金と労務単価の相関関係が説明されて

おります。 

  さらに、労務単価の金額については、雇用契約

における労働者への支払い賃金を拘束するもので

はないとあります。すなわち、賃金の額の決定は、

あくまでも会社と個人の労働契約によって決定さ

れるものであり、本市が直接関与することは困難

でありますので、御理解を賜りたいと存じます。 

  一方、同日付で「技能労働者の適切な賃金水準

の確保に関する要請について」が建設業団体に発

せられており、その中で賃金水準の引き上げを図

るよう求めております。本市といたしましても、

技能労働者への適切な賃金水準が確保されること

は今後の技能者の確保、育成に極めて大切なこと

であると認識しておるところでございますので、

公共工事発注に当たっては事業者に対し適切に対

処するよう求めてまいりたいと考えております。 

  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 工藤正雄議員。 

○１３番（工藤正雄議員） 市道除雪のほうでは、

市民モニター制度、あと除雪にかかわりのあるオ

ペレーターに対しての感謝ということで、市長か

ら大変前向きな答弁をいただきました。３者、当

局側と委託業者、それと地元地域という除雪に対

する協議ということで、コミセンを軸にして現在

やられているということですが、それがもう少し

だんだんと進んでいけば市民モニター制度も導入

になるのではないかという感じですけれども、24

年度ですか、そこからコミセンのほうにいろいろ

な情報提供をお願いしているということですが、

実際には職員がやられていると思うんですけれど

も、そして地域のほうにまた協力をお願いすると

いう感じで、いまいま役柄的にお願いするという

ことは何か不自由なところはないんでしょうか、

コミセンにお願いしているということで。その辺、

ちょっとお聞きしたいと思いますけれども。 

○島軒純一議長 加藤建設部長。 

○加藤吉宏建設部長 コミセンによるモニター制度

でありますけれども、昨年度から試行的に行わせ

ていただいております。本来でありますと、基本

的に除雪というのは、朝の除雪、基本的にはそれ

１回という形になるわけです。降雪量が多ければ、

それに合わせて日中の除雪もあるわけですけれど

も。 

  実は、風が強くて下校時の通学路が雪は降って

いないんですけれども吹きだまりで通れなくなっ

たという状況の部分が、我々にも今までは余り詳

しく伝わってきませんでした。昨年度からのこの
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モニター制度によって、地区の方々から直接コミ

センのほうに連絡が入って、子供さんたちが下校

するその時間帯に、「ここ吹きだまりになってい

るよ」というふうな通報をいただいて、早速土木

課のほうにその連絡が入り、市から業者に連絡す

るとともに市でもパトロールに向かって、そこの

部分、下校に間に合うように除雪をしているとい

うような例も多々あったようでございます。 

  そんな形で、今回のこのモニター制度、大変我々

としても適切に情報把握の働きがあったなという

ふうに考えております。 

○島軒純一議長 工藤正雄議員。 

○１３番（工藤正雄議員） モニター制度、それが

だんだんといろいろな面で発展していけばいいな

と思います。 

  また、ワンシーズンの苦情件数、土木課のほう

に去年は千五百数件苦情が来ているということで、

やはりモニター制度も絡めながら、いろいろな地

域での苦情が出た場合に、なるべく当局のほうに

電話するということでなく、何か受け皿的なもの

もあって、コミセンが中心になるのかもしれませ

んが、そういう面でも、登下校のときに見守り隊

の方の情報のみでなく、新たにちゃんと責任を持

っていただけるような立場といいますか、それを

つくって、少しでも今度除雪で苦情とかそういう

ものがなるべく当局のほうを煩わさないような体

制はどうかなとも思って提案したんですけれども、

どうでしょうか、その辺。 

○島軒純一議長 加藤建設部長。 

○加藤吉宏建設部長 議員仰せのとおり、個々の情

報あるいは苦情等をいただくのが、直接市のほう

に千五百数件あったわけですけれども、今議員お

述べのとおり、そういうものがモニター制度によ

ってある程度集約された形で、整理された形でこ

ちらのほうに御要望なりでお話しいただければ、

我々も行動しやすいと考えております。このモニ

ター制度、そういう形に発展していけば、なお作

業もしやすくなるのではないかと考えております。 

○島軒純一議長 工藤正雄議員。 

○１３番（工藤正雄議員） これからちゃんとなっ

たモニター制度が確立されればいいなと思います。

また、３者、当局、業者、地域の住民の方のコミ

ュニケーションがしっかりつながるような、そこ

でいろいろ協議できるような体制もできればいい

のではないかなと思っております。 

  あと、表彰制度ということで、前向きな市長か

らの答弁をいただきました。寝食を忘れてと、そ

のとおりだと思います。夜中に起きて、そして通

常の仕事とは違いますから、オペレーターの方の

家族の方も協力をして送り出していただくのでは

ないかなと思っております。 

  また、路線除雪の委託を受けた業者の方も、ほ

とんどが建設業にかかわる業務をされていると思

います。そういう方は、除雪だけで冬期間経営さ

れるわけではないので、日中は業務があるわけで、

そういうことを犠牲というか、ある程度協力しな

がら除雪もやっているということですので、会社

にも冬期間かなりの負担がかかっているのではな

いかということで、建設業者、あとオペレーター

の方に表彰、感謝を申し上げる形を今探っている

ということですので、ぜひそのことも進めていた

だきたいと思っております。 

  あと、除雪によって道幅が狭くなって、すれ違

いができなくなるということで、私はすり鉢状態

と言ったんですが、部長は「かまぼこ」というこ

とで表現されました。そういう道路で、順番的に

幅出しを待っている、その間の一時的な、幅出し

にロータリーが来る。また、緊急でロータリーが

出ていく。それまでの間、一時的に、１シーズン

ずっと片側通行にするということでなく、ちょっ

との期間、その間、片側通行にするとか何かして

渋滞が発生しないようにできないかというふうな

方策はないか、施策はないかということなんです

けれども、どうでしょうか、その辺。 

○島軒純一議長 加藤建設部長。 

○加藤吉宏建設部長 確かに円滑な交通の流れを得
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るには一つの手段かなと考えます。ただ、通常の

道路工事のように、あらかじめ計画的に一定の期

間やるというふうに前もって通知をしてできると

いうものではなくて、堆雪して狭くなって、排雪

しなければいけないという判断をつけるまでの間

ということで緊急性の部分でございます。そうい

う部分で、業者的にといいますか、作業員それか

ら交通誘導員という形も必要かと思います。そう

いう体制がすぐにとれるかどうかというのが課題

になるのかなというふうに今思っているところで

す。 

○島軒純一議長 工藤正雄議員。 

○１３番（工藤正雄議員） 降雪時に大体渋滞にな

る道路というのは特定できるような感じなんです。

そういうところであれば、道路工事のような片側

通行、期間が決まってということができないとい

うこともありますが、しかし毎年ここの道はラッ

シュで渋滞になるというところもあるわけですか

ら、そういう面も考慮していただいて、渋滞の解

消の施策を考えていただきたいと思っております

ので。 

○島軒純一議長 加藤建設部長。 

○加藤吉宏建設部長 議員仰せのとおりだと思いま

す。解消のためにも、先ほど申し上げましたけれ

ども、パトロールの強化というのがまず一番先だ

と思っています。そして、排雪の頻度だと思うん

です。通常の路線の基準、それは見ての状況にな

りますけれども、慢性的に交通渋滞が発生し得る

場所についての排雪の回数の検討、そういうもの

を少し多目にやるということで、早目早目の対策

がより効果的と思いますので、その部分を十分パ

トロールしながら早目の判断をしていきたいと思

います。 

○島軒純一議長 工藤正雄議員。 

○１３番（工藤正雄議員） 除雪、市道の冬期間の

確保というのは大変なことがあるわけですが、そ

れなりに当局あと委託業者で頑張っていただいて

おります。少しでも効率のよい除雪ができればい

いなと思っております。これからも、私も何かい

い方策があれば提案していきますので、よろしく

お願いいたします。 

  次に移ります。建設業の関係でありますが、建

設労働者が年々減っていくということで、一番は

低賃金だと、原因がその辺ではないかと思ってお

ります。壇上でも申し上げましたが、ピーク時、

それから仕事のあったときと就業者の数の多いと

きが公共工事の設計労務単価、これも一番高かっ

たのではなかったのかなと思っております。労務

単価のほうで見ますと、平成８年度が２万6,240

円、そしてこれから毎年下降してきて、平成23年

におきましては１万2,771円という公的な設計労

務単価。そして、23年度から震災とか何かがござ

いまして、また急激な建設業の労働者不足という

ことで、国交省のほうでもこの対応策をしなくて

はならないということで、それを含めた環境、少

しでも賃金低下を防止するように、あと少しでも

若手の入職者が多くなるような環境づくりという

ことで、社会保障もなるようにということで、公

的な設計労務単価に含めまして、拘束はしないと

部長はおっしゃいましたが、その辺、将来的に、

今団塊の世代が一生懸命頑張っている、60代の技

能者が頑張っているということで、何とか建設産

業も成り立っていると思いますが、あと10年先を

考えた場合は、その団塊の世代がいなくなるとい

うことで、何とか建設業の労働者をふやしていか

なければならないということであります。そのた

めには若手の専門技能士を養成していくというこ

とでありますが、本市では職業訓練校として米沢

高等技能専門校に支援をしているということであ

ります。それは大変よいことではないかと思って

おります。 

  また、養成するのに、訓練校だけでなく、実際

雇われておる小規模の事業所にも支援をしていく

ようにして、若年層の確保ということもお願いし

たいと思っております。また、直接専門技能士を

目指して頑張るという若年層に対しては支援をす
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るということもお願いしたいと思っております。

いろいろな支援の方法があると思います。そうい

うことをやって、とにかく若手を建設業のほうに

導いて、そして将来的に建設業が衰退していかな

いようにやっていかなければならないのではない

かと思っております。 

  その支援方法ですが、現在本市では職業訓練校

に直接支援されているわけですが、そのほかのこ

ういうことはどうでしょうか。小規模事業者で雇

われている専門技能士の養成に対してとか、本人

直接に支援をするというふうな施策はどうでしょ

うか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 壇上でも申し上げましたが、

東日本大震災の影響で県外への流出による技術者

不足や労働者不足などの影響もあって、もともと

労働者の少ない中での動きがありました。今後の

建設業の景況判断が問われるわけでありますが、

特に若者が就業しやすいよう、また高齢技術者や

若者に技術の継承を促していくべく建設会社その

ものの環境整備が必要であると思っておりますの

で、そちらのほうの誘導をぜひ試みてみたいと考

えております。 

○島軒純一議長 工藤正雄議員。 

○１３番（工藤正雄議員） 具体的な支援策といっ

て申し上げたわけですが、そのように少しでも、

壇上でも申し上げましたが、住は非常に大切な部

分である、その住にかかわる労働者が減っていっ

ては将来どうなるのかなという感じですので、ぜ

ひここで本気出して、本市でも十分な支援ができ

るようにお願いしたいと思っております。 

  あと、最後の４番目の質問でありました公共工

事設計労務単価、建設労働者、末端で現場で働い

ている人たちに反映されているのかということで

すが、国土交通省のホームページを見ながら、拘

束されているものでもないということではありま

すが、賃金にかかわる部分でありますが、米沢市

も、今回大型の公共工事も出ているわけです、そ

のときも業者が落札するまでのいろいろな過程が

あります、そういう中でもやはり労働者の賃金に

対してしっかり反映するように、現場で働いてい

る人たちの賃金に積算されたことが反映されてい

るように、実態調査ではないですが、把握するべ

きではないのか。そして、ある程度、受注業者に

対して指導まではいかなくても、こういうふうに

やってほしいということも発注者側の米沢市とし

て業者側に示すべきではないかと思いますが、ど

うでしょう。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 公共工事の設計労務単価に

つきましては、実態調査した上で県や国が決めて

おります。建設会社等には一般公開されておりま

す。公共工事の工事費の積算に用いるものであっ

て、下請契約等における労務単価や雇用契約にお

ける労働者の支払い賃金を、先ほど申し上げたと

おり、拘束するものではないと思っております。

したがって、この単価をもとに各社が独自に労務

単価、賃金を決めているものであって、市として

賃金を制限したりできないものと考えておるとこ

ろから、その実態把握についても難しいのではな

いかと考えているところでございます。 

○島軒純一議長 工藤正雄議員。 

○１３番（工藤正雄議員） そう言われると、なか

なかこれは解決できない。賃金低下がいつまでも

続くというふうな。平成19年度ですか、私が請願

の紹介議員として公契約の制定ということを出し、

それが国のほうへの意見書となっていったわけで

すが、それもなかなか制定までには、公契約法、

あと条例、それが進まないわけですが、そうした

きちっとした公的なところでの判断をしっかりし

ていただかないと、いつまでたってもこのような

建設業界の低迷、どんどん落ちこぼれていく。実

際、将来的にどうなるんだということを考えない

でやっているということが問題にあると思います。

国は国、あと県は県、しかし米沢市はしっかりこ

ういうことで支援、充実されて対応できるんだと
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いうことを、米沢市式じゃないですが、法に触れ

るようなことではうまくありませんが、ある程度

賃金低下にならないようなことを米沢市で実際考

えてみてはどうでしょうか。何も国、あと上から

のことだけ、動向を見ないで。そうすると、10年

後でも米沢市は建設産業はしっかりしている、住

宅でも何でもいつでも対応できるということです

ので、どうでしょうか、米沢市独自の考えとしま

して、そのような方向にやっていくということで

は。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 少し分けて御説明したいと思

います。 

  まず、労働者個々の賃金の支払いの拘束部分、

これについては産業部長が申し上げたとおりでご

ざいます。それは各企業において労働契約の中で

最低賃金法に抵触しない範囲で決めていただく、

これが原則でございます。それから、企業と企業

との関係、元請人と下請人、これについての関係

にも絡むわけですが、下請は下請の中で、その企

業の中で調整をしていただく、これが基本でござ

います。 

  ただし、米沢市としては、元請と下請の関係、

これについてはある程度の基準を示してございま

す。１つは、建設工事の元請及び下請関係の適正

化の要綱でございます。これについては、合理的

かつ適正な下請関係の確立、それを目指して、適

正な施工を確保するために遵守してほしい中身を

示したものでございます。それには、例えばです

が、不当に低い請負代金、要するに下請として低

い代金で請け負わないように、そして、適正な価

格で請け負って、それが下請の賃金に回るように、

そういったことを考えながら元請と下請の中での

約束事をお願いしております。 

  そういったことで、個々の労働契約は確かに産

業部長が申したとおりでありますが、企業間の中

ではある程度の要綱を定めながら基準も示してお

りますので、どうか御理解をいただきたいと思い

ます。 

○島軒純一議長 工藤正雄議員。 

○１３番（工藤正雄議員） いろいろ課題を解決す

るには問題があると思いますが、しかし実際、建

設業というのは低賃金で一生懸命頑張っている。

先ほど公的な労務単価を申しましたが、実際、実

態賃金というのは、支払われている賃金というの

は、まだまだ安い。最低のときの公的労務単価は

１万2,771円、23年度ですか、実際はこんなにもら

っている人なんていないわけであります。そうい

うふうな、賃金低下となるような原因、いろいろ

申しましたが、なるべく公共事業におきましては

その辺を重視していただいて、なかなか難しいと

ころがあると今お聞きしましたが、実際このまま

では建設産業が衰退していくという問題を抱えて

おりますので、この辺を当局としてもしっかりと

考え、検討していただきたいと思います。 

  そして、きょうの質問には除雪関係では大変前

向きな御答弁をいただきました。この建設業につ

きましては、深い原因が、国絡みの、国政絡みの

問題があります。そういう面で、地方自治で大き

な声を出してもなかなか進まないかもしれません

が、しかし米沢市でできるようなところは、職業

訓練校の助成、支援とか、また先ほども申しまし

たが、実際雇っている小規模の工務店とか事業所

があります、そういうところにもしっかりと支援

していただいて、専門技能士の養成に尽くしてい

ただきたいと要望いたしまして、私の質問を終了

いたします。 

○島軒純一議長 以上で13番工藤正雄議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 １時５９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時０９分 開  議 
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○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、新文化複合施設と連携した中心市街地活

性化策の進捗状況について外２点、19番中村圭介

議員。 

  〔１９番中村圭介議員登壇〕（拍手） 

○１９番（中村圭介議員） 先ほどの工藤議員から

もありましたけれども、午後の部、一新会２番手

を務めます中村でございます。最後の渋間議員に

議場を温めてぜひつなぎたいと思いますので、私

も今回も思いを込めて質問させていただきますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、早速、質問に入りたいと思います。 

  まず、１つ目の質問になります。新文化複合施

設と連携した中心市街地活性化策の進捗状況につ

いて伺います。 

  ことし６月の定例会において新文化複合施設建

設費のたび重なる増額補正や建設反対の署名があ

ったように、建設の是非について民意を二分する

中、極めて異例な状態で議決して進んできている

ことから、市民説明、市民理解なしに建設を進め

ていくには懸念があり、一度立ちどまり再検討す

べきであるという思いから、新文化複合施設の建

設に係る増額補正分を削除する修正案を提出させ

ていただきました。結果は、皆さんも御承知のと

おり、賛成少数で修正案は否決されました。こと

し３月の当初予算の際にも同じような理由で新文

化複合施設に関連した予算を削減する修正案を提

出いたしましたが、同じく修正案は賛成少数で否

決となりました。私自身、この結果を一定の民意

として重く受けとめております。 

  しかしながら、いまだ新文化複合施設建設に納

得できない市民が数多くいるのも事実です。私も

正直、いまだ釈然としておりません。それはなぜ

か。私も含め、反対を唱える多くの方が新文化複

合施設に対して図書館や市民ギャラリーの利便性

の向上だけを求めているのではなく、新文化複合

施設建設によって中心部ににぎわいと活力を取り

戻してほしいと口をそろえておっしゃいます。つ

まり、これまでの当局が描く将来ビジョンや各種

政策の議会説明、市民説明会等を行ってきました

が、それらを踏まえても多くの市民が活力に満ち

た中心部の再生をイメージできない状況にありま

す。そんな状況で巨額の血税を投じる本事業に対

して批判が集中するのは当然のことではないでし

ょうか。 

  繰り返しになりますが、私は６月定例会におい

て新文化複合施設建設に対する議決は大きな区切

りを迎えたと思っております。６月定例会での議

決を尊重し、さきの９月定例会における契約案件

については賛成をいたしました。しかし、問題な

く議決に至ったわけではありません。議第83号米

沢市新文化複合施設新設建築工事請負契約の締結

について、賛成多数による附帯決議がなされたか

らであります。今回の質問にも関連しますので、

この内容を再度読み上げさせていただきます。 

  新文化複合施設は、当初より建設地の変更に対

する当局対応の不手際や見通しの甘さから、市長

がおわびする事態に及んだ。また、地元中部地区

民との信頼関係を損ね、反対署名運動が起こるな

ど混迷をきわめる事態となった。議会においても、

建設予算の議決に当たっては僅差であったことか

ら、世論を二分する状況にある。しかし、このよ

うな状況のままであってはならない。今後の円滑

な市政運営のためにも、新文化複合施設供用開始

と同時に、本来の目的でもある中心市街地活性化

を実現するために、下記の点について十分な対応

を求めるものである。 

  項目は３つありましたが、その１つ目、新文化

複合施設建設のみならずポポロ館及び市民文化会

館を含めた当該地区の将来ビジョンを示すこと。

２つ目、中心市街地活性化基本計画の目的と必要

性について、より広い市民理解を得られる努力を

具体的に行うとともに、事業推進においては多様

な市民力を活用すること。最後、３つ目、新文化

複合施設建設をめぐり混迷をきわめた背景には、
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市当局における情報開示のおくれなど不手際があ

り、その反省を踏まえ、今後は他事業も含め、適

切な情報開示に努めること。以上が附帯決議の全

文でありますが、この新文化複合施設建設事業が

いかに瀬戸際で建設にたどり着いたかを御理解い

ただける内容ではないかと思います。 

  米沢市中心市街地活性化基本計画の目的は、新

文化複合施設の建設ではありません。基本計画の

将来像にも掲げられているとおり、市民が生き生

きと交流し、歴史と文化をともにつくり、伝え、

未来へつないでいくまちをつくり上げていくこと

です。その将来像を実現していくためにも、広い

市民理解を得ながら、多様な市民力を活用し、基

本計画にもある数多くのソフト事業を効果的、効

率的に実施することが必要不可欠であります。 

  そこで、最初の質問です。新文化複合施設供用

開始と連携した中心市街地活性化策の進捗状況に

ついて伺います。来年度以降計画されている事業

をどのように策定し、市民とかかわり実施してい

くのか。また、新文化複合施設とどのように連携

して中心市街地の活性化を実現するのか。以上に

ついてお知らせください。 

  新文化複合施設開館後に、「全然にぎわいが戻

っていない、当時指摘したとおりではないか」と

批判するのは簡単です。しかし、巨額な税金が投

入されている以上、それは無責任なことではない

かと私は考えております。そうならないためにも、

市民とともに中心市街地活性化の重要性を認識し、

今後実施されるソフト事業についても議論を深め、

新文化複合施設との連携を図りながら、にぎわい

を生み出していかなくてはなりません。私も、こ

れについては真摯に向き合い、全力で臨んでいき

たいと考えております。いまだ市民の中に渦巻く

不安を払拭できるような力強い答弁をお願いいた

します。 

  次に、２つ目の質問に移ります。米沢市協働推

進条例を広く市民に浸透させるべきではないかに

ついて伺います。 

  この質問は前回の９月定例会の一般質問でも通

告しておりましたが、時間が足りず、質問席から

の質問ができなかったので、再度質問をさせてい

ただきます。 

  米沢市協働推進条例、この協働という言葉は、

近年さまざまな場面で耳にするようになりました。

それでは、なぜ協働という考え方が必要なのでし

ょうか。近年、多様化する地域課題を行政だけの

力で解決することが非常に難しくなってきており

ます。そこで、市民が持つ活力とアイデアを行政

が担っていた分野にも生かすことで地域の身近な

課題を迅速に、そして柔軟に対応することが可能

となります。また、地域づくり、まちづくりにお

いても、市民が自発的に議論、納得し、共有でき

る環境が必要であり、多くの市民参画を促す土壌

づくりが求められております。 

  この市民協働は各地において、デマンド交通や

子育て支援、地域防犯の巡視・巡回等、数多くの

実績を上げており、新たな公共として全国各地で

注目されている非常に重要な取り組みであります。

本市においても平成21年に米沢市協働推進条例が

制定され、４年以上が経過しますが、市民への浸

透は進んでいるでしょうか。残念ながら、まだま

だ不十分なのではないかと思っております。 

  本市で掲げた協働推進条例の崇高な理念を実現

するためにも、意識啓発はもちろん、本市協働条

例第３条にもあるように、市民と市とは協働を推

進するに当たっては情報を共有し、相互の理解を

深め、信頼関係を築くことに努めなければなりま

せん。このことについて、どのように当局が取り

組んでいるのか、その意識啓発や情報共有の方法

など具体的な方策について伺いたいと思います。 

  次に、３つ目、最後の質問になります。道の駅

の運営主体について伺います。 

  東北中央自動車道福島～米沢北間の建設に合わ

せて、高速道路インターチェンジ付近に整備する

道の駅の基本構想を策定するために必要な事項に

ついて調査、検討することを目的に、米沢市道の
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駅基本構想検討委員会が設置され、本日まで４回

の委員会が開催されております。ことし９月30日

には、検討委員会が主体となり、道の駅「四万十

とおわ」を運営管理する株式会社四万十ドラマ代

表取締役畦地履正氏が講師を務める講演会が開催

され、私も聴講してまいりました。道の駅「四万

十とおわ」は山間部に位置し、決して立地条件が

すぐれているわけではありませんが、ここにしか

ないものを提供する滞在型の道の駅をコンセプト

に、新聞バッグを初めさまざまな商品開発を行い、

売り上げを大幅に伸ばし、年間来場者は50万人を

超えるという全国でも有数の道の駅です。その道

の駅の仕掛け人でもある畦地氏の講演は大変興味

深く、今後の本市道の駅運営に当たり大きなヒン

トをいただく内容であったと思います。 

  その講演の中で一番印象的だったのが、道の駅

の運営主体についてです。道の駅の運営に当たっ

ては、立地やテナント、商品開発などさまざまな

検討課題がありますが、畦地氏は運営主体こそが

一番重要であると断言されておりました。要約す

れば、運営者がしっかりとしたコンセプトを定め、

綿密な方針を策定し、その意向を基本構想策定に

反映させるべきである、運営主体が未確定のまま

基本構想の策定が進んでいくのは問題である、こ

のような内容であったと思います。私も全く同感

であり、一刻も早く運営主体のあり方について議

論し、その方向性を決めていかなくてはなりませ

ん。 

  そこで、壇上最後の質問です。本市で設置する

新道の駅の運営主体について、当局はどのような

認識なのか。また、運営者決定に向けた今後の過

程についてお知らせください。 

  以上、壇上からの質問を終わります。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの中村圭介議員の御質

問にお答えをいたします。 

  私からは、新文化複合施設関連についてお答え

をいたします。その他につきましては部長よりお

答えします。 

  中心市街地活性化の先導的役割を担っておりま

す新文化複合施設、西條天満公園、武者道を初め

とする都市再生整備事業によるハード整備は、事

業期間の平成26年度までに完了する見込みとなっ

ております。今後は、まちづくりの第２段階とし

て中心市街地活性化基本計画に登載されている事

業を着実に進めるとともに、新文化複合施設で生

み出された交流人口をまちのにぎわいにつなげて

いくために、その施設と連携した商業を含めた民

間活動の取り組みなど、ソフト事業の充実が必要

であると考えております。 

  このことから、中心市街地活性化協議会では、

今月12日にまちづくりを担っていく人材育成のた

めの中心市街地活性化セミナーの開催を予定して

おります。さらに年明けからは、中心市街地のに

ぎわい交流拠点エリアについて、これからまちづ

くりを担っていく若い方が中心となっている団体

やまちづくりに強い関心を持っている方に参加し

ていただき、ワークショップを行いながら新文化

複合施設との連携を含めたまちづくりの方向性や

仕組みづくり、具体的なアイデアなどについて取

りまとめを行い、協議会と本市が連携を図りなが

ら事業展開に発展させていきたいと考えておりま

す。 

  また、町なか居住の推進や子育て支援、バスな

どの公共交通機関の利便性の向上、景観形成、道

路などの都市基盤の高質化等、公共事業について

は実現まで時間を要するものもありますが、ソフ

ト事業と並行して進めていきたいと考えておりま

す。 

  具体的には、民間施設のストックを利用した町

なか居住の推進を図るため、現状分析やその活用

について不動産団体等からのヒアリングを実施す

るとともに、その結果を踏まえて効果的な制度設

計を検討してまいりたいと考えております。 

  さらに、山田富佐子議員の御質問にもお答えし
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ましたように、現在、町なかの既存の建物を活用

した、子供が遊べる屋内施設の設置を検討してい

るところです。 

  また、先日行われましたまちづくりプラン大賞

では新文化複合施設と連携した移動式ブックカフ

ェや障がい者向け読書普及のボランティアなどの

提案もあって市民の関心が高まってきていますが、

新年度からは西條天満公園や武者道を会場とした

イベントなどに支援する仕組みを検討しており、

市民提案方のにぎわいづくりの後押しを考えてい

るところです。 

  いずれにしましても、中心市街地におけるにぎ

わいの創出には構想や実施段階においてさまざま

な事業との連携、関係者や市民との連携などを視

野に入れた取り組みを行いながら、今後の中心市

街地のまちづくりを進めていきたいと考えており

ます。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

  〔夛田美佐雄産業部長登壇〕 

○夛田美佐雄産業部長 私からは、１番の新文化複

合施設と連携した中心市街地活性化策の進捗状況

についてのうち、まちづくり会社の設立に向けた

考え方と進捗状況についてと、３番の道の駅の運

営主体についての御質問にお答えします。 

  初めに、まちづくり会社の設立に向けた考え方

と進捗状況についてでありますが、現在進行中の

米沢市中心市街地活性化基本計画では（仮称）ま

ちづくり会社設立事業を掲げており、商業の活性

化の視点から、平成27年度に「平和通商業等拠点

施設整備事業」、「（仮称）民営まちなか交番・

インフォメーションセンター等設置事業」、「ス

トリートマネジメント推進事業」の３つの事業を

まちづくり会社が実施主体となって事業を推進す

るとし、前年の平成26年度に（仮称）まちづくり

会社を市民、商工会議所、民間事業者、商店街、

そして米沢市が実施主体となって設立するとして

おります。 

  そこで、これまで基本計画を進めるに当たり、

まちづくり会社とは何か、なぜまちづくり会社が

必要なのかの認識を深めるべく、全国のまちづく

り会社の実態はどうなっているか、先行して設立

している他地域のまちづくり会社の事例研究を視

察研修や参考図書、インターネットでの情報収集

などにより実施してまいりました。 

  まちづくり会社は、民間の組織でありながら、

まちの活性化を目指して公共公益的な使命を持ち、

収益性の低い事業であっても前向きに取り組む組

織であり、さらに使命達成のためには組織として

の強固な基盤、いわゆる人・物・金といった経営

資源のバランスがとれた健全な経営体質が不可欠

であると考えております。このことは、今後、中

心市街地活性化法に基づく国の各種支援制度を利

用する上でも大切な要素であり、仮にまちづくり

会社を設立しても経営基盤を確立しなければ、

早々に会社経営が破綻してしまうと予想されます。

このため、まちづくり会社が継続した事業活動を

行うためには、設立時から持続的に事業実施でき

る経営基盤を持った会社組織を立ち上げるか、も

ともとある民間企業をベースにソフト事業とハー

ド事業を一体的に事業展開する企業に転換するか

のどちらかであると考えているところであります。 

  まちづくりは常に挑戦し続けることが求められ、

これで完成、終わりとなるものではありません。

まちづくり会社が持続的な取り組みで収益性の低

い事業分野にあえて先行投資している事業であり、

特殊な経営環境にある組織であることを関係者間

において十分自覚した上で、事業内容の選択と同

等かそれ以上のエネルギーを費やして組織をデザ

インする必要があります。 

  これからのまちづくり事業は長期的展望を持っ

て持続的に実施していく必要があり、事業を成功

させるためにも経営基盤の充実は欠かせないもの

でありますので、まちづくり会社の設立に当たっ

ては、より多くの市民や関係者間での議論を深め

ておく必要があると考えております。 
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  また、人材の面からも、これから設立するまち

づくり会社の組織設計上の重要な視点として、ま

ちづくり会社に配置するプロジェクトマネジャー

にどれだけの予算と権限を付与し、それに対して

どのような成果を期待するのか、事前に明確にし

ておかなければなりません。本市のまちづくり会

社では、設立準備に当たっては関係者の十分な議

論と検討を行い、必要となる予算と権限に関して

もしっかりと対応してまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、具体的な進捗状況ですが、現時点ではま

ちづくり会社の設立準備の段階であり、組織の構

成員になり得る関係者に対して情報提供を行い、

意識の共有を図るとともに、中心市街地活性化協

議会の取り組みとして、まちづくりの意識啓発の

ためにセミナーやフォーラムの開催を企画、実施

しているところであります。先日20日にも伊丹市

職員の綾野昌幸氏を講師に迎え、「まちづくりは

止まったら負け」と題して、まちづくりの担い手

を上手にサポートしながら活性化を実現するため

のセミナーを開催しました。 

  さらに、さきにも述べましたが、今月12日には

弘前大学教育学部副学部長の北原啓司氏から「ま

ち育て」の考え方を学ぶ「まちづくりフォーラム」

を開催することにしております。北原先生は本市

中心市街地活性化協議会がことし４月にまちづく

り視察研修で弘前市を訪問した際、弘前のまちづ

くりの中核施設や実質的なまちづくり会社の現状

を説明、御案内いただいた方であり、その先進的

な取り組み事例と考え方を今回、本市において直

接御講演をいただくことになっております。 

  こうした取り組みを進めながら、市民参加のま

ちづくり意識が高まり、もって商業者や各関係団

体等のより一層の相互連携と協力を得ることでま

ちづくり会社の設立に向け一歩一歩前進してまい

りますので、議員初め市民の皆様の御理解と御協

力をお願いするものであります。 

  次に、道の駅の運営主体の考え方についてお答

えします。 

  御承知のように、現在、米沢市道の駅基本構想

検討委員会で道の駅の基本コンセプトを初め、規

模、構造、さらには施設管理や運営等について検

討していただいているところであります。検討委

員会では、御指摘の運営主体や方法等についてど

うあるべきかについても検討をしていただくこと

になるわけでありますが、先進事例や有識者の意

見等も参考にしながら、施設の整備とあわせて検

討していかなければならないと考えております。 

  市といたしましても、これからの道の駅は経営

的に自立ができる産業振興施設としての運営が不

可欠と認識しておりますので、その経営を担う運

営主体をどうするかの議論を重ね、繰り返しにな

りますが、米沢市道の駅基本構想検討委員会の検

討を踏まえ早急に対応してまいりたいと考えてお

ります。 

  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

  〔山口昇一企画調整部長登壇〕 

○山口昇一企画調整部長 私からは、協働について

答弁をさせていただきます。 

  本市では、米沢市まちづくり総合計画を基本指

針に、従来の行政が主体となって行うまちづくり

を見直し、市民と行政が協働でつくり上げるまち

づくりを進めており、市民からの発想をまちづく

りに取り入れ、米沢市全体の将来像である「豊さ

とやすらぎ ともに創りあげる ときめきの米

沢」の構築を目指しております。 

  具体的には、協働の基本理念や市民と行政の役

割分担、協働を推進するための仕組みを定めた米

沢市協働推進条例を制定し、協働推進施策に関し

意見を述べる米沢市協働推進市民会議の設置や、

市民と行政がともに地域の問題解決に取り組む協

働提案制度を実施しております。 

  また、ＮＰＯなどの団体が行う公益活動へ支援

し、地域課題の解決と団体の育成を図る市民公益

活動支援補助金事業の実施のほか、行政内部にお
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いても職員が協働推進条例の理念を理解し、施策

を推進していく上でのあらゆる場面において協働

を手段として選択できるようにするために、継続

的に職員研修を実施しております。 

  ほかにも協働の考え方として、市民と行政が直

接一つの事業を行うという協働のほかに、市民と

行政がそれぞれの役割を持って地域を支えるとい

う協働もあるわけでありますが、そういった意味

合いでは、地域がみずからのマンパワーで地域活

性化などに取り組むための支援事業として「輝く

わがまち創造事業」の実施がございます。 

  単に条例の趣旨を周知するのみでは、なかなか

協働の理念は広がってまいりません。これらの実

践的な取り組みを通して、その波及効果として協

働が地域や行政の中に広まっていくことを目指し

て施策を推進しております。 

  なお、これらの協働推進施策に関しましては、

随時、見直しを行っております。現在は、先ほど

申し上げました協働提案制度、それから市民公益

活動支援補助金事業について、事業開始からそれ

ぞれ５年、７年が経過していることを踏まえ、こ

れまでよりもさらに使い勝手がよく、かつ効果的

な事業とするため、平成26年度からの改定実施を

目標に、これら補助・支援制度の見直しを行って

いるところであります。 

  協働の理念は地方自治の本旨に共通するところ

があり、協働を推進することが結果として自治力

の向上につながるものと考えておりますので、今

後ともまちづくりにおける実施の中で協働がより

浸透していくよう推進してまいりたいと考えてお

ります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１９番（中村圭介議員） では、質問席より再度

の御質問をさせていただきます。 

  では、順番に、中心市街地活性化の進捗状況に

ついてということですけれども、これ聞き取りで

もお話しさせてもらったんですが、つまり新文化

複合施設建設だけでは中活はなし得ない。その他

の事業がどのように絡んで進んでいるのかという

ことを具体的に、どんな進捗でとか、どんな効果

をということを聞きたかったんですが、市長から

は総括的過ぎて、非常にわかりづらいもの。これ

は中活の概要書を見れば、いつ実施するというの

は載っている、いろいろ補足はありましたけれど

も、私は細かい部分で伺いたかったので、産業部

長よりまちづくり会社という話もありましたので、

もう少し掘り下げて伺ってみたいと思います。 

  まちづくり会社についての御説明をいただいた

んですが、ちょっと違和感を感じまして、すごく

まちづくり会社の一般的な概要の説明をいただい

たようで、では本市にとって何でまちづくり会社

が必要なのかというのがわからなかったんです。

私が思うには、地域の課題がこう、中心部はこう

あるべきだと、その課題を解決するためにまちづ

くり会社が設立されるべきものという認識を持っ

ておったんですけれども、今の話だと、何が問題

かをこれから探し出して、まちづくり会社を設立

することで有利な財源を使っていくかを精査する

みたいな答弁だったように聞こえたんですけれど

も、何でまちづくり会社を設置しなければならな

いかというところ、今の疑問も解消してもらえる

ように、もうちょっとわかりやすく教えていただ

きたいんですけれども。逆に言うと、まちづくり

会社が今やるべきことというものは、まだ明確に

決まっていないということでよろしいんでしょう

か。もう一度確認させてください。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 壇上でも申し上げたとおり、

まちづくり会社の設立に当たっては現在準備の段

階でございますが、まちづくり会社の設立をしな

ければならない理由については、私どもは中心市

街地の活性化全体をにらんで、必要な民と官とが

一体となって取り組む組織体であるなというふう

に思って、その必要性を探りながら検討していき

たいと思っているところでございます。 
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○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１９番（中村圭介議員） ちなみに、こちらにあ

る市民というのは、どのような方を対象に今話を

詰められているんでしょうか。その辺を教えてく

ださい。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 市民というのは全市民を対

象に考えておりますが、中心市街地のエリアだけ

の市民でなくて、米沢市全体の市民を捉えておる

ところでございます。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１９番（中村圭介議員） 全市民を対象にして、

反映してまちづくり会社のあり方を考えていくと

なると相当時間が必要でありますし、相当な作業

だと思われます。26年度、つまり来年に設立され

るわけですよね。事業計画で言えば。ですから、

もう１年後には間違いなく設立しているか明確な

形ができているという状況だと思います。ですか

ら、それにしては余りにも今の段階でこれから市

民を交えてあり方を考えていくというのは、物す

ごく私は遅過ぎると思います。ですので、ここは

もう早くしてくださいと言うしかないんですけれ

ども、まちづくり会社がどうあってということを

早く、ある程度でも行政から何で設置したいのか

ということを明確に言えないと、みんなで考えて

いきましょうでは意見も出せないですし、何をし

ようとしているかというのも伝えることができな

いと思いますので、そこはきっちりまとめていた

だきたいと思います。 

  もう一つ伺いたいのが、先ほども壇上で部長が、

自主事業で回すのが非常に難しい会社もあると。

私もそれも知っておるところでありますけれども、

今まちづくり会社で担う部分、さっきありました

ね、ストリートマネジメントとかまちなか交番と

か、これは何ですか、自主事業で回るものと考え

られておりますか。実際、今のところ託す事業と

いうものはどうなんでしょう、収益的には受託事

業になるのか、一部自主事業で収入も見込まれて

いるのか。その辺、何か検討されていれば、お答

えください。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 現時点ではまだ具体的な精

査をしていない状況でございます。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１９番（中村圭介議員） そこが多分重要だと思

います。自主事業で回すにも、何が足りなくて、

どんなことをやるのかもそうですし、単なる受託

でやってしまうだけの会社なのか、それでも全然

会社のあり方も違うようです。私もいっぱい調べ

させてもらったんですけれども、まちづくり会社、

だんだん成熟してくると落ち込んでくる。その会

社の特色を見ると、ほとんど市とか公益の受託事

業の受け皿になってしまって、要するに社員たち

の思いとか熱意がどうしても事業に反映できない。

そういうものでしぼんでいっているというのもあ

るようですので、まだまだ検討する箇所たくさん

あると思いますから、これは早急にぜひ方向性を

まとめていただいて。これ市民とかみんなで話す

よりも、市である程度こうしたいんだということ

を練り上げたらいいんじゃないですか。それをも

とに市民なり関係団体に意見をもらう、これが大

事だと思うんですけれども、部長、どうでしょう

か。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 まちづくりの意識啓発のた

めに、今現在セミナーとかフォーラムをやってお

るところでございますが、それらを通じて広く市

民にお伝えして、参加していただいた上で活性化

の推進に向けて邁進してまいりたいと考えており

ます。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１９番（中村圭介議員） 市民もそうなんですが、

ぜひ当局でどうあるべきかという理想像をしっか

りつくって、それを示していただきたいというこ

とです。セミナーなんかを補足的に開催していた

だくということは大変大切なことだと思いますの
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で、そちらもあわせて、これぜひ早急にお願いし

ます。 

  もう一つなんですけれども、新文化複合施設の

運営管理の方法というもの、こちらは決まったで

しょうか。これも大分前、１年前ぐらいにお話し

させてもらったかと思うんですが、そのときは検

討中だというような答弁をいただいたんですけれ

ども。運営のあり方についての議論というか進捗

については、どのようになっているでしょうか。 

○島軒純一議長 神田教育管理部長。 

○神田 仁教育管理部長 新文化複合施設及び附帯

施設であります駐車場の管理運営につきましては、

提供するサービスの内容や経費のバランス、そう

いったものを含めて、指定管理者制度も含めて現

在検討しているところでございます。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１９番（中村圭介議員） 大分前に聞いたときも

検討、すごく長いと思うんですけれども、検討に

時間を要する何か要因、阻害要因というのは何か

あるもんでしょうか。もしあれば。 

○島軒純一議長 神田教育管理部長。 

○神田 仁教育管理部長 検討している内容につき

ましても、ほぼ最終段階に入ってきておりまして、

早ければ年度内、なるべく早くお知らせしたいと

考えているところでございます。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１９番（中村圭介議員） ちなみに、その検討と

いうのは、当局全体でお話しされている話ですか。

部だけでのお話なんですか。というのは、何でそ

ういう話をするかと言いますと、私のイメージと

すると、新文化複合施設、先ほど市長もお話しさ

れたとおり、中心市街地活性化の核となる施設だ

と思うんです。複合施設といえども、市民ギャラ

リーと図書館、その２つだと思うんですけれども、

何となく単純に市民ギャラリーとか図書館という

専門性をただ管理するだけの運営者に任せるんじ

ゃなくて、それはそれらの専門家と連携して運営

していけばいいでしょうし、やはりあそこを核と

して、さまざまなイベント、人をつなげるような、

要するにコミュニティーのネットワークをつくれ

るような、構築できるような、そういう組織、人

材をそこに置くべきだと私は思うんです。要する

に、ただ施設の管理者があそこにいて、単に出入

りをするだけじゃなくて、あそこを一体的に、僕

のイメージだと、そこにまちづくり会社、先ほど

言ったまちづくり会社みたいな中活を担うような

組織が入るべきだと思うんですが、その辺どうな

んでしょうか。ちょっとお考えのほどを。 

○島軒純一議長 神田教育管理部長。 

○神田 仁教育管理部長 当然のごとく、この施設

管理につきましては教育委員会の部内で、私ども

の教育管理部だけで検討している問題はなくて、

市全体としてさまざまな角度から相談しながら、

協議しながら進めているところでございます。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１９番（中村圭介議員） ちなみに、年度内とい

うことは、もう具体的に組織名も挙がってきてい

るということでしょうか。どういう感じなんでし

ょうか。もし差し支えなければ、その辺、教えて

もらいたい。私がさっき言ったイメージの意見が

採用できるような状況なのか、それとももう具体

的に「ここ」というイメージができ上がっている

のかを伺いたいんですが。 

○島軒純一議長 神田教育管理部長。 

○神田 仁教育管理部長 指定管理の相手先とかそ

ういった部分については本日はちょっとお答えで

きる状態ではないですけれども、事業を進める、

広げる、そういった部分については中村議員のお

っしゃったような連携などを、まちづくり会社と

いうふうになるのかは別として、中心市街地の活

性化の事業などと連携しながらできるような体制

を考えているところでございます。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１９番（中村圭介議員） どんな組織をイメージ

されているのかわからないので、あえて私も細か

くは言いませんけれども、先ほど言ったのが全て
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です。ただ施設の建物の管理とか図書館の受け付

けだけだとかギャラリーの使用の日程管理だとか、

そういったものというのは、誰でもという言い方

は変ですけれども、そういったものでなくて、市

民が望んでいるのは、それらを核にしてどれだけ

いろいろな人をつないでイベントをしたり中活事

業につなげるかということを企画したり運営した

り、いろいろな会議を主催したりとか、そういっ

たことを望んでいるわけなので、ぜひその辺は精

査していただきたいと思います。そういった方が

もう候補に挙がっているのであれば心配はないん

ですけれども。まちづくり会社というものがそう

いったところに合致してくるのかとか、さまざま

なことが想定されると思います。 

  幸いにして大分決まっているのかなという思い

もありながら今回実は質問もさせていただいたん

ですけれども、来年26年に事業実施を行う割には、

まだちょっと進んでいないなと。非常に遅いと思

います。開館とともに効果的な事業実施を行って

ください。これ壇上でも申し上げたとおり、附帯

決議でも書いてあります。ですので、この部分を

ぜひ早急に行ってもらいたいと思います。だから、

この部分をしっかり示していただかないと、本当

に中活がなし得るのかという不安が払拭できない

ですし、部長が全市民対象にまちづくりの意見を

聞く意気込みをおっしゃいましたけれども、この

事業というのは、これまでの普通の公共事業とも

また違って、いろいろ反対運動も起きたり民意を

二分したという経緯もありますから、今まで以上

に、これまで体験したこともないくらいの丁寧さ

を持ちながら市民と意見交換を持って、中心部の

あり方、運営のあり方というものを考えていって

いただきたいと思います。 

  市長、どうでしょうか、これ。ぜひそういった

ところで早急に。どうも進捗が物すごく遅いよう

に感じられるんですが、今までのやりとりを聞い

て、どうでしょうか。 

○島軒純一議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 できるだけスピードを上げて取

り組んでいくようにしたいと思います。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１９番（中村圭介議員） この複合施設について

は最後にしますけれども、私の今の話を感じた中

で、こういうふうにしていきたいんだというもの

がないから、市民と打ち合わせをしたり協議をし

たりというような答弁がどうしても出ちゃうのか

なと。こういうものを実現するために、例えばさ

まざまな意見をもらってやっていくんだ、こうい

う中心商店街をつくっていくんだ、町なか居住は

こうあるんだということを言っていただけないか

ら、本当に大丈夫なのかな、来年できるのかな、

どんな会社になるのかなと、やっぱり心配になり

ます。今の段階では私は心配でなりませんので、

市長がスピードアップしていただけるという話を

いただいたので、運営管理、神田部長ぜひ、施設

の管理というのも非常に大切な役割を担うものだ

と私は認識しておりますので、ぜひよろしくお願

いしたいと思います。 

  続きまして、協働の部分に移らせていただきた

いと思いますけれども、今山口部長から、協働に

関してはこれからさまざまな見直しなんかを行い

ながら職員の教育を行って広めていきたいという

ような、改善も含めた答弁であったかと思うんで

すけれども、実は今回私が一番申し上げたいとこ

ろというのは、そういった意味では本市において

は市民協働に必要な体制づくり、市民と役所がど

うあるべきかという体制は徐々にでき上がってき

ている気はするんですけれども、環境づくりです

ね。市民がいかに協働の必要性を認識できるかと

いう、本当に協働にたどり着く前の部分になりま

す。 

  米沢市の条例を見ても、協働を推進するに当た

り必要な情報を積極的に提供するとか、意識啓発

を行う、市民の活動が活発に行われるよう環境づ

くりに努めるものとするというようなことで、意

識啓発に向けたものも行政が担う部分として条例
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に明記されておりましたけれども、その部分に対

してどのように取り組みがあるかというのが答弁

の中で少なかったのではないかなと思いますけれ

ども、何かこの部分に対して、意識啓発に向けた

というか、市民が協働ができるような、ステップ

アップできるような何か取り組み、活動といった

ものは、何か今行っていらっしゃいますか。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 例えば、協働について市

民はこうあるべきだという市民の役割みたいなも

のを広報等で記事にしたりしてお知らせをすると

いうこともこれまでは試みの中ではやってきたわ

けでありますが、言っているだけといいますか、

言葉で浸透するものではなかなかないと思ってお

ります。そういう意味では、やっぱり実践を重ね

ることによって、その中から市民の皆さんが自覚

をし、それが地域の中に浸透していくものだろう

と思っていますし、そうしたいものだなと思って

おります。 

  そういう意味では、条例の中での協働提案制度、

５年間の実績があったんですが、なかなかにして

これうまくまとまってこなかったという部分がご

ざいます。反省すべき点は今振り返りながら反省

はしているんですが、もうちょっととっつきやす

い、市民にとって理解のしやすい協働のあり方と

いうものを提供しながら一緒に取り組んでいかな

いと、難しいままの協働の理念では浸透していか

ないのだろうと思っています。そういう意味から、

来年度に向けて使い勝手のいい制度に改善をして

いきたいと今思って作業をしているところであり

ます。要するに、実践から涵養していくのがやっ

ぱり一番の早道ではないかなと。口で教えるとか

文章で伝えるということよりも、そちらのほうが

早いだろうというふうに認識しております。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１９番（中村圭介議員） 部長のおっしゃるとお

りだと思うんですけれども、ではその実践までど

うやって持っていくのかというところも非常に大

きな課題だと思います。協働ということは、理解

するまで難しいというか時間がかかると思います。

私も周りで話をしても、大きい声では言えないで

すけれども、行政依存というのがまだまだ多いな

という感じがあります。「おやじのためにちゃん

とお前らがやってくれよ」というようなことをお

っしゃる方がいますので、まさに協働の理念をい

かにして示すのかなということは私もいろいろ考

えてみたんですけれども、その中でおもしろいと

いうか取り組みがあったのが、協働の事例ですね、

こういう形で地域の課題を解決しましたよという、

実際に行ったわけではなくて、こういうことがつ

まり協働ですと。例えばデマンド交通の事例だと

か、そういったものを作成して、配布なりネット

で閲覧できるような状態にしておく。たしか大阪

市だったと思いますけれども、そういった事例も

あったようです。 

  何よりなんですけれども、徐々に、協働という

レベルまで到達していないにせよ、市民の中でも

市民活動といったところに意識を持って動いてい

らっしゃる方々が、そういった方にかかわってい

るからそう感じるのかもわからないんですけれど

も、大分ふえているように感じます。でも、その

人たちがどうやって行政とかかわっていいのかわ

からないので、どうしても我々に相談が来るわけ

なんです。要するに、市民が誰に相談していいの

か。自分たちがやりたい事業というのは今後行政

とどうかかわるのか、どう発展させたらいいのか

というのを相談できるところがないんです。 

  協働がうまくいっている、市民の意識が高いと

ころ、視察地を見てもそうなんですけれども、そ

ういった場所に必ずあるものが、市民の活動を支

えるサポートセンターとか、やっぱり窓口があり

ます。そこに行って、こういう組織と連携しては

どうかというようなアドバイスを受けたり、補助

のお話だったり、さまざまな相談窓口になってお

るようで、相当な相談件数があるようです。その

窓口を契機にさまざまな団体がつながり、いろい
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ろな事業、イベントに発展していくということも

伺ってまいりました。 

  ですので、こういった相談窓口、ぜひ専門の窓

口、あったらいいな、つくっていただきたいなと

思うんですけれども、その辺いかがでしょう。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 事務分掌から申し上げま

すと、結論から申し上げますと、総合政策課の地

域振興担当、ここが今現在の米沢市の窓口という

格好になっております。 

  今どういう機能を果たしているかについて少し

御紹介をしたいわけでありますが、１年間を通し

てさまざまな御相談を地域振興担当のほうで承っ

ております。それは公益活動支援補助金という一

つの玉を持っておりますし、それから協働提案制

度という窓口にもなっているということもあるん

ですが、まだ具体化していない相談案件も相当程

度ありまして、これについては例えば県の社会貢

献基金でこんな事業をやっていますよというふう

な格好で、米沢市だけではなくて他部局のほうへ

の紹介などもしておりますし、それから具体的な

内容によっては教育委員会のほうにきちんと話を

通して担当課に誘導したり、そういった格好で窓

口の役割は果たさせていただいております。 

  なお、もう一つ、協働については市民委員会と

いうのもありまして、こちらのほうとの接点もあ

るわけでありますが、これについても地域振興担

当が担当しておりますけれども、市民委員会の具

体的な市民との接点というのが今までなかなか見

つけてこられなかったという部分もございました。

先ほどの見直し論の中でも実はその部分も反省点

としてありまして、公益活動と協働提案制度を一

体化しながら、市民委員会もその中に巻き込んで、

使い勝手のいい制度にできるように今改定を考え

ているところでありますので、このまま地域振興

担当のほうには頑張っていただきつつ、相談窓口

としての機能を強化していきたいと思っておりま

す。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１９番（中村圭介議員） 説明ありがとうござい

ます。ちなみに、せっかく説明いただいてあれな

んですけれども、私が想像するに、その相談とい

うのは何かいい補助金はないでしょうかというよ

うな相談と推察するところなんですけれども。例

えば、こういう活動をしたいとかいう実質協働の

提案とか市民活動にかかわる補助、アドバイスの

相談の比率は、どうですか。わかればで結構なん

ですけれども、どうでしょう。何となく、この補

助金あるなら、もっと別なやつお金出してけろと。

だから、今話している趣旨とはまた違う相談のよ

うな気がしてならないんですが。もしわかればで

結構です。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 私が伺っているところで

は、地域づくりをみずからやりたいという部分に

ついて、自分がやりたいことに合致する補助制度

なり支援制度、当然ながら公益活動支援補助金に

これは該当するんでしょうかといったようなもの

が主でありまして、補助メニュー全体について説

明を受けたい、その中で自分のやりたいことを探

したいということではなくて、まず最初に自分が

やりたいことがおありになって、これを生かすた

めの補助制度はどういうものがありますかという

ような相談事が主になってございます。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１９番（中村圭介議員） だとしますと、どうし

ても公益活動支援補助金があって初めてそちらの

窓口に行くということだと思います。市民認識と

しては、最初からそちらに行ってこの制度を知る

ということは少ないのではないかと思います。私

もどこに相談に行ったらいいかと言われたら、最

初悩むというか、わかりづらいところがあります

から、窓口はつくってもらいたいです。こういう

窓口をつくりましたら、市民の皆様の活動をサポ

ートしますよと。私は、市民活動のサポートとい

うのは、協働だけではなくて、さまざまな自主イ
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ベントとか地域の商店街と連携したイベントだと

か音楽イベントとか、さまざま市内で活動されて

いる方がいますから、そういった方も包括的にサ

ポート支援できる窓口ですよね。そうでないと、

うち関係ないからあっちの課に行って、あっちの

課に行って、あっちの課に行ってじゃなくて、一

つで相談できる窓口があればいいんじゃないかな

と。それを今地域振興担当のほうで担えるのであ

れば当然いいんでしょうけれども。だとすれば、

もっと告知も必要ですし、そういったことをお願

いしたいと思います。 

  あと、部長、もう一点、私、前回の決算委員会

でもお願いしたんですが、先ほど補助金多いんじ

ゃないですかという意見を言わせてもらったんで

すけれども、こういう補助金ないか、何か使える

補助金はないかという問い合わせ、物すごく多い

です。意外と職員の方に聞いても全部の補助金を

把握されている方、これもなかなか少ないんじゃ

ないかなと思うんです。ですので、段階的にでも

結構なんですけれども、ホームページなんかで「市

民の皆様へ」みたいな感じで、例えば生活だとか

なんとかだといういろいろな分野分けしながら、

こんな補助制度もあるので、ぜひ皆さん使ってく

ださいと。知っている人ばかり使って知らない人

は使えないというのもすごく不公平な感じがしま

すので、ぜひ誰もが平等にいろいろな、こんな支

援も補助もやっているんだとわかりやすい状況に

してほしいと思うんですが、その辺いかがでしょ

う。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 確かに議員おっしゃると

おり、さまざまな補助制度がございます。これは

何も米沢市、教育委員会も含めてでありますが、

だけではなくて、県レベル、それからさまざまな

第三の団体、そういったもののメニューもござい

ます。でも、まずとりあえず本市におけるさまざ

まな補助制度を一覧化できるように、それもカテ

ゴライズしながら、こういう分野はこういうメニ

ューがありますよというふうな格好で体系化して

お知らせができるような、例えばホームページの

つくり込みでありますが、そういうふうな総合メ

ニューのホームページをつくってみたいものだな

と思っています。そういう意味で、より具体的な

中身について、担当課の窓口もあるわけですが、

とりあえずうちのほうに第一次的な相談窓口とし

て御来庁いただいて結構ですというふうな対応を

地域振興担当のほうで来年度あたりからさせてい

ただけるように準備を進めてみたいと思います。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１９番（中村圭介議員） ありがとうございます。

ぜひ、実験的にというか、頑張って取り組みお願

いしたいと思います。 

  次、道の駅について伺いたいと思います。 

  道の駅も実はまちづくり会社と同じようなイメ

ージを持ちまして、庁内でも、当局内でも、調整

会というか検討会みたいなものをつくられている

わけですね、たしか。その中で、今の部長の答弁

ですと、検討会で出たところを踏まえて、もんで、

考えたいみたいな話だったんですけれども、当局

は運営方法を聞いて、どういう姿がいいのか伺い

たかったんですが。それは、そういった考えをつ

くられていないのか、何か検討委員会に配慮して

答えられないのか、その辺ちょっとお知らせいた

だきたいです。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 道の駅の運営主体について

は、基本構想をきちんと作成した上ではっきり示

していきたいと考えているわけですが、できるだ

け早く決めていく必要があると思いますが、例え

ば公設民営の考え方に立って指定管理者を募集す

るのか第三セクターにするのかなど、整理しなけ

ればならないと考えています。ただ、できれば民

間企業が出資して道の駅を運営する新会社などの

設立も考えられるのかなと思っているところでご

ざいますが、内部でも具体的にはっきり、こうい

うふうな会社がいいのではないか、こういう手法
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で設立したほうがいいのではないかなというふう

な具体的なところまでは、まだいっていないとい

う状況でございます。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１９番（中村圭介議員） 端的に伺いますが、委

員会では、例えば当局案というか事務局案みたい

なものを何も示さないで会議が進むものなのでし

ょうか。その議論に対して、例えば運営のあり方

についてとか、自由にフリーにしゃべってもらう

感じで進めるんですか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 ただいま申し上げましたよ

うに、提案はさせていただいておりますので、そ

れを決めつけて、これがいいとか、そういう決め

つけた検討委員会への提案ではなくて、いろいろ

な考え方がありますよという提案で御意見をいた

だいているということでございます。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１９番（中村圭介議員） ですから、その提案し

たところをどう考えているか伺いたかったわけで

す。さっき言った畦地さんの話では、運営主体が

決まらないままにどんどんハードばかり進んでい

ったのでは、独自性も失われかねないし、まずい

んじゃないかという話。それを踏まえて、私もそ

う思うので、どうでしょうかということを伺った

んです。提案されるということは、皆さんでどう

あるべきかということを話されるわけですね。委

員会の会議録を読ませてもらったんですけれども、

みんなばらばらに、あれいい、これいいと言って、

これをまとめるというのはどうなのかなと思った

から、本当に何の提案もされていないんですかと

いうことを伺ったんです。 

  だとすれば、今当局としてちゃんとしっかり、

こうあるべきだということを描けないままに、こ

んな方法もありますよ、こんな方法もありますよ

ということを提案して話をしたのでは、収拾がつ

かなくなるというか。こうして、こんな道の駅を

つくっていきたいけれども、皆さんどうだと。そ

れに対して、なるほど、これもいいなというのが

議論のような気がするんです。会議録を読んだと

きに、次回の委員会はどうなるのかなと、すごく

心配だったんです。本当に庁内でちゃんと理想は

決められていないんですか。 

  もっと言うと、アンケートをとられましたね、

９月30日とか青年部サミットでは。とったアンケ

ートというのは、どんな取り扱いになっているん

ですか。それをもって私は当局の皆さんが、こう

あるべきだということも話をして、委員会におろ

していくのかなと思ったんですけれども。それで

は、方向性は誰もわからないまま理想像だけを追

いかけているように聞こえるんですけれども。済

みません、もう一度お願いします。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 「四万十とおわ」の畦地先

生のお話もしっかりお聞きした中では、私どもも

急いで運営主体を決めていかなければならないと

いう気持ちではあります。ただ、構想検討委員会

の主体も考えながら検討していくとなれば、市の

考えを示すという部分まではなかなかできないの

ではないかなというふうには内部では思っておる

ところでございます。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１９番（中村圭介議員） 示しづらい中で、どれ

だけ検討委員会からは答申をどんな項目について

もらおうと今決まっているものなんでしょうか。

場所とか規模、面積も含めて。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 まだ具体的にはそういう段

階まではいっていないところでございます。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１９番（中村圭介議員） ですから、場所も、ど

こまで答申もらうかも決まらないし、こっちも意

見を言えないという中で、委員の人が何を議論、

これ大変じゃないかなと思うんです。次回の会議

というのは年内中に多分あるんですかね。ぜひそ

の会議録を見させていただきたいと思いますけれ
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ども、やはりある程度こうあるべきだということ

をぜひ早く示していただきたい。そして、基本構

想策定に生かしていただきたいと要望して終わり

ます。以上です。 

○島軒純一議長 以上で19番中村圭介員の一般質問

を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時０９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時１９分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  この際お諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時まで終了しない場

合、会議時間を日程終了まで延長することにした

いと思いますが、御異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○島軒純一議長 御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議を日程終了まで時間を延長

することに決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、日本語教育の重要性について、17番渋間

佳寿美議員。 

  〔１７番渋間佳寿美議員登壇〕（拍手） 

○１７番（渋間佳寿美議員） 一新会の渋間佳寿美

です。 

  おとといから始まった12月定例議会冒頭から、

さらには先ほど午前中の質問の中にも、ケネディ

駐日大使の話題が上がりました。ケネディ駐日大

使の父親のケネディ元大統領が、尊敬する日本人

として本市ゆかりの上杉鷹山公を挙げていること

から、米沢市民もケネディ大使に対し親しみを感

じているところでありますので、ぜひ米沢にお越

しいただきたいなという思いを持っている一人で

もあります。 

  ケネディ元大統領が鷹山公を尊敬しているとい

う一方通行的なものだけでなく、我々市民もケネ

ディ元大統領を尊敬していると申し上げたいと思

います。特に、ケネディ元大統領の言葉、国家が

国民に何をしてくれるのか求めるだけでなく、国

に対して何ができるのか考えてほしい、その言葉、

私の胸に残っております。 

  言葉とは、このように心に残るものであります。

その言葉について、今回の私のテーマとしたいと

思っております。日本語教育の重要性について、

言霊を込めて質問に移りたいと思います。 

  今や小学校５年生から英語が必修科目となって

おります。新学習指導要領には、外国語を通じて

言語や文化について体験的に理解を深めること、

積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度

の育成を図ること、外国語の音声や基本的な表現

になれ親しませながらコミュニケーション能力の

素地を養うこととあります。そのために進められ

ているのが５年生からの英語必修化であります。

外国語を学ぶことは新学習指導要領に基づいてお

り、特段異を唱えるものではありません。 

  ただ、英語を教科として指導している教員はも

とより、ほかの教科の先生であっても異口同音に

言っていることがあります。国語、つまり日本語

の理解度が高い生徒は、ほかの教科の理解度も高

く、成績もよいというのです。考えてみれば、理

科であれ数学であれ、設問は日本語で問われてお

ります。また、論理的な思考も日本語によってな

され、日本語によって構成や説明されなければな

らず、日本語教育の重要性は言うまでもありませ

ん。つまり、何事も土台が大事であるということ

です。土台がしっかりしていないところにまとも

な建物など建つものではなく、この場合、日本語

がしっかりしていないと教育が成り立たないとい

うことであります。 

  ふだん何気なく使っている日本語です。だから

こそ、外国語教育もよいけれども、意識して日本

語教育を重視していくべきではないか、もっと日

本語を本質的に知るべきではないかと考えるとこ
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ろであります。ここに一般質問という機会に提言

をさせていただきます。 

  日本語も英語も含めて、言葉とは何か、まず理

解する必要があります。「初めに言葉ありき」と

聖書にあるように、やや哲学的ですが、言葉がな

ければ物や概念はありません。言葉があって初め

て物があり概念があるのです。日本には「牛」と

いう言葉があります。しかし、アメリカには「牛」

という言葉はありません。どういうことかという

と、英語には牛という概念上の生物はなく、いる

のは「カウ」と呼んでいる雌牛、乳牛であり、「オ

ックス」と呼んでいる肉牛であり、あるいは「ブ

ル」と呼んでいる雄牛、種牛がいるのであります。

つまり、英語を使う欧米では元来、牛とともに暮

らしてきた歴史があり、「牛」というひっくるめ

た言葉では生活上、意味をなさないのであります。

いわば、言葉とは文化を伝えるものなのでありま

す。 

  言葉とは文化を伝えるものと言いました。文化

を念頭に、掘り下げて日本語とは何か考える必要

があります。日本語の根源的な特徴を知ることに

よって日本語教育の重要性を知ることになればと

の思いで続けます。 

  日本語の特徴の一つは、一音一音がはっきりし

ていて、それぞれの音に意味があるということで

す。１つ目の特徴である、一音一音に意味がある

ということから２つ目の特徴と言えるのが、日本

語とは太古の昔からの言葉である、そういうこと

でもあります。 

  １つ目の特徴について申し上げます。日本語は

一音一音がはっきりしていて、しかもそれぞれに

意味があります。一音一音がはっきりしていると

いうことは、日本語は母音で終わるということで

す。英語のように子音ではっきりしない言葉が見

当たりません。一音一音はっきりしているから、

日本には５・７・５の音で言葉を表現した俳句や

川柳といった文化があるのです。 

  一音一音に意味があるということについては、

説明が必要です。私の名前の「かすみ」という音

で意味を説明してみます。かすみの「か」ですが、

か行のか・き・く・け・こを意識しながら言って

いただくとわかりますが、か行の音は口の奥を緊

張させ、絞り出すように一気に発声しております。

か行はその響きから、かたくて強いものをあらわ

しております。そのか行の「か」とは、幽玄なも

の、奥深いものを意味しており、例えば神様の神、

風、隠れる、影などの日本語にあらわれておりま

す。 

  続いて、「す」でありますが、「す」は口をす

ぼめなかったら出ない音であり、口の形のごとく、

細く進むものを意味しております。進む、透き通

る、澄んでいる、この場合の澄んでいるとは濁っ

ているに対しての澄んでいるでありますが、澄ん

でいれば視界は先まで見えるというものです。さ

らに、中州というときの「州」とは、砂浜が細く

延びたところを「州」と言うように、進むもの、

先に延びるものを「す」の音であらわしておりま

す。 

  最後に、「み」でありますが、ま行のま・み・

む・め・もは、一度唇を閉じないと出ない音であ

ります。試してみてください。口を閉じてから優

しく発音しています。鼻にかかる音でもあり、そ

の落ち着きと深まりから、ま行は真理や本質、や

わらかさをあらわします。まさしくま行の「み」

とは、木の実の「実」、身体の「身」のように、

本質を意味しております。 

  このように、日本語は一音一音に意味があり、

全ての音とその意味を紹介したいところでありま

す。が、時間の都合上、全ての音の意味について

は、議長の許可を得て、皆様に資料として配付し

ておりますので、こちらですね、皆様のもとに配

付させていただいておりますので、こちらを参考

にしてください。 

  申し上げたように、また資料のように、日本語

は一音一音に意味があり、しかもその意味が息の

出し方、口の形など、発声方法に基づいているの



- 70 - 

であります。このことは何を意味しているのか。

２つ目の特徴として、日本語は自然発声音に近い

ということであります。驚きや喜び、怒りや笑い

といった太古の昔から自然に音として表現してい

たものをそのまま使っているということを意味し

ています。 

  日本語の起源は諸説あり、定まったものはあり

ませんが、少なくとも縄文時代の中期に日本語の

原型があったということは共通の認識になりつつ

あるようです。縄文時代からの今でいう訓読みの

言葉を大和言葉と呼んでおり、それから続いてい

るのが現在の日本語なのであります。 

  縄文時代というと、毛皮を着て、狩猟採集の安

定しない生活だったというように習った記憶があ

りました。しかし、最近の研究と、特に東北地方

に数多く出土される遺跡から、縄文時代こそ安定

した時代であり、だからこそ縄文式土器というよ

うに土器でもって鍋の使用、つまり煮炊きができ

ていた平和な時代であることが判明しております。

縄文式土器は世界最古の土器であり、同じ時代の

世界のどの地域にも見られない器具なのでありま

す。 

  縄文時代こそ、すぐれた調和の世界を実現して

おりました。つまりは、人間と自然との調和であ

り、自然を正しく恐れ敬い、人間のためだけに食

べ物をとり過ぎず、継続できるようにしていった

のであります。動物だけでなく植物にも霊性を見

出しているのであります。 

  そのような縄文時代に形成された自然発声音に

近いのが大和言葉であります。さきに、言葉とは

文化を伝えるものと申し上げました。縄文文化が

色濃く残っているのが現在の日本語なのでありま

す。 

  例えば、「もったいない」という日本語があり

ます。日本人なら誰でもなじみのある言葉です。

８年前に、「もったいない」という日本語が世界

中に知られることになりました。国連・女性の地

位委員会の会合で、ワンガリ・マータイさんとい

うノーベル平和賞受賞者にしてケニアの環境副大

臣の女性が、この「もったいない」を環境保全の

合い言葉として呼びかけたことがきっかけです。 

  また、「いただきます」という大和言葉があり

ます。「もったいない」「いただきます」のどち

らも、ほかの言語には見当たらない言葉といいま

す。つまり、外国には、その概念がないというこ

とです。冒頭のほうで言ったように、言葉がなけ

れば物や概念もないのです。「もったいない」「い

ただきます」という日本語があり、世界にその言

葉と概念を広めなければならない思いです。 

  また、同時にやはり言葉は文化を伝えるもので

あることに気づかされます。つまり、「もったい

ない」「いただきます」とは、自然や物に対する

敬意と感謝を持つ文化があってできた言葉である

ということです。縄文人が自然を畏れながら自然

を利用し、草木でも何でも霊性が宿り、何事にも

感謝の念を抱いてきた縄文時代からの精神文化が

「もったいない」「いただきます」という言葉で

現代に生きているのであります。 

  言葉として残っているということは、とりもな

おさず、その精神文化も概念も生き続けていると

いうことにほかなりません。これまでの人類の歴

史とは、自然を破壊、征服してきた歴史でありま

した。がしかし、これからは日本人が縄文時代か

ら継承してきた自然と調和する歴史をつくってい

かなければならないと強く思うのであります。 

  自然と人間との調和という日本人の和の心を、

縄文時代から継承してきたものを、失ってはなり

ません。言葉を失えば、その精神も概念も失うこ

とになります。だからこそ言いたいのは、外国語

もいいけれども、日本語教育の重要性なのであり

ます。日本語教育の重要性を御理解いただけたも

のと思っておりますが、そこでお伺いいたします。 

  本市教育委員会として、日本語教育を重要視し

ているでしょうか。申し上げてきたとおり、私は

日本語教育は重要と考えておりますが、本市教育

委員会はどう考えているでしょうか。認識をお尋



- 71 - 

ねいたします。 

  また、現在どのような日本語教育、つまりは国

語教育をしているでしょうか、お答えください。

日本語の根源的なところを知れば、日本語の重要

性の認識が高まるものと私は考えます。 

  そこで、さらに伺います。国語の教員たる先生

たちの研修や研さんについてどうしているのか、

あるいは今後どうしていこうと考えているのか、

お答えください。 

  日本語教育と「教育」をつけて言っているよう

に、教育委員会への質問でありましたが、次は日

本語に関し、市行政全般にわたる課題として、外

来片仮名語に関しての質問に移ります。ことし６

月にＮＨＫが視聴者から損害賠償請求の訴えを起

こされました。ＮＨＫは公共放送というのであれ

ば国民にひとしくわかりやすい放送に努めなけれ

ばならないところ、外来語として片仮名語を多用

し、番組を視聴しても理解できず苦痛だったとい

うことでの訴訟であります。この視聴者は片仮名

語が多く使われていることについて再三の質問状

を送ってもＮＨＫから返答もなく、訴訟に踏み切

ったという報道がありました。 

  外来片仮名語は、理解している人にとっては意

識することなく見聞きできるものであります。し

かし、日々新たに入る外来語でわからない片仮名

表記・表現に出会うと、理解に苦しむ場合がある

ことは十分あり得る話であります。一方で、既に

日本語のように使われ、なじんでいる外来片仮名

語が多数あり、見きわめは難しいものがあります。

ただ、言えることは、ともすれば外来語を使うと

最新の知識を持っていて能力がある人のように見

えそうですが、全く逆であり、むしろ難しい言葉

をわかりやすく言うのが本当に能力がある人と言

えるのではないでしょうか。 

  これまで日本人は外来語、外来文字とどうつき

合ってきたか、現在の片仮名外来語表記の課題解

決につながればという思いで歴史を振り返ってみ

ます。日本人は、大和言葉を長く使ってきました。

言葉とは、基本的には音であり、文字は後からつ

いてきたものであります。日本においては外来文

字である漢字が導入されましたが、やみくもに考

えもなく、そのまま日本に漢字を輸入したのでは

ありません。万葉集に見られるように、万葉仮名

として漢字を音として使い、音をあらわす文字と

して日本語に生かして使ったのであります。その

後、漢字が導入されたからといって漢字の何もか

も取り入れたのではく、日本語に当てはめるとい

う離れわざをやってのけたのです。音読み、訓読

みという大発明をして、訓読みで大和言葉を使い

続けたのであります。 

  時代は移り、今から百二、三十年前の出来事に

ついても触れなければなりません。明治維新後、

日本は文明開化を国是として、西洋文明を多く取

り入れようとしました。言葉にないものは物も概

念もないと重ねて言うとおり、西洋の政治制度な

どは日本になく、当然言葉もありませんでした。

おびただしい外国語が入ることになりましたが、

福沢諭吉、中江兆民など当時の有識者たちは、そ

のまま導入せず、日本語に訳して外国語を取り入

れたのであります。政治制度で言えば、我々が今

いる「議会」という言葉もそうです。「議員」も

「政策」も「自由」も「民主主義」も、日本人が

考えてできた和製漢語なのであります。経済上の

言葉で言えば、「金融」や「市場」、「工業」や

「商業」という言葉も和製漢語であり、「企業」

「証券」「銀行」「資本家」「組合」なども日本

人が考え出した漢字であります。 

  漢字の本場とされる国で、政治、経済分野のみ

ならず社会科学、人文科学の用語のおよそ７割が

日本から輸入された和製漢語であるという統計上

の数値もあります。漢字の国の国名である中華人

民共和国とは、実は「中華」を除いて「人民」も

「共和国」も全て日本人が考え出した和製漢語で

あるという現実があります。ちなみに、現在の漢

字の国の政治体制である「共産主義」という言葉

も和製漢語であります。 
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  漢字の国が和製漢語を違和感なく受け入れたと

いうのは、漢字は表意文字であり、日本の有識者

が漢字の正しい構成方法を知り、それを使い、す

ぐれた和製漢語をつくったからにほかなりません。 

  このように、日本人が日本語として取り入れた

文字の歴史を見ても、一旦は取り入れ、国内でそ

しゃくし、漢字をつくった国に逆に大量の漢字を

輸出するほどにまでなったのです。 

  こう見てくると、現在の外来片仮名語をそのま

ま使うというのは、先人からすると、知恵も能力

も出していないことになります。ＮＨＫが外来片

仮名語を多用し、視聴者が理解できていない状況

をつくっているということは、知恵も能力も努力

も感じられない話なのであります。 

  事はＮＨＫのみならず我々議会もそうですし、

行政もしかりであり、もって「他山の石」としな

ければならない思いです。事行政に当たっては、

市民への通知や広報、通告など、さまざまな意思

伝達が行われております。そこに外来語たる片仮

名語表記や表示が見受けられます。年配の方など、

外来片仮名語になじみのない方が市役所からの通

知が理解されているのか、ＮＨＫの二の舞になら

ないか、懸念されます。 

  そこで、お伺いいたします。本市行政における

片仮名外来語の表記について、現状はどのように

対応しているでしょうか。また、今後どのような

対応をしていくのかお尋ねいたします。 

  私は、全ての外来片仮名語について言っている

わけではありません。人名など固有名詞や既に日

本語のようになってなじんでいる外来片仮名語に

ついては、そのまま表記してもよいものと考えて

おります。やみくもにというのが問題だと言って

いるのであります。自分が理解しているからとい

って相手もわかるだろうとつい使っていないか、

一旦立ちどまって考えてみる必要があるのではな

いでしょうか。どうしても片仮名外来語を使わな

ければならないときには、注釈をつけるなど何ら

かの手段を講じることを求めたいところでありま

す。さらに、もっと望むのは、明治の有識者のよ

うに、わかりやすくみずから訳して通知するのも

よいのではないでしょうか。 

  いずれにしても、言葉は変わっていくものと言

われております。一方で、変わらないままである

のも言葉の特徴です。日本語を母国語とする我々

は、日本語の特性と成り立ちを知る必要がありま

す。先人の知恵や努力があって今話している日本

語があることを知らなければなりません。将来に

わたって我々は日本語を話していかなければなら

ない使命があるのだということを申し上げ、壇上

からの質問といたします。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの渋間佳寿美議員の御

質問にお答えをいたします。 

  私からは、行政における外来語＝片仮名語表記

についてお答えをします。その他につきましては

部長よりお答えします。 

  日本語は我が国固有の文化や精神を反映しなが

ら培われ使用されてきたものであり、その点から

も日本語を大切にしていかなければならないと考

えております。米沢市役所では、平成７年に「こ

とばの手引き」という冊子を発行し、これに基づ

いて、わかりにくい外来語、外国語をわかりやす

い日本語に言いかえる、日本語であっても、いわ

ゆる役所言葉のようなわかりにくい日本語もわか

りやすい日本語に言いかえる等の努力を行ってお

ります。今後も、どうしても日本語には置きかえ

られない難しい外来語、外国語には日本語の注釈

をつけるなどの工夫を行っていきたいと思います。

また、「ことばの手引き」についても改訂を重ね

ていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 原教育長。 

  〔原 邦雄教育長登壇〕 

○原 邦雄教育長 私から渋間佳寿美議員の御質問

にお答えをいたします。 
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  日本語の奥深さについて学ばせていただきまし

た。私からは、日本語教育の重要性についてお答

えをいたします。 

  議員御存じのとおり、学校における教育は、日

本国憲法を初め教育基本法や学校教育法などの諸

法の定めにより実施されており、具体的な教育の

内容等につきましては学習指導要領により示され

ております。学習指導要領はほぼ10年ごとに改定

されており、現在は小学校では平成23年度より、

中学校では平成24年度より全面実施になった新学

習指導要領にのっとり行われております。 

  このたびの学習指導要領では、日本語教育にか

かわっては言語活動の充実が挙げられております

が、議員お話しのとおり、言葉はさまざまな学習

の基本となるものであり、学習のみならず、私た

ちが生活をしていくためには必要不可欠なもので

あります。本市教育委員会も同様に捉えておりま

す。そのようなことから、児童・生徒たちが言語

の力を身につけていけるよう、国語の授業を中核

にしながら、全教科において指導しております。 

  さらに、伝統や文化に関する教育の充実も挙げ

られており、例えば小学校５、６年生の国語では、

親しみやすい古文や漢文の音読を扱ったり、中学

校３年生の国語では歴史的背景などに注意して古

典を読むことを扱ったりするなど、古典などの指

導もなされております。また、ことわざや慣用句

に関する学習内容の充実も図られております。 

  議員御指摘の日本語の歴史や日本語そのものに

ついての指導を意味する日本語教育ということで

は、平仮名、片仮名、漢字の成り立ちや敬語など

について学習する機会があり、理解を深めており

ます。 

  次に、日本語教育に対する教員の意識について

でありますが、言語の力をつけるという意味では、

学習指導要領の重点の一つとして言語活動の充実

が挙げられていることもあり、言語活動をキーワ

ードにした校内研究に多くの学校で取り組んでお

り、教員の言語活動に対する意識は高く、その研

修も多く行われております。また、日本語の歴史

や日本語そのものについての指導への意識は、言

語活動への意識と比較すれば高くはないと思いま

すが、国語学習の基礎を築く大切な部分として意

識をされていると考えております。 

  次に、日本語教育の重要性についてであります

が、感覚的には日本語は温かさや美しさを感じま

す。そこからは先人の知恵や豊かな感性を想像す

ることができますし、歴史や文化に触れることも

できます。そのことにより、子供たちは日本のよ

さを感じたり国や郷土を大切に思う心が芽生えた

りもすると思います。このようなことからも、日

本語教育は大切にしていくべきものと考えます。 

  また一方、国際化社会になっている現在の状況

や今後ますます他国とのかかわりが重要になって

くる時代を考えれば、外国語教育も重視されるべ

きことであり、学習指導要領では外国語教育も重

視されております。学校では、中学校における外

国語の授業時数の増加や小学校５年生からの外国

語活動の導入もなされました。新設された外国語

活動では、英語力を高めるのが目的ではなく、言

語や文化に対して理解を深めることや積極的にコ

ミュニケーションを図ろうとする態度を育成する

ことを狙いとしており、このことによって児童が

コミュニケーション力を身につけ、他の人々とか

かわりを持ちながら豊かな生活を送ることが期待

できますし、言語に対する感覚を磨き、改めて日

本語のよさに気がつくことも期待できると考えま

す。 

  そのようなことからも外国語教育と日本語教育

は相反するものではないと考えますので、どちら

が重要であるということではなく、日本語教育も

外国語教育もともに重視することにより相乗効果

が生まれ、児童・生徒の健やかな成長につながる

ものであると考えます。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 渋間佳寿美議員。 

○１７番（渋間佳寿美議員） まずは、外来語＝片
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仮名語表記・表現について再度質問させていただ

きます。 

  市長の答弁の中にありました「ことばの手引き」、

平成７年につくったものだと。今後改訂はしてい

くということなんですけれども、その平成７年の

ものをちょっと見させていただきました。今とな

っては片仮名語もほぼ日本語として使われている

ものが多くあったように見受けられました。そし

て、今現在使われているような言葉というのがな

くて、平成７年、今から十七、八年ぐらいですか、

それぐらい前。言葉というのは申し上げたとおり

変わりつつあるものですから、十七、八年前とな

ると、もう既にこれは日本語として普通に使われ

ている片仮名語もありました。それをまた一応基

本にしつつ、今後新たに、さらに今も入ってきて

いるさまざまな言葉がありますけれども、それに

ついてはやはりわかりやすいように表記していく、

訳していくという姿勢が大事だと思います。 

  そして、市長の答弁にもありましたように、日

本語を重視していくんだと、その姿勢を貫いてい

ただきたいと思いますけれども、まずは平成７年

に手引きをつくったといっても、これはかなり古

くなりました。改訂をしていくという話なんです

けれども、具体的にいつごろをめどにして改訂し

ていこうとしているのか、めどでも結構です。言

葉はどんどん入ってきますから、どこの線で区切

ったらいいのかわからないものですから、大体ど

の辺で区切りをつけて改訂版を出していきたいと

いう意識についてお伺いしたいと思います。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 当時の手引きの発端は、まず

日本語が難しいと。今はめったに使わなくなりま

したけれども例えば「しんしゃく」、あと特に市

民の中で難しいというのが「瑕疵」、こういった

言葉について、瑕疵は今でも使っております、振

り仮名、ルビを振って。ですが、日本語そのもの

が難しいということがあって、ついでに片仮名も

というふうな発端だったと思います。 

  今、パソコンが急速に普及しまして、パソコン

用語は相当片仮名が入っております。だから、そ

の辺のところも踏まえて、なおかつ議員が御指摘

されるような、ちょっとわかりにくいような外来

語、実態を踏まえて、まずはその状況を確認して

みたいなと思っているところでございます。 

○島軒純一議長 渋間佳寿美議員。 

○１７番（渋間佳寿美議員） 状況を確認した上で、

いずれの段階にはきちんとした基準というような

ものをつくって、その都度、手引きなりなんなり

をつくっていく必要があるんじゃないかなと思い

ます。やはり、ＮＨＫの二の舞になってほしくな

いんです。苦痛を与えられるような表現方法とい

うのは、ただですら行政用語と言われるわけです

から、これは日々気にしながら取り組んでいただ

きたいと思います。 

  この気にするということが、まず大事です。言

葉、言語活動をする上では、何気なくではなく、

気にしながら使っていく。そうすると日本語の能

力、言語活動の能力というものも高まっていきま

すので、ぜひそのような対応をしていただきたい

と思います。 

  そして、壇上の質問でも申し上げましたけれど

も、明治時代の有識者たちは和製漢語というもの

をつくって、わかりやすくしたわけです。そこで、

パソコン関係、情報通信関係の言葉、本当にさま

ざま入ってきておりますけれども、これについて

も頑張って、そのまま使うんじゃなくて、米沢市

職員初の翻訳が全国規模で使われるようになった

となれば最高じゃないですか。言葉を大事にする

まち、米沢市、こういったまちにしていってもら

いたいものです。市の職員に限らず、何かコンク

ールとかやってもいいんじゃないですか。市民対

象に、これを何と訳すと。 

  この間、私、大変困った言葉がありまして、来

るべきユビキタス時代にインターネット社会は大

きく変化をなす云々と続くんです。この「ユビキ

タス」とは何だと。ユビキタス、もう平気で使っ
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ているんですね、情報通信関係の言葉。わかりま

すか、ユビキタス。いつでもどこでも情報通信で

きるみたいな、「いつでもどこでも」みたいな意

味らしいんです。これを私、何かいい言葉ないか

考えたんですけれども、適当なのが思いつかなく

て。そういったちょっと面倒くさい言葉を、すぐ

「ユビキタス」なんて使わないで、何か日本語、

当てはまるような、米沢市主催のコンクールとか

やって、言葉を大事にするまちだと。米沢発のも

のが全国発信できるような、言葉で発信する、こ

れもおもしろいなと思ったものですから、答弁は

要らないですけれども言ってみたわけです。ぜひ

頭の隅に置いておきながら、考えてみていただき

たいと思います。 

  そこで、次に日本語教育、教育委員会のほうに

お尋ねします。おおむね教育長のお話、納得でき

るものでありました。私も別に、終盤に言った、

外国語教育と日本語教育は対峙するものではない

と思っております。そのとおりです。だから私は

異を唱えるものでもありませんし、先ほど私、壇

上で申し上げた牛の例、オックスとかブル、あれ

は逆に言うと、英語がわからないと、比較する対

象がないと、日本語のすごさというのもわからな

いんです。そして、言葉とは文化だということも、

比較の対象がないとわからない。ですから、特段

私は外国語教育はけしからんと、そんな話をして

いるわけではありません。ぜひ、言語活動という

意識において外国語教育にも取り組んでいただき

たいと思っております。 

  そこで、私、壇上で申し上げました、私の知り

合いの先生数名に聞いたところ、壇上で申し上げ

たような、国語の能力がやっぱり重要だと。ほか

の教科にも派生するんだというような話を聞きま

した。教育委員会としてはどういう認識といいま

すか感覚というか、捉えていらっしゃるでしょう

か。 

○島軒純一議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 議員お述べのとおり、私

どもとしても国語が全ての教科の基本、土台とい

うふうに捉えております。時数で見ましても、１

年生が年間850時間の学習の時間のうち306時間、

２年生が910時間のうち310時間ということで、週

にして１日２時間ぐらいずつ国語の授業を行って

いるというようなことで、とにかく１、２年生の

ときに教科としてしっかり学ばせて、それを上の

学年では全部の教科に派生して学習を広げていく

ということであります。 

  先ほど渋間佳寿美議員が日本語のよさとして、

表意文字、表音文字、両方持っている言語ですの

で、そういった部分で外国の文化を取り入れると

きにもいいですし、それから一つ一つの物の名前

とまとまったものの名前を持っている、これも日

本語のよさだと思いますので、そういった日本語

のよさを言葉を通してもっともっと子供たちに教

えていきたいと思います。 

○島軒純一議長 渋間佳寿美議員。 

○１７番（渋間佳寿美議員） 日本語のよさという

ものを理解した上で取り組んでいる姿、評価した

いと思います。ぜひ引き続き、その姿勢で取り組

んでいただきたいと思います。 

  そこで、一つだけ言うのは、国語の時間を多く

とっている、すばらしいことです。そこで大事な

ことは、よい文章、いわゆる名作と言われる文章

を読ませるということなんです。きれいな日本語、

私なんか言葉汚いと怒られるんですけれども、き

れいな日本語、いい名作を子供のころから読んで

いたらよかったなと思います。その反省も踏まえ

て、ぜひ米沢市内の子供たちには名作というもの

を多く読ませることによって、そのときは日本語

のよさなんて意識しないと思います。ただいい文

章、きれいな日本語で書かれた名作というものを

引き続き繰り返し読むということになれば、おの

ずと後になってわかることもありますので、特に

低学年であれば、そういった名作を中心的に読ん

でもらうという方法があると思いますが、これは

ぜひやっていただきたいと申し上げるにとどめて
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おきます。 

  そして、ことわざとか古文、漢文、古典に親し

む、これも大事なところであります。それと、言

葉の変遷というものがわかるんです。縄文時代ま

でさかのぼるというのは、なかなか小さい子供た

ちにはイメージ、印象ができないわけですから、

今あえて、片仮名語を言ってしまいましたが、「印

象」と直します。印象があるものですから、印象

がわからないものですから、縄文時代なんて言っ

ても、そうすると古文とかわかりやすい、あるい

はことわざとか、そうすると昔は読み言葉と書き

言葉は違っていたんだということも理解できます

し、だから昔の書物は何となく読みづらいな、だ

けど書き言葉と読み言葉は違っていたんだと。と

ころが、最近なんだと、読み言葉と書き言葉が一

緒になったというのは。そういった言葉の変遷と

いうものを古文や古典、ことわざなどを教えるこ

とによって理解していくんじゃないかなと思いま

すので、引き続き古典も重視していっていただき

たいと思います。 

  そして、教える側の先生たち、これも研修等々

をやっている、言語活動についての研修、校内研

究を積極的にやっているということで、これも引

き続き続けていただきたい話でありますけれども、

成り立ちについては意識があるだけだと。国語、

日本語の本当に深いところ、先ほど私が壇上で述

べたような話については、まだまだというような

教育長の話でありましたけれども、今後深いとこ

ろまでわかると、子供たちに教えるときに、深い

ところでわかると教え方も違ってくるという部分

が考えられますので、深いところの日本語の成り

立ちとかの研究や研修、取り組んでいただきたい

と思うんですが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 議員お述べのとおり、今

回実は学習指導要領の改訂の部分で、言語にかか

わることでは、話すこと・聞くこと、それから書

くこと、そして読むことという３つの領域がある

んですが、そのほかに言語事項というくくりだっ

たんですが、今回の学習指導要領の改訂では、言

語文化と国語の特質に関する事項というふうに変

わったんです。その変わった中身の中で、やはり

我が国において継承されてきた言語文化に親しむ

ことができるように、長く親しまれている和歌と

か物語とか俳句とか漢詩とか、そういった古典、

それから物語、詩、伝記、民話など、近代のもの

も含めて扱っていくということであります。です

ので、そういった部分で先生方の研修に力を入れ

て、より深く国語、日本語を勉強して、そして子

供たちの場に立てるように、研修には力を入れて

いきたいと思います。 

○島軒純一議長 渋間佳寿美議員。 

○１７番（渋間佳寿美議員） 総じて、市行政のほ

うも教育委員会のほうも、言葉というものを大切

に、日本語というものを大切にしよう、そして言

語活動としてきちんとしていこうという姿が見受

けられました。これは評価したいと思います。さ

らに、これを続けていくだけでなく、発展して続

けていっていただきたいということを申し上げた

いと思います。 

  最後に、言葉、私、質問の冒頭、壇上で申し上

げたように、言霊と言いました。日本語は言霊と

よく言われます。言葉というのは、昔は「ことの

は」と読んでおりました。語源が皆様のお手元に。

「こ」というのは、凝るとか、凍る、混む、込め

るというように、固まりを意味しています。そし

て、言葉の「と」は、戸、閉じる、とどまる、と

まるのように、まさしく「とまる」。ことのはの

「は」とは、赤ちゃんが生まれて口から生える歯、

あるいは地面から芽が出て生える「葉」、あるい

は晴れるとか張るとか、そういう意味合いで「出

ていく」という意味があります、「は」の意味に

は。つまり、固まっているもの、とどまっている

ものが、一気に出ていく、これが言葉。ですから、

内面の思っていること、思いや考えというものを

出すというのが言葉の語源なんです。ですから、
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日本語の言葉というのは言霊である、魂の叫びな

んだということを御理解いただきたいと思います。 

  そして、ずっと明日も一般質問が続きます。議

員たちの魂の言葉なんだと、言霊なんだという意

識を持って、ぜひ市、行政においても言霊を持っ

て答えていただきたいということを申し上げて、

私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○島軒純一議長 以上で17番渋間佳寿美議員の一般

質問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○島軒純一議長 以上をもちまして、本日の日程は

終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

  午後 ４時１１分 散  会 
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